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事務局出席職員職氏名
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町長 竹 口 大 紀 教育長 鷲 見 寛 幸

副町長 野 間 一 成 教育次長 佐 藤 康 隆
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総務課参事 金 田 茂 之 人権・社会教育課長 西 尾 秀 道

税務課長 遠 藤 忠 敏 企画情報課長 井 上 龍

住民生活課長 山 岡 浩 義 企画情報課参事 大 黒 辰 信

建設課長 大 前 満 水道課長 野 口 尚 登

農林水産課長 末 次 四 郎 農業委員会事務局長 田 中 延 明

福祉介護課長 松 田 博 明 健康対策課長 後 藤 英 紀
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地籍調査課長 白 石 貴 和 代表監査委員 石 黒 澄 男

午前９時３０分開議

○議長（杉谷 洋一君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達していますので、これから本日の会議

を開きます。

本日の議事日程は、お手元配付のとおりです。よろしくお願いします。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（杉谷 洋一君） 日程第１、一般質問を行います。
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一般質問は、通告された議員が１３名ありますので、本日とあすの２日間行います。

通告順に発言を許します。

７番、米本隆記議員。

○議員（７番 米本 隆記君） はい、議長。

おはようございます。新町政始まって初めての一般質問に私がトップバッターとして

挑ませていただきます。

私は３問させていただきますけども、まず最初に、町長のほうに、就任おめでとうご

ざいます。この大山町という大きな船をですね、４年間、大航海の始まりが進んでまい

ります。目標、目的を見失わずに、確実に一歩一歩進めていただきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

それでは、１問目の質問をさせていただきます。

選挙公約はどう実現するかということで、に題しましてお尋ねします。

選挙戦の中で、町長は町民の皆さんに、リーフレットとかそういうことでいろいろと

お約束をされております。では、その選挙公約につきまして、どのように進めていかれ

る所存なのかお聞きしたいと思います。

まず最初にですね、公共交通、巡回バスを復活するということも言っておられました。

この巡回バスにつきましてはですね、私は一定の理解はできるんですが、以前の巡回バ

スはルートが決まっておりまして、それが走っていないところもありました。これは公

平性に欠けるというふうに考えておりまして、実はこの今のデマンドバス方式は、登録

された方がどこからどこまでという目的を持って進められるということがありますので、

一定の、その、今のデマンドバス方式については理解を示しております。

２つ目、高校生の通学助成はということでですね、保育園の無償化、給食費、保育園

の給食、あ、小、中の給食費の無償化についてでございますが、これにつきましてもで

すね、あの、子育ての観点からは必要だというふうに思っております。ただ、この中の

細部にわたりましては、ちょっと私の考え方と違うとこがありますので、まず最初、町

長の御意見を聞きましてから、議論を深めていきたいと思っております。

５つ目ですけども、大山恵みの里公社の運営はということで上げております。実は大

山恵みの里公社は、今、補助金が６００万、７００万ぐらいだったかな、ぐらいの補

助金が投入されております。これを自主運営をできるように、補助金がなくても運営が

できるというふうに公約といいますか、所信表明でも述べておられます。私は、この金

額的な問題はどうでもいいんです。ただ、公社のあり方というものが本当に大山町産の

産品を広めていく上でどのような手続をとって進めていかれるのか、そういったところ

をお聞きしたいと思います。

６番目、大山診療所の固定医の問題です。固定医を何とか見つけて診療所を復活させ

るということを言っておられます。それは大変結構だと思います。ただ、この問題につ

きましては、なかなか固定医が見つからない、また、経費的な問題があるということで、
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今、健診センター化ということでいろいろと検討をされ、実施されておるところでござ

います。この辺のところをですね、まだその辺の結果が見えてないのに、固定医を早急

に探していくということについてどうなんでしょうかという考え方があります。

それから、最後になります。不適切事務の解明はということで、を半年をめどにする

と言っておられます。これにつきましてもですね、実は町民の皆さんの大多数は、この

事務の起こった原因というのはいろいろと考えておられます。また、あの、前町長の下

でも再発防止検討委員会ですか、これが、ええと、いろいろな再発防止策を出しており

ます。これとは別にですね、この解明されて、再発防止を望むと所信表明の中でも言っ

ておられます。町民の方はですね、この１１０何万ですか、返金をされましたが、領収

書のないものとか不明朗な支出についても返金を求めるのが、べきではないかというふ

うな意見がある中で、どのような解決策を導かれるのか、以上７点についてお尋ねしま

す。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口大紀町長、御答弁をお願いします。

○町長（竹口 大紀君） きょうからの２日間、一般質問、よろしくお願いします。

それでは、米本議員の一般質問にお答えしたいと思います。

まず、１点目の公共交通巡回バスの復活はについてお答えをします。

平成２３年度までは、中山地区、名和地区で巡回バスを運行しておりました。その後、

交通弱者の移動手段を確保し、交通不便地域の解消を図ることを目的として、デマンド

バスを平成２４年４月に運行を開始しております。

デマンドバスの利用は、乗車予約を行い、バス停から目的地までの利用となり、利用

者の皆様には少し御不便をおかけしている部分があると思います。より便利な公共交通

を目指すため、巡回バスの復活なども手段の一つとして、公共交通会議で検討し、町民

の皆様にさらに外出しやすいような見直しをしてまいりたいと考えております。

２点目の高校生の通学費の助成はについてお答えいたします。

現在、実現に向けて、担当課が試算などの検討をしております。一例として、公共交

通機関のＪＲとバスの定期代、バスとデマンドバスの回数券の購入費用の２分の１補助

をした場合の経費は、年間で約５００万円から０００万円程度です。今後、詳細を

詰めて、なるべく早い段階で議会に提案をさせていただきたいと思います。

３点目の保育園の無償化はについてお答えいたします。

今年度９月から町内保育所を利用の３歳以上児の保育料が無償となるよう、今議会に

提案させていただいております。財源として、今年度は県補助金８４０万円とふるさと

応援基金７６０万円を充当します。

３歳未満、３歳未満児の無償化につきましては、保育現場への影響を考慮し、体制が

整い次第実施をしていきます。

４点目の給食費の無償化はの御質問にお答えいたします。

給食費の完全無償化に向けて、今年度２学期から町内小・中学校児童生徒を対象に、
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給食費の２分の１の額を補助するための補正予算を今議会に提案させていただいており

ます。この財源として、今年度はふるさと応援基金を充当します。

５点目の大山恵みの里公社の運営はについてお答えいたします。

大山恵みの里公社の目標は、補助金がなくても経営できる体制と町内の生産者さんの

所得向上を同時に確立することだと考えております。

公社の運営の問題点としては、従業員と生産者の皆さんとの情報交換が不足している

ことや、人手不足により潜在能力が生かし切れていないことなどがあります。いずれも

マンパワー不足により分析やマネジメントが十分できていないことから、適切な人員配

置、仕事分担、人員確保をすることが必要と考えております。

６点目の大山診療所の固定医はについてお答えいたします。

大山診療所は、地域の貴重な医療機関であり、存続に向けた取り組みを図ります。

存続するに当たっては、鳥取大学医学部との連携を強化し、固定医の確保に全力を尽

くしていきます。

７点目の不適切事務の解明はについてお答えいたします。

不適切事務の解明につきましては、まず、商工会との案件につきましては、刑事事件

として告発しているところであり、また、ＮＰＯ法人との案件につきましては、住民訴

訟を受けておりますので、司法の判断を仰ぎたいと思っております。

また、ほかの案件につきましても不適切な事務処理が疑われますので、現在、所轄署

に対して随時報告、相談を行っているところです。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（７番 米本 隆記君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、米本議員。

○議員（７番 米本 隆記君） はい。的確な答弁ありがとうございます。

実はですね、私が、あの、一般質問を提出しましたのがですね、５月の２４日という

早い段階で提出しましたので、あの、保育園の無償化とか、そういった案件が提示され

る前に出しておりましたので、どういったことになるかなと私も一時ちょっと心配して

いたところがありまして、あの、まあ所信表明とか、そういったところでいろいろ話を

聞かせていただきましたので、まあその辺で理解はしているところです。ただ、ちょっ

と細部についてと先ほども言いましたけども、お聞きしたいと思います。

巡回バスについて、まず最初にお聞きしたいと思います。

巡回バス、あの、利用者が多いのでいろいろ見直していただくのは結構なんですが、

先ほども言いましたが、やはり町内をめぐらせる、あるのであれば、やはり、その、そ

れが通らない地域があれば、それはやはり不平等というふうになります。そういったこ

とについては十分配慮していただいて、やはりそういったことがないように考えながら

運営をしていただきたいと思います。これが１点です。

それから、あの、高校生の通学助成ですけども、今、年間で５００から０００万
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円程度かかりますということがありました。ただ、これがですね、本当に、あの、補助、

補助、補助金として出されるのに、実際の財源的なところは、今回言いたくないんです

けども、あの、やはり何か始める場合には、何かをやめていかなければいけません。そ

ういった面がありますから、それをよく精査されてやっていただきたいということがま

ず１点。

それで、あの、私も一応危惧しとったのが、バス代とか定期、バスとかそういった駅

に来られるまでの、何ていいますかね、費用というもの、バス代とか、その、もう一応、

私、ここの答弁の中では試算をされとるということがありましたので、それは私はちょ

っと、ああ、そうかというふうに思いました。私、そこのところは、バス代のところを

ちょっと問題化、問題視せないけんかなというふうに思っておりました。

それともう１点、通学費の助成なんですけども、これは高校生がどこの高校に行って

も、そこの通学定期とかそういったところを対象にされるのでありましょうか。例えば

名和、この大山町からですね、普通高校といいますと米子市内にもあります。ただ、境

港市にもあります。そこに移動される場合にも、そこも対象になるのかということをい

ろいろと考えられないけません。それから、中山地区でありますと、まれではあるかと

思いますけども、東部のほうの高校に行かれる場合もあると思います。こういったとこ

ろをどういうふうに判断されるかということがまず一緒になって考えていただきたいと

いうふうに思っております。

それから、保育園の無償化ですけども、私は、あの、無償化することに対してはいい

ことだと思っております。そして子育てにしてもつなげていただきたいというふうに思

っておりますが、私は、あの、以前から言っておりますけども、その、今、大山町では

家庭保育ということでやっておられますけども、実際に家庭保育を見ていただける方が

あるところはいいんですけども、生まれた子供さんをそのまますぐ預けたいという方も

あると思うんです。そういったニーズ、今の働く方のニーズといいますと、やはりサー

ビス業の方は土日も仕事がありますので、本来でしたら月曜日から金曜日までというの

は一般的な考え方の、勤め人の方の、何ていいますか、サービスになっております。土

日というようなことは念頭にないというのがちょっと残念かなというふうに思っており

ます。そういったところを考えときに、未満児の保育、それが土日、どういうふうにさ

れるのか、こういったことをお聞きしたいと思います。

それから、ええと、診療所について、ちょっと答弁書ではちょっと、あの、なかった

んですけども、実際に今、健診センター化ということで運営をしております。それとの

兼ね合いをどうされるのかということをお聞きしたいというのがあります。

その辺のところにつきまして、再度質問させていただきます。まだちょっと残ったと

ころがありますけど、これはちょっと後からにさせてもらいますので、以上の点につい

てお願いいたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。米本議員の追及質問にお答えしたいと思います。

どうしてもですね、この、米本議員も５月２４日に通告を出されたということで、こ

ちらも、あの、答弁としましては、通告書どおりに答弁をしているつもりではあります

けれども、一般質問される際には、通告を出されてからその当日までの間にいろいろと

情勢が変化して、質問の内容、趣旨も若干変わる部分があると思いますので、先ほどの

答弁書の答弁だけではとても不便、不十分だったのかなというふうに思っております。

そして、１つ目の公共交通に関してですけれども、巡回バスを走らせるということに

なれば、空白地帯は不公平感があるんじゃないかということですけれども、まさにおっ

しゃるとおりでして、巡回バスを含めて、今後の公共交通をどうしていくか、何が一番

住民の方にとってサービスの向上になるのか、使い勝手がいいものになるのかを検討す

るということで、目標としては公共交通の充実、手段の一つとしては巡回バスも考えら

れますが、そのほかにどのようなニーズがあって、どのような手法があって、何が一番

最適なのかは今後の公共交通会議等も含めてまして検討していきたいと思っております。

そして２つ目の通学費等の財源ということですけれども、今年度は既に当初予算も決

まって、事業等も動き出しておりますので、予算全体の見直しというのが今年度はでき

ません。来年度に関しては、当初予算の際に事業の見直し等をしていきたいと思ってお

りますし、その事業の見直しに関しましては、もう今の時代に合っていないもの、費用

対効果の少ないもの等を見直して、財源を捻出していきたいというふうに考えておりま

す。

３つ目のどの高校でも通学費を助成するのかというところですけれども、この試算の

中でも境港方面、あるいは倉吉方面等も試算の中に入れております。ですので基本的に

はどの高校に通っても通学費の助成をしていきたいと考えておりますが、詳細に関して

は今後担当課と詰めていきたいと思っております。

４つ目の家庭保育がしたくてもできない家庭があるんじゃないかというようなお話で

した。

御質問の中に、月曜日から金曜日までというような御発言がありましたけれども、今、

町内の保育所は土曜日も保育をしておりまして、してないのは日曜日、祝日です。確か

にサービス業等に従事、従事される方、あるいは核家族化が進んで、また、共働き家庭

もふえて、日曜日、祝日に保育園を利用したいというようなニーズがあるというのは承

知しております。しかしながらですね、これも調査が必要かと思いますが、その数がど

れぐらいあるのかということだと思います。保育サービスに関しては、その、日曜日、

祝日以外にも、例えばじゃあ平日の夜はどうなのかと、都会では２４時間保育サービス

しているところがあるじゃないか、ええと、さまざまなことが考えられるわけですけれ

ども、そこはサービスをすれば、あの、際限はないわけでありまして、そのニーズがど

れぐらいあるのか、どれぐらいの数の方がそういったものを希望されているのかを判断
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しながら検討していきたいと思っております。

５つ目の健診センター化との兼ね合いで、大山診療所の御質問ですけれども、現状で

ですね、大山診療所利用率、大山診療所の地域内の利用率、地域に住む方の大山診療所

の利用率というのはとても下がってきています。これは、やはり固定医がいないので、

やはり皆さん、病院受診される際は、いつも同じお医者さんに診ていただくと、とても

安心感があって、何かあったらそこに行ってみようというふうになるんだろうと思いま

すけれども、現状ではもう日がわりのようにお医者さんに来ていただいておりまして、

やっぱり固定医がいないということが受診率の低下につながっているんだと思いますし、

それが診療所の運営、財政的な運営にとても影響しているというふうに考えております。

それをカバーするために健診センター化ということを、やってきていますけれども、基

本的には大山診療所は地域医療の拠点であるというふうに考えておりますので、健診セ

ンター化をどうするかは今後検討もしながら、地域医療の拠点としての大山診療所の位

置づけを守っていきたいなというふうに考えております。以上です。

○議員（７番 米本 隆記君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、米本議員。

○議員（７番 米本 隆記君） はい。詳しい説明ありがとうございます。

実は私もね、あの、いろいろと公共交通については心配するとこもあったんですけど、

まあ一応その辺のところ、あの、不公平感もわかるので、いろいろと考えていくという

ことがありますと思います。ただ、これは交通会議のほうでいろいろと検討してもらわ

ないと、行政のほうだけで決めるというわけになりませんので、あの、業者もあります

ので、そのところは十分に理解しているところでございますので、あの、しっかり議論

をしていただいてですね、よりよいものにしていただきたいというふうに思います。

それから、あの、保育園の無償化について、いろいろと、いろいろとニーズがあるの

で、調査も必要だということを言われました。なるほど、その、調査も必要ですけども、

やはり、その、今の中で、やはり、その、何ていいますかね、大多数の方がこうだから

こうというようなやり方というのも必要かもしれませんけど、やはり、やはりこの中で

きめ細やかなサービスをしていくということになってくると、やはり私が言うように、

ニーズがどの程度あるのかということも必要だと思いますけど、ただ、今までのやり方

として考えられるのは、そういった、これはあれなんですけど、あの、方針として、６

カ月までは親が育ててくださいということが大前提としてありましたので、なかなかそ

ういったところまで踏み込んだ発言が保護者の方からなかったかなというふうに思って

おるところもありますので、しっかりその辺のところは調査をしていただきたいと、こ

ういうふうに考えます。

高校生の無償化、通学助成につきましては、まあいろいろ今お聞きしまして、なるほ

どというところもありますので、これを推し進めてもらいたいというふうに思っており

ます。
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大山診療所につきまして、これについてですね、あの、私も大山診療所はこの地域医

療で必要なものになるかなというふうに思っております。ただ、今後、この扱いにつき

ましては、今、国保会計、国民健康保険の事業全体の県内統一化ということが今進んで

おりますので、これにつきまして、いろいろとまたネックになる場合もあるかというふ

うに思います。といいますのは、診療所ですね、国保会計の診療所が町内に３つもある

というのは今まで例がないというふうに私は思っておりますので、この辺のところがど

うなるかというものを、不安材料はありますけども、今後、これについての多分対応も

出てくるかと思います。その辺のところも検討をされながら進めていっていただければ

というふうに考えます。

今まで、今の質問をしておりますけども、それにないところで今度はしたいと思いま

す。あ、１点だけ、固定、固定医の大山診療所についてだけはもう１回答弁をお願いい

たします。

給食費の無償化についてです。給食費の無償化ですね。小、中の給食費無償化で、９

月からされるということで進んでおられます。ただ、あの、私が、あの、一つ懸念する

のはですね、あの、本当に、その、給食費を無償化にすることが子育てになるのかな、

支援になるのかなというのが一つは考えるところがありまして、やはり、あの、保育と

かそういったところで費用を何とか負担してあげようというのはわかります。ですが食

べるものについての、何ていいますかね、無償化ということ、援助というか、補助とい

うことになってくると、じゃあ、今、小学生、中学生だから無償化しますと言われます。

じゃあ逆に言ったら年とった方はどうですかということが出てきた場合に、子育ての中

ではわかりますけども、全体としてそれバランスとれるんですかというのは一つ考える

ところなんですが、まあこの辺のところの考え方もちょっと、あの、いろいろと違うと

思いますので、長くなりますので、そこのところは簡単な答弁で結構です。

それから、先ほど言いました不適正事務の解明についてです。

やはり町民の皆さんは、あの、今でも聞くんですが、やはりきちっと解明して、あの、

原因はどこにあったのかということだけじゃなくて、やはり、その、不適切に使われた

ものについてはやっぱり町は返金を求めるべきじゃないかということはやはり言われま

す。やはり、あの、１１０何万ですか、返していただくということで返金を受けており

ますけども、しかし、本当にそれは一つの事業についての返金でありまして、領収書等

の中で、今、ええと、税務署のほうに税務申告といいますか、されておりまして、それ

がどういうふうに認められるかわかりません。税務として、税務署として認めるもの、

また、町として、その領収書が本当に正規なものと認められるもの、また、領収がなか

ったもの、また、前回、委員会で聞きましたら、０００、９００万ですか、領収書

が見つかったということはありましたけれども、それについての内容も私たちは聞いて

おりませんので、ちょっと今申し上げるのは控えたいと思いますけども、ただ、本当に

それが適切なものかということもやっぱり、やっぱり調査される必要があるかというふ
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うに思います。

以上の点について答弁をお願いいたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

まず、１つ目の国保、国保会計の県の一元管理されたらという御質問がありました。

基本的には県が国保会計を一元管理しても、現在とそんなに変わらないというふうに

認識をしております。お金の処理の方法が変わるというだけで、そうなったからよくな

る、悪くなるということはないのかなというふうに思っております。それによって町内

３つ診療所があるのはどうかというのはまた別の問題だと思いますので、その辺に関し

ましては、また今後検討していきたいと思っておりますが、赤字の運営になる原因とい

うのがやはり、その、固定医がいなくて地域内の人が診療を地域外でしているという現

実がありますので、まずそこを解消してみて、それからというような議論になろうかと

思います。

次に、給食費の無償化について、子育て支援になるのか、全世代の公平感はどうする

のかという御質問がありましたけれども、子育て支援をする理由というのは、大山町の

一番大きな問題としましては、もう人口流出がとまらない、人口減少がとまらない、少

子化高齢化となるというところにあるというふうに考えておりますので、とにかくその

人口減少に歯どめをかけられるような施策を次々とやっていかないといけないというふ

うに思っております。その中には子育て支援だけではなくて、魅力のある働く世代がつ

きたいなと思うような仕事をふやすことも大事ですし、大山町内、賃貸住宅が少ないの

で、もうちょっと賃貸住宅をふやさないけんじゃないかと、そういったような話もある

わけですけれども、当然そこも、今、一生懸命進めているところですが、あの、なかな

かすぐに予算をつけたからできるような話ではないものも中にはあります。そういった

全体の政策の中、人口減少をとめるための政策の中の一つとして子育て支援を位置づけ

ております。

保育料の無償化、給食の無償化というのは、子供たちにとって直接プラスにはならな

いかもしれません。間接的には家庭の経済的負担が減って、その分のお金が子供の教育

に回るということは考えられると思いますけれども、基本的には働く世代がこの辺でい

うと、じゃあ米子よりも大山町のほうが子育てする際の経済的負担が少ないんだったら

そちらに移住しようと、大山町から出ていくのをやめようと、そういうふうに思っても

らうための施策ですので、人口減少をとめて、後継者問題、地域の活動の継続の問題、

こういったことを解消することは、全世代にとってプラスになるというふうに考えてお

ります。

それから、不適切事務に関しまして、領収書が適切でないものは返金を求めるべきで

はないかというふうに御質問いただいておりますが、現在、住民訴訟等もされておりま
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して、今、この件に関しましては、こちらとしても領収書が適正かどうかというのは精

査はしますけれども、最終的には司法の判断でどうなるか、返還を求められればそのよ

うにしていきますし、そうでないというふうになれば、そのようになるというふうに考

えております。以上です。

○議員（７番 米本 隆記君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 米本議員。

○議員（７番 米本 隆記君） はい。ということは、あの、不適切事務についてはです

ね、あの、司法の判断、今、住民訴訟されますので、司法の判断でされるということで

すので、まあちょっと私も、あの、何ていいますか、心苦しいところがあるんですけど

も、住民訴訟をされて、町長が被告になって訴えられとると。被告になって訴えられて、

町長が勝訴すれば、これは適切だったと、執行は適切だったということで丸くおさまっ

てしまう。一応は。町長が住民訴訟で例えば訴えられて負けられたとなれば、これはや

っぱり不適切だったんだから、やっぱり返金を求めなさいということになるんですよね。

さあ、町民の皆さんはどちらを望むでしょうか。私はそこがすごく不思議でございます。

こういった件も実際にあるのですけども、まあ、あの、事実、例えばまあ町が勝った

場合には、これは司法判断として、町は間違ってなかったということになりますから、

住民訴訟は敗訴ということになれば、適切な支出だったということが認められるわけで

すから、これはどうあってもひっくり返ることはないということに理解するしかありま

せん。

そういったところをですね、あの、この裁判につきましては、訴訟につきましては、

本当にどっちになるかというのが私も興味津々でありまして、住民さんもそうでないか

と。ただ、住民の皆さんはそこまで考えておられないかというふうに思うんです。ただ、

あの、何事についてもですね、あの、いろいろと、何ていいますか、この、町長も言っ

ておられますけれども、原因究明して再発防止に何とかいろいろやっていかないけんと

いうことも言っておられます。ただ、あの、前森田町長が、再発防止検討委員会ですか、

これをされまし、出されて、一応、その、いろいろと、何ていいますか、そういった委

員さんの意見を聞かれて、何項目かにまとめておられます。それとまた違ったものを出

されるということで理解してよろしいんでしょうか。その辺のところをお聞かせ願いた

いと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

司法判断につきまして、その司法判断に持ち込まずに町がもう独自に返還を求めれば

いいんじゃないかというようなお話がありましたけれども、例えばその司法判断を仰が

ずに当該者に返金を求めた際に、そこでまたそれはおかしいじゃないかというふうに訴

えられれば、またそこで司法の判断が出るわけでして、どこかの段階では、あの、必ず
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この司法判断を仰がないといけない部分が出てくるんだと思います。私も、その、法律

の専門家ではありませんので、その詳しい、細かいところまではわかりませんけれども、

どこかの段階で司法判断が入って、それに基づいて処理を進めるというのが一番早く解

決する方法かなというふうに思っております。私も人生で初めて裁判で訴えられており

まして、非常にどのようにしていいのか戸惑うところではありますけれども、住民の皆

さんが、あ、そうか、解明されたなというふうに少しでも早く思ってもらえるような解

決策を示していきたいなというふうに思っております。

そして、今回、私が就任してからつくりました再発防止の策を考えるプロジェクトチ

ームは、また違うことを出されるのかということですけれども、今まで検討したことも

ベースに置きながら、あの、さらにほかに再発防止になるようなことはないのか、どう

いったことで一連の不適切事務が起きたのか、そういうところをいま一度検証していこ

うということです。以上です。

○議員（７番 米本 隆記君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、米本議員。

○議員（７番 米本 隆記君） はい。この選挙公約についての町長の考え方は大体理解

できるところですので、まあとにかく大山町という大きな船を前に前に進めてもらいた

いと。

そしてもう１個お聞きします。この実際に、その、今、選挙公約でいろいろと出され

ました。この辺につきまして、実現を４年間で実施するという考え方は、実施といいま

すか、あの、していくという考え方はお持ちですか、どうですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。今の公約を４年間で達成するのかどうかというところで

すけれども、当然４年のうちに達成したいと思っておりますし、それ以前でもできる限

り早い段階で達成をしていきたいなと思っておりますが、中にはやはり４年間では達成

できない長期的な課題もあるのかもしれません。一生懸命やりますけれども、４年間で

達成できないものに、ものもあろうかと思いますが、その際もしっかりと説明責任を果

たしていきたいなと思っております。以上です。

○議員（７番 米本 隆記君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、米本議員。

○議員（７番 米本 隆記君） はい。しっかりかじ取りお願いしたいと思いまして、２

問目の質問に移らせていただきます。

実は、あの、この子供さんのですね、まあ助成ということも大事だというふうに思っ

ておりますけども、あの、私、地域自主組織についてお尋ねしたいというふうに思って

おります。

実は各校区ごとに地域自主組織が設立されております。今、７つですか、設立されて
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おりまして、あと残りが光徳、旧名和……。旧名和。（「光徳、名和、所子」と呼ぶ者

あり）名和。旧名和じゃ、名和、それから所子ですか、３つですね。残ってますね。７

地区には自主組織はできております。本来、私が自主組織としてあるべき姿というのは、

以前言われたのは、集落に力がないので、地域で、地域で皆さんを何とか盛り上げ、守

っていきましょうというのが根底にあったと思うんですが、今の自主組織のあり方とい

うのは、実際に何か地域を盛り上げるために何か事業、行事をやりましょうということ

で、地域の本当に困っているところに手を差し伸べているというところがちょっと見え

ない。そういったところで、私はその地域自主組織を最初に立ち上げた内容とちょっと

乖離しているんじゃないかなというふうに思っておりますので、その辺について、町長

のお考えを伺いたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。米本議員の２つ目の質問にお答えしたいと思います。

地域自主組織には、地区内でこれから担い手となっていただく人材の発掘や育成、支

え合い活動を通じて集落の機能の補完や集落間の交流の促進等の役割を期待しておると

ころです。

また、行政の仕事の一部を担っていただき、行政と住民が協働したまちづくりを推進

していこうというふうに考えております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（７番 米本 隆記君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、米本議員。

○議員（７番 米本 隆記君） はい。短い答弁、ありがとうございます。

実はですね、あの、私、あの、この自主組織につきまして、いろいろと考えてみまし

た。これ、ちょっとひもといていきます。これはね、町長がまだ議員のときにもお話が

あったかというふうに思います。これは最初にですね、あったのは、前森田町長はです

ね、集落に元気がなければいけないということをまず言っておられました。集落に元気

がないといけないということで、集落内でいろいろと問題点を話し合って、その解決に

向けてというような事業が３年間続いたと思います。これが２２年から３年間でなかっ

たかと、２３年からかな、３年間続いたというふうに思っております。

そしてですね、そのころにですね、ちょうど今副町長をされております野間副町長が

企画情報課長のときに、集落の、何ていいますか、ではなく、地域でやりましょう。こ

れは、何ていいますか、名前はね、ちょっとど忘れしたんですが、地域ではなくて、地

区何とかというのをつくろうという、地域ごとに、何ていいますか、今の自主組織のよ

うなものをつくっていって、地域でいろいろと協力しましょうということをやられよう

としましたが、それがまあ集落に軸足を置くんだということで、なかなかそれが前に進

まなかったということがありました。
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その後ですね、内閣府から来られた、企画情報課に、赤井参事ですか、来られたとき

にですね、いろいろと今のこの地方創生の前段になるようなことですかね、大山町の人

口動向を検討されながら、これじゃあいけないということで、地域においてやはり助け

合わないけないということで、地区会議、それを発展させて、今の地域自主組織がつく

られているわけなんですけども、実際にそのころの話の中ではやはり、何ていいますか

ね、地域に人口減少が押し寄せてきて、その、集落が維持できなくなるので、それをど

ういうふうにその地域の中で助け合っていこうというのがメーンだったというふうに私

は考えておりますし、そうだったと思っております。

ところが今の現状では、本当にそれが地域のために、じゃあこれを何とかしようとい

うことにつながっているのか。ただ単に地域で行事に、行事に、何ていいますかね、協

力して、何か地域で何かを行いましょうということに移り変わっているんじゃないかな

というふうにちょっと考えるところがあります。その辺について、町長はまあどのよう

な認識を持っておられるのか、お聞きしたいと思います。たしかこれ、町長が議員のと

きにその話があったというのは御存じだったですかいね。その辺のところもあわせて、

もし答弁いただけるようでしたらお願いいたします。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

以前は集落に軸足を置いて、地域活性化、集落の維持等を図ってきたところ、内閣府

からの赤井未来づくり推進室長ですか、が来られて、地域自主組織のベースになるよう

なものをつくられてきたというところは認識しておりますし、やはりこの先、その当時

の赤井室長が言われていたこととしまして、将来、その、集落で全てをやっていくのは

相当厳しくなるだろうと、さらには、行政に対する福祉などのニーズというのはとても

ふえてくるけれども、行政としての財政力であったりマンパワーというのはどんどん下

がっていくと、そういうときに現状の組織体制で本当に行政サービスが提供し続けられ

るのかというところで地域自主組織の取り組みが始まったものというふうに考えており

ます。

基本としましては、やはり集落でできないことは地域自主組織でやっていく。イメー

ジとしては、集落と行政の間の中間的な組織になるようにしながらもですが、行政から

の押しつけではなく、自主的な活動になるようにしていきたいなというふうに思ってお

ります。以上です。

○議員（７番 米本 隆記君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、米本議員。

○議員（７番 米本 隆記君） はい。その辺の認識はやっぱりお持ちだったということ

で、ありがたく思っておりますし、また、当時の記憶も持っておられますので、進めて

いただければというふうに思いますが、実はですね、先ほどの、あの、子育て支援と対

比するようなことになってしまうかというふうに思うんですが、実は、私もこの４月の
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選挙になる前ですね、後援会活動、いろいろと集落を回らせてもらいました。その中で

言われたのが、今の竹口さんの言われる集落支援というのは子供の施策とわかるけども、

実は私たち年寄りにとっては、あと５年先で、この、何ていいますかね、自治会を解散

せないけんというような話もお聞きしたんですよ。というのがあったのが、実は、あの、

集落の中に子供さんの数が１人か２人しかいないし、年寄りばっかりになって、その集

落で配りものをするのに、今、手押し車で歩くという人がほとんどだと、あと５年もし

たら歩けなくなるので、その集落機能がなくなってしまうと、幾ら子育て支援だいって、

そこに帰ってくるよって言われても、そういった集落もあるんですよね。本当にもう目

の先にそういった老人の方ばっかりになって、配りものができなくなるというようなと

ころもあるということになってくると、私はこの地域自主組織の出番じゃないかなとい

うふうに思うんです。そういったところに対してどういうふうに援助ができるかという

ふうなことがやはりなければ、あの、自主組織をつくる意味といいますか、それの活動

というのは、まるっきり、その、行政が思い描くものとちょっと違ってくるなというふ

うに思っておりますけども、町長はそういった話を、あの、集落、まあいろいろと回ら

れたと思いますけども、お聞きになったことありませんか。また、それに対しての考え

方はどういうふうにお持ちですか。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

集落によってはやはりその人口規模であったり、年齢構成が違う、地理的な条件も違

うということで、大山町内、１６０数集落ありますけれども、その中で当然この先近い

将来にそういった集落の機能が維持できないような集落があるというふうには認識をし

ております。まさにそこに地域自主組織の活動のかかわりが出てくるのかなというふう

に思いますし、今想定されている地域自主組織の活動以外にもですね、さまざまな集落

からのこういう活動ができなくなっているという要望や、行政としてこういう活動をし

てほしいというような声を上げながら、地域自主組織の機能の充実を図ることで、両者

がうまく回るようにしていきたいと思っております。

○議員（７番 米本 隆記君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、米本議員。

○議員（７番 米本 隆記君） はい。いろいろとね、あの、そういった集落もあるとい

うことは認識を持っていただいてですね、そこにもやっぱり手厚い、何ていいますか、

援助といいますか、指導をやっぱり行政のほうからもすることが必要じゃないかなと思

います。これを地域自主組織だけに任せとってもなかなか解決しない面もありますので、

そこのところはしっかりとお願いしたいと思います。

実はですね、あの、地域自主組織につきましてもう１点、大きな問題があると思いま

す。これはですね、赤井室長が言われとった話をさせていただくんですけども、立ち上

げはみやすいと、ある程度できると、ただ、それを運営を継続していくことが大変難し

－３６－



いということを言っておられました。といいますのは、行政というのはやはり立ち上げ

支援は必ず必要であります。何年かは立ち上げ支援をしていく必要がありますが、それ

以降につきましては、やはりそこで自主財源を持ちながら運営していくというのが念頭

にあると思います。根底にあると思います。そういったことをやるためには、やはりそ

この運営をされる方々がどういった考え方でそれに取り組まれるかということも必要に

なってくると思います。補助金ありきでやっていくと、どうしても、今年度ですか、当

初予算で６００万ほど、７００万弱ですか、ぐらいかかっておりますけども、やは

りそこにやはり問題点が出てくるんじゃないかなというふうに思っております。やはり

そこが、最初も言いましたけど、目的がどこに目指すのかという部分になってくるとこ

ろになると思いますので、ただ、補助金ありきでそれをやるということでしたら、本当

にそれはちょっと目的が違うでないかな。もとに戻りますけど、私はそういうふうに考

えております。

ですから、話を聞きますと、やはり自主財源を求めながらやっていくという考え方の

方も中にはおられます。それをやはり町が、さっき町長も言われました福祉的なところ

ですね、町と行政との間をとるような、何ていいますか、すき間を埋めるようなサービ

スを請け負っていくというようなところもあるかというふうに思っておりますし、行政

のやる今の要支援を受けるということもあるかと思います。ですからそういったところ

を考えながら進めていくということになりますと、やはり、その、ただ単に、その、行

政として地域自主組織をどんどんどんどん広げていって、こういうことをやってくださ

い、こういうことをやってください、まあこういうことをやったらいいですよじゃなく

て、どういうふうに進めていかれたら、それに対して、何ていいますかね、補助なりな

んなりを、委託料を払っていって、自主運営ができるかというところを結びつけなけれ

ばいけないというふうに思っておるんですが、その辺について、町長はどういったこと

をお考えでしょうか。先ほどは福祉関係というのを言われましたけども、ほかに行政か

ら例えばそういった自主組織にお願いできるというところがありましたら、どういった

ものがあるかということを答えていただきたいなというふうに思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。地域自主組織の自主財源をどうするかというような御質

問がありました。それをどう進めるのか。

確かに自主、地域自主組織をつくった当初は、数年後には補助金を減らして、補助金

がなくても運営できるようにというようなところで進めてきたのかなというふうに思っ

ておりますけれども、現状としては、なかなか、今、補助金がない状態で運営するのは

厳しいのかなというふうに思いますが、自主財源の確保としましては、やはり行政側か

らこういう仕事があります、こういう仕事を地域でやっていただきたいというようなも

のを提示しながら、これも無理にやってくださいというふうにすれば押しつけになりま
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すので、こういうことであれば事業委託なりができますよというものは、積極的に各課

から提示してもらって提案をしていきます。地域自主組織のほうからも、こういうこと

はできないかという声を上げていただければ、そういうものは検討していきたいなとい

うふうに思っております。以上です。

○議員（７番 米本 隆記君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、米本議員。

○議員（７番 米本 隆記君） はい。時間も余り……。地域自主組織についてですね、

私はさっき言いましたけども、あの、まあ、集落の中で、あの、もう１回繰り返します

けど、集落の中で本当に、何ていいますか、自治会、自治、集落の中で自治会が維持で

きなくなるということを、まずそういうとこもあるということ、それを助け合うという

ことですね、これをまあしてもらわないけん。それから、そのためにいろいろな自主財

源をどう確保しながらやっていくかということも必要になってくるというふうに思いま

すので、あの、これは押しつけ、自主組織に押しつけでしてくださいというわけではあ

りませんので、そういったものがあるので、やはりいろいろとそれを検討しながら前に

進めてもらいたいというのがありますから、まあきょうのところはその辺のところでや

めておきます。また詳細につきましては後日させていただきたいと思います。

それでは、済みません、３問目、鳥獣被害にどう対処していくかということについて

お尋ねしたいと思います。

近年ですね、農産物に鳥獣被害がすごくふえております。特に、今、イノシシの発生

が多くなっておりますし、鹿につきましても割と里部のほうにまでおりてきております。

しかしですね、農家の被害対策には限度があります。今、町のほうでは、何ていいます

か、電気柵とか、ワイヤメッシュ、いろいろと補助をいただいておりますけど、ワイヤ

メッシュのように全体的に覆うとこ、覆えるところはいいんですけども、道路が混在し

ているところはこれを使えませんので、まあ電気柵になるかと思います。しかし、電気

柵にしても、一軒一軒がそれを持っていても、何ていいますかね、効率悪いですし、費

用が高くなる。かといってそれを全部まとめて一つくくりにしても、誰が管理するかと

いういろいろな問題が出てくる。となってくると、各農家がですね、個人個人でなかな

かそれを防止するというのは限度があるというふうに思います。やはり農産物の被害減

少についてですね、行政はこれに寄与することが務めだというふうに思いますが、この

体制をどういうふうに講じる考えがあるのか、町長にお伺いしたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 米本議員の３つ目の質問、鳥獣被害対策をどう講じていくのか

にお答えします。

昨年度の町内の鳥獣による農作物の被害は、報告のあったものが水稲を中心に約１５

０万円、被害報告がなかったものを含めますとこれ以上の被害が推測されます。
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対策としまして、先ほど米本議員も質問の中で触れられましたけれども、これまで実

施してきておりました猟友会への駆除委託や有害鳥獣の捕獲に係る奨励金の交付、電気

柵等の侵入防止柵設置に係る支援、または狩猟免許の新規取得や更新経費に対する補助

を継続していきます。

また、新たな取り組みとしまして、イノシシ肉の特産品化を進めるため、現在、大山

ジビエ振興会と加工処理施設の整備に向けて協議を進めているところです。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（７番 米本 隆記君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、米本議員。

○議員（７番 米本 隆記君） 私も一つ、あの、農家ですので、やはり、その、農家か

ら思うことはですね、その、有害鳥獣というのはやはりつかまえていただくことが一番、

そしていなくなるのが一番のベストの状態です。いなくなれば被害がなくなるわけです

から。やはりそれにはですね、やっぱり、その、先ほど答弁書にもありましたけども、

猟友会とか、そういうところの協力をいただきながら一つ一つ進めていくことが大事か

というふうに思っております。

また、まあ、これはですね、私の集落のちょっとことになるんですけど、私の、は上

坪東なんですが、その集落の上手約四、五百メートルに高規格道路が通っております。

高規格道路が、まあ、あの、何ですかね、上を走ってまして、前の農道はボックスとい

いますか、下側にトンネルみたいなものを設置して、そこを通過、通るようになってい

るんですけど、いいことに、イノシシはそのボックスの中をまだよう通ってきませんの

で、それから下に被害はありません。まだ少ないといいますか、ないという状況です。

ところが高規格から上手になりますと、集落から四、五百メートル上ですよ、そこから

上手は昨年もすごい被害が出たんです。まずスイカ、それからサツマイモ、それからカ

ボチャ、こういったものは全部悪さされます。中にはブロッコリーをかじっているのも

あります。ですから、あの、本当にもう集落の近くまで来とるということはもう目に見

えているんです。これがいつ下がってくるのか。また、小竹集落では高規格の下を潜っ

て、高規格の下までおりているというのを聞いておりますから、そういったところも本

当に被害が拡大してくるという可能性もあるので、逆にイノシシがそういったところを

今度は逆にボックスを通らなくて回って被害拡大ということは必ず出てくるというふう

に思っております。

ですから、この猟友会とか、そういったところとは綿密に連絡をとりながら、とにか

く猟友会のメンバーといいますか、人数がふえてもらって、とる方がふえなければ減り

ませんので、その辺の施策、あの、例えば補助を出すからいいじゃなくて、何とかそれ

を、何ていいますかね、人数をふやすということにも着目していただきたいというふう

に思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

つかまえるのが一番、いなくなるのが一番ということもありましたが、確かにつかま

えて、農作物の被害がなくなるのはいいのかなと思いますが、全くいなくなるというの

は恐らく、あの、そういう感じの保護団体や、あの、生物多様性の観点からも全くいな

くなると困るわけで、やっぱり今の人間が生活を営んでいる地域になるべくいなくなれ

ばいいかなというような考えで進めていきたいなというふうに思っております。

そのために猟師の人数をふやしたほうがいいじゃないかということで、まさにそのと

おりかなというふうに思います。そのために、今、現状としましては、狩猟免許の新規

取得に対する補助等をしておりますけれども、それ以外の手法で猟師の方がふえるよう

なお考えがあれば御提言いただきたいなというふうに思っておりますし、こちらとして

も担当課等々と検討していきたいと思います。あるいは猟友会の方たちにもどういうふ

うにしたら猟師がふえるのかなというところをしっかりと議論しながらいい政策つくっ

ていきたいなというふうに思っております。

○議員（７番 米本 隆記君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、米本議員。

○議員（７番 米本 隆記君） はい。時間も大分なくなってきましたので、まあ、町長、

いろいろと、今回３問質問させていただきまして、いろいろと御答弁ありがとうござい

ました。これはちょっとひとり言で聞いていただきたいと思います。

実はですね、四半世紀前、２０数年前ですか、私はある野球クラブの、野球スポーツ

少年団の監督の下でコーチをしておりました。実はですね、そのときに私は３つの教え

を当時の子供たちに教えておりました。１つは、両親や家族、これに感謝しなさい。な

ぜか。その両親、子供、家族の方にグローブやバットを買ってもらうでしょう。送り迎

えしてもらうでしょう。まず感謝しなさい。２つ目にですね、一番大事ですけども、仲

間、一緒に試合をする仲間、これにも感謝しなさい。そしてもう１個、一番これが大切

になると思います。対戦相手、この人たちがいなければ試合も何もできませんよ。この

人たちがあるから、勝ち負けはあっても試合ができ、感謝できるでしょう。一生懸命ス

ポーツできるでしょうということを、まあ私は常、この３つを子供たちに教えてきまし

た。

そのときですね、やはり中でも一番私が印象に残っておるのがですね、ある少年がで

すね、ボールが顔に当たって泣きそうになったのを覚えております。でもそれは試合中

で、バットを投げながらそれを見て見ぬふりして、泣くのをこらえてファーストまで走

りました。私はその少年が大変立派に見えました。チームのために泣きたいのを我慢し

てファーストまで走りました。そして自分がアウトになったという、自分がアウトじゃ

ない。３塁ランナーがホームに入った途端に泣き崩れました。そういったことがありま

した。
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町長、覚えておられますか。私は今言ったことがこれからの大きな船を動かす原動力

になるかというふうに思っております。何か、町長、感じられたことがありましたら、

一言お願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

その話をされ、あの、始めた瞬間に、ああ、私のことだなというふうに思っておりま

したけれども、確かに私も小学校のときに野球のスポーツ少年団に入っておりまして、

米本議員がちょうどコーチをされていたときです。で、教えていただいたことも、今３

つおっしゃいましたが、覚えております。そのデッドボールが当たってというところの

記憶もすごく鮮明に覚えておりますし、若干今でもデッドボールが怖くてですね、あの、

ソフトボール大会もこの間高麗地区でありましたが、あの、打席に立つとちょっとデッ

ドボールを気にするようなところもあります。

米本議員がおっしゃりたいのは、その、もう忍耐力、我慢してでもやる、あるいは、

その、周りにそういう関係者、あるいは支えてくれる人がいれば、その人たちのことを

考えて最後まで頑張れというようなことだろうというふうに思います。今の鳥獣被害対

策も含めまして、それ、前段の２つの選挙公約はどう実現するのか、あるいは、その、

地域自主組織のあるべき姿はどうなのかというところも今後も忍耐強く、よりよい答え、

よりよい政策が出るように頑張っていきたいと思います。

○議員（７番 米本 隆記君） 終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで米本議員の一般質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） ここで休憩をします。再開は１０時４０分とします。

午前１０時３０分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（杉谷 洋一君） 再開します。

次に、３番、門脇輝明議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） どうぞ。

○議員（３番 門脇 輝明君） 門脇輝明でございます。このたび初めて質問をさせてい

ただきます。何分初めてのことですので、以前のことも全然わかっておりません。よろ

しく御答弁のほうをお願いをしたいと思います。

今回、あの、先ほどもお話があったんですけども、不祥事等がありまして、それでコ

ンプライアンスのことについて、その確立、向上の取り組みについて質問をさせていた

だきます。町長、初めてですので、よろしくお願いいたします。
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町長は、町政の変革を掲げて当選されました。先日の所信表明におきましても、行政、

行財政改革を初めとする諸施策とともに、不適切な事務処理問題についても早期の原因

究明に取り組むと表明されました。選挙において町長の交代とともに、町民の皆様から

私たち新人議員に多くの御支持をいただいたのは、町政の新しい流れをつくり、失墜し

た信頼を一日も早く回復してほしいとの切実な思いからであると感じております。その

意味では、町長を初めとする町民、町職員も私たち議員も同じ方向を向いて努力すべき

同士ではないかと、このように考えております。信頼回復のためには、新しい改革の動

きとともに、行政処理の基本として決められたことをきちんと守り、なすべきことをな

すというコンプライアンスの確立、向上についても車の両輪のように取り組むことが大

切であると考えております。

そこで、初めて議員になりまして、私が気にかかった事項について、現状の確認と今

後の取り組みについてお伺いをしていきたいと思います。

まず、大山町資金管理及び運営に関する方針の起案書をいただきました。これを一見

したときに、２つの点で違和感を覚えました。１つは決裁、施行の手順、２つ目は方針

の内容でございます。

まず、決裁、施行の手順について、４ページにもわたり、内容をしっかりと精査、検

討しなければならない事案でございますけれども、起案の日から多忙な会計管理者、総

務課長、町長が目を通した上で、その翌日に決裁され、即日施行をされております。さ

らに、重要な文書でありながら、保存年限が１年と、こういうふうになっているなど、

きちんとした確認がなされ、手順がとられているのかなと、こういうふうに疑問に思い

ました。

起案文書は電磁的方法により処理されているようですけれども、電磁的方法による文

書処理の運用はいつから始められたのでしょうか。

そして、文書管理規程には、電磁的方法による処理のための規定は別に作成するとい

うふうになっておりますけれども、この規定は作成してございますでしょうか。私が町

のホームページ等で調べたときには載っていなかったものですから、お伺いしておりま

す。

行政事務の、は、皆様、町民の皆様へきちんとした説明をするためにも、決められた

方法で文書により進められることが基本でございます。規定の不備により職員の皆様が

作成しておられる文書が不完全なものになるとされる可能性がもしあるとしたら、これ

は大変なことになるのではないかと非常に心配をしておりました。

次に、大山町資金管理及び運用に関する方針の内容ですが、これを読んでいくと、管

理者が保管している全ての資金について、従来から行っていた普通預金、現金から普通

預金、普通預金から定期預金への保管がえを変えるのと同じように、債券へと保管がえ

を変えるだけのことというふうな前提に立ってその方法を示す必要があるとして、この

方針が策定されているように感じました。
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しかし、大事なことですけども、証券、証券というのは商品でございます。したがっ

て、管理、基金の管理、運用や債券の購入事務は財務規則の定めによって処理していく

べきであると思います。そうしていけば問題は何もないわけでございます。一つのボタ

ンのかけ違い、商品として債券を捉えていたのかいなかったのかというところによって、

さまざまな影響が出ることになります。そういう意味で、監査で取り上げるべき内容か

もしれませんけれども、現状について幾つかお伺いしたいと思います。

基金の管理については、財務規則に定められております基金管理簿によって行うこと

になっておりますけれども、これは行われておりますでしょうか。

そして基金の運用は、財務規則にこれも定められております基金運用決議書によって

決裁することになっておりますけれども、これも行われておりますでしょうか。

債券の購入事務は、分掌上の権限と責任を明示されている職員が担当し、処理された

でしょうか。参考にさせていただいた事務分掌によりますと、債権の管理というのは総

務課の担当になっておりました。その辺の関係を教えていただきたいと思います。

債券の売買に当たり、証券会社に決済口座を開設する必要があるとされておりますけ

れども、この口座開設の決裁はどのように行われましたでしょうか。また、口座開設の

申込書の控えはございますか。

続いて、先ほど申しましたけども、債券は商品でございます。債券の申し込みは、購

入の申し込みは売買契約の申し込みに該当いたします。５００万円以上の契約は町長の

専決事項でございます。町長が決裁する必要があると思いますけども、これは行われた

でしょうか。

次に、債権の運用状況についてお伺いをいたします。

証券が、証券会社が発行した債券の取引に関する報告書の調査を依頼いたしましたけ

れども、平成２８年４月６日購入、翌日４月７日売却の利付国債の、に関するもの、そ

して６月２０日購入、翌日２１日売却の利付国債に関するもの及び利息の支払いに関す

るものはいただけませんでした。翌日、購入の翌日に売り払った経緯も含めて、理由が

ありましたら教えていただきたいと思います。

また、大山町資金管理及び運用に関する方針が施行される以前の債券による運用につ

いて、決裁に必要な書類はこれだということで、基金及び定期預金運用表をいただきま

したけれども、これだけでよかったのでしょうかというふうにちょっと疑問がございま

す。

次に、会計管理者の職務についてお伺いをいたします。

会計管理者の職務については、地方自治法及び大山町行政組織規則に具体的な例が示

されております。簡単に要約しますと、会計管理者の仕事は、出納、保管、記録管理、

確認、そして決算の調製でございます。そして有価証券や物品の取得、支出負担行為な

ど行政の意思決定を主導する義務は含まれておりません。大山町資金管理及び運用に関

する方針において、管理、会計管理者が行うとしている職務は、地方自治法等で定めら
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れたこの職務の範囲を超えていると思いますが、その根拠を教えていただきたいと思い

ます。

また、決算の調製というのは、先ほどもあったとおり、会計管理者の職務でございま

す。その中に、財産に関する調書というのを見せていただきましたけれども、この様式

がこの規則に定められている様式と違っておりました。これは確認をされたでしょうか。

前例踏襲ということではなく、一つ一つ確実に行っていく姿勢が大切だと思いますので、

お伺いをいたします。

監査委員にお伺いをいたします。決算監査において、どんな企業や団体にあっても、

銀行預金口座、証券会社の現金口座等の残高と調書の金額を照合するのが一番最初だと

思いますけれども、本町の決算におきましては、照合は行われましたでしょうか。

次に、町長の事務引き継ぎについてお伺いをいたします。

事務引き継ぎ書がつくられておりますけれども、この引き継ぎ書は単なる申し送りで

はなく、前任者が行っていた全ての業務について、関係する権利、義務、そして責任を

引き継ぐ非常に重要な文書だと考えております。これに添付されている現金出納表の記

載について、債券等の額が、現金欄ではなく、運用欄に記載すべきだと思いますけれど

も、何らかの説明は受けられたのでしょうか、お伺いをいたします。

次に、今後の対応についてお伺いをいたします。

債券の購入に関して、事後報告書と始末書が町長に提出されているということですけ

れども、町長の責任を含めて、今後、こうした場合に町長が行う処分あるいは判断の基

準があればお伺いをいたしたいと思います。

次に、大山町資金管理及び運用に関する方針の今後の取り扱いについてお伺いをいた

します。

この方針は、質問させていただいたとおり、多くの問題を含んでいる上に、その目的

とする適正な資金管理は、財務規則等の定めにより行えば何も問題ないと思いますけれ

ども、そういった意味から私は廃止すべきであると思いますが、町長のお考えを伺いま

す。

コンプライアンスの確立、向上に係る具体的な取り組みについてお伺いをしたいと思

います。

不祥事というのは、いつでも、どこでも起こり得る可能性がございます。これを防ぐ

ために、地方自治体においてもコンプライアンスに関する条例や行動指針を制定し、努

力を積み重ねております。本町においても今回の不祥事を契機に、けじめとなる指針を

定め、再発防止の決意を町民の皆様にお示しすることが必要だと思います。県や他の自

治体を参考に、本町のコンプライアンス行動指針を策定してはどうでしょうか。町長の

お考えをお伺いします。

役場の業務につきましては、毎年、監査委員が監査を実施し、議会は決算の審査を行

い、承認をしてきております。その意味では、これまでの不祥事に係る担当者の責任は
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当然でございますが、私たち議会を初め、町長や監査委員の町民の皆様に対して応分の

責任を負わなければなりません。特に不祥事の芽を摘むという面では、監査は非常に重

要でございます。本町の監査体制は、代表監査委員１名、議会選出の監査委員１名、議

会事務局が監査委員事務局を兼ねているということですが、十分にその機能を発揮して

いるとは言えないと思います。独立し、充実した監査を実施するために、監査委員事務

局に会計事務に精通した専任の職員を配置して、配置をしてはいかがでしょうか、お伺

いをいたします。

最後に、これまでの質問で明らかに大山町職員服務規程第３条に違反すると私が思う

この事項などを取り上げましたけれども、このことを踏まえ、コンプライアンスについ

て、町長のお考えを伺いたいと思います。以上でございます。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） 門脇議員の御質問にお答えをします。

門脇議員さんも元県職員だったということで、会計あるいは事務手続につきましてと

てもベテランであります。私が答えるところで不十分なところがありましたら、ぜひと

も御指摘をいただきたいなというふうに思っております。

それでは、コンプライアンスの現状の確認と今後の取り組みについてお答えをさせて

いただきたいと思います。

まず１点目、電磁的方法による文書処理の運用開始はいつからかということですが、

大山町文書管理規程を平成１８年４月１日から運用を開始しております。

２点目、文書管理規程第３７条に基づく電磁的方法による処理のための規定は作成し

たかということですが、大山町文書管理システムの取り扱いに関する要綱を平成１８年

４月１日に作成、策定し、あわせまして、大山町文書管理システムの運用及び電子文書

取り扱いに関する手続も策定し、運用を行ってまいりましたが、わかりづらいため、こ

のほど改正を行いました。

３点目、改正前の財務規則に基づく基金管理簿は、新町発足後作成しておりませんが、

他の様式で同内容のもので管理をしております。

４点目、改正前の財務規則に基づく基金運用決議書による決裁は受けておりませんが、

他の方法で決裁を受けております。

５点目、債券の購入事務について、事務分掌上の権限と責任を明示されている職員の

規定はありません。

６点目、証券会社の口座開設は決裁の必要がないため、文書による決裁は受けており

ません。

７点目、債券購入の申し込みについて、方針ができる以前は包括的に口頭で副町長の

決裁を受けており、方針ができた以降は決裁を受ける必要がなかったため、文書による

決裁は受けておりません。
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８点目、御質問の２件については、調査依頼が保有する債券の現状把握のためという

内容に合致しないために提出しておりません。

９点目、基金運用について、御指定の期間中の債券を含め、預金と債券による運用の

伺いをして決裁を受けたものです。資金運用ですので、契約、支出命令はありません。

１０点目、議員御指摘の自治法の定めが特定できませんが、町の決定した方針に基づ

きその運用をすることは、法の範囲内であると理解しております。

１１点目、決算書に添付する財産に関する調書の様式は、地方自治法施行規則を確認

したものかということですが、地方自治法施行令において、基準としなければならない

となっており、おおむね規則に従って作成しておりますが、同じ表を重複作成すること

となり、一部簡略している部分もございます。

１２点目の御質問には監査委員さんよりこの後お答えいただきます。

１３点目、現金出納表の基金合計欄の差し引き残額欄の数字に間違いはありません。

次に、今後の対応についてですが、１点目、事故報告書と始末書については、提出の

時点でそれらが完結したものであると認識しております。

２点目、効率的かつ適正に運用するために必要なルールでありますから、この間の御

指摘も踏まえ、一部を改正しております。

３点目、鳥取県に倣って職員コンプライアンス行動指針を策定してはどうかというこ

とですが、大山町職員コンプライアンス行動指針として、「私たちの行動基準」を平成

２０年７月に策定しております。

４点目、監査体制充実のため、監査委員事務局に専任職員を配置してはどうかという

ことですが、事務局は現状で十分に機能していると考えております。

まとめとしまして、昨年の秋以降、職員の不祥事、刑事事件と、そのことに対する大

山町役場としての真相解明、再発防止の取り組みの不十分さと責任のとり方の曖昧さな

どが明らかになってきていました。これらのことは、大山町役場の組織の風通しがよく

なく、好きに物が言えない風土だったのではないかと思っております。そのことの改善

によって、職員コンプライアンスの確立に改めて取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

以上で答弁とさせていただきます。

○代表監査委員（石黒 澄男君） 議長、監査委員。

○議長（杉谷 洋一君） 石黒澄男代表監査委員。

○代表監査委員（石黒 澄男君） コンプライアンスの確立、向上の取り組みについての

質問のうち、１２番の決算審査において銀行預金口座、証券会社の現金口座の残高と調

書の金額を照合したかとの御質問につきまして、監査委員よりお答えいたします。

御指摘の銀行預金口座につきましては、毎月行っております例月現金出納検査にて調

書との照合を行っておりますが、証券会社の現金口座につきましては、その存在も確認

しておりませんので、行っておりません。
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ただ、基金の残高につきましては、これも例月現金出納検査において、毎月末日現在

の調書を確認しているところでございます。

したがいまして、決算審査としての特別の審査を行っているわけではないのが現状で

ございます。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） はい。ありがとうございました。

電磁的処理のための規定がきちんと作成されているということで、非常に安心をいた

しました。できるならばホームページ等でその資料等も公開をしていただければなと考

えておりますので、御検討をお願いをしたいと思います。

基金管理簿につきましては、そういった形ではつくってないということでございます

けれども、他の様式で同内容の管理をしているという内容でございましたけれども、そ

ういったことであれば、条例なり規則なりを改正して、きちんと対応すべきではないか

と私は思いますけども、町長、いかがでしょうか。

その次の運用決議書についても同じことが言えると思います。

債券の購入事務について、事務分掌上の権限と責任を明示されている職員はいないと

いうことでございますけれども、分掌表に載っておりますそれら債権の管理というのを

総務課長に与えているのはどういった意味なのでございましょうか。説明をお願いをし

たいと思います。管理というのは、それを維持し、よりよく発展、効率的によくするた

めに行う行為というのを管理というふうに認識をしております。

それから、証券会社の口座開設は決裁が必要ないということでございますけれども、

ちょっとこれも、あの、どうなのかなと思います。普通預金口座を開設するときには、

当然身分証明みたいなものをつくって、それで本人確認をして、きちんと出すわけです。

そして当然普通預金でも定期預金でも町長なり、あるいは会計責任者印を責任者として

押して出すわけです。そういったことに対して決裁は必要ないと、こういうふうに言わ

れるのは、ちょっと私としては納得ができないところですけども、その辺、どういう意

味で決裁が必要ないのかという、その根拠がありましたら教えていただきたいと思いま

す。

調査依頼に関して提出してなかったというのは、その内容が合致しなかったというこ

とですので、改めてその状況を教えていただくための資料を提出いただければと思いま

す。

そして、先ほどの質問の中で、購入した翌日に売却したということについては、まだ

お答えをいただいておりませんので、その部分についてもお答えをいただければと思い

ます。

自治法の定めにつきましては、先ほどお話ししたとおりでございます。会計管理者と、

それから町長以下、そういう執行の部分とは、きちんと明確に分かれて、分けて、お互
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いのチェック機能を果たすというのが自治法の精神であると思っております。そういっ

た部分でこれは規則に定められた職務を超えているのでないかという質問をさせていた

だいたわけですけども、再度そこの御答弁をいただきたいと思います。

その趣旨にのっとったやっぱり何でも命令すれば仕事をさせていいんだということよ

りも、やっぱりその法にのっとった趣旨を体現して職務命令等もなすべきだと考えてお

ります。よろしく御答弁をお願いします。

決算に関する財産に関する調書の様式でございますけれども、これは、あの、ないも

のを削除しているということですけれども、ないものについてもこれは記載すべきであ

ると思います。なぜならば、要するにこれはあったのかなかったのか、調べてもなかっ

たのか、あるいは全然調べなかったのかというところで全然違うことになりますので、

これはぜひとも必要な部分については掲載をしていただいて、なければ該当なしという

ことで１行書いていただければ済むはずですので、よろしくお願いをしたいと思います。

監査委員さんにつきましては、決算のときには、あの、残高証明書というものを残し

ておくべきだと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。月例のそういう検査で十

分足りるんだということで御答弁をいただいたんですけれども、ほかの団体の監査を私

もちょっとさせていただくことがありまして、一々その辺の残高証明書でもって説明を

いただいているということがございます。よろしくお願いしたいと思います。

それから、１３点目の現金出納表の合計残高の数字に間違いないということでござい

ますけれども、最終的な数字は、合計数字は確かに合っているんだろうと思いますけど

も、内訳の現金、そして運用という欄がございますけれども、何のためにあるのかなと、

現金は現金、そして普通預金でなしに、定期預金とか、そしてあるいは債券とかという

ものがきちんとわかるように、それを書くためにあるのではないかなと思ったものです

から、そういうふうな質問をさせていただきました。その辺の御見解を伺いたいと思い

ます。

事後報告書、始末書につきましては、当然出されたときにはそれなりの対応をされま

すし、この今回の件につきましては、既に前のことですので、それは完結しているとい

うことでございますけれども、質問の趣旨としては、今後どのように対応していくのか

ということでございますので、通常そういうものが出てきましたら、その内容を十分に

吟味して、そして各担当者なり、その方に責任があるのかないのかということを明確に

して、本人さんにこれは大丈夫ですよ、あるいはこれだけの責任がありますよというふ

うにお知らせするのが通常ではないかと思っております。そういう意味で、そういった

ときのこれを通した、この辺の処分が下るんだよということまで含めて、行動指針、あ

るいはそういった中に示すべきではないかなという思いを込めて質問をさせていただい

ております。

運用方針につきましては、先ほど改訂版ということで、これは案でしょうか。案です

ね。これはいただきましたけれども、この内容をまだしっかりよく読んでおりませんけ
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れども、読む前の段階のことで指摘をさせていただきたいと思っております。

先ほど多くの問題を含んでいると申し上げましたけれども、主な点を、私の感じる主

な点を上げさせていただきますと、まず、あの、資金運用に関する協議でございますけ

れども、資金運用の権限はあくまでも私は町長にあると思っております。したがって、

その、どうするかという主宰を会計管理者が主宰すべきではないのではないかというふ

うに思っております。

それから、管理の権限及び責任につきましても、管理権限はあくまでも町長にあるの

ではないかということで、会計管理者につきましては、先ほど管理者の職務ということ

でお話をしましたけれども、あくまでも保管の責任を有するのみではないかと、したが

って、その資金の管理権限を会計管理者に与えるということは、地方自治法と違反して

いるのではないかなというふうに感じております。

取引方法についてですけれども、有価証券の売買ということでございますので、先ほ

ど申し上げましたとおり、財務会計規則にのっとって行わなければならないのではない

かというふうに考えております。この辺の御判断はいかがでしょうか。

運用方針について、一括運用する必要性、これを個々の基金について明確にしないま

ま実施するということは、各基金に関する条例について誤っているんじゃないかなと、

条例の規則にのっとっていないではないかなというふうに感じております。

そして、売却損失の処理方法でございますけれども、公会計で、公の会計でございま

すので、損失は損失、収益は収益として明確に処理すべきであると思っております。決

算を紛らわしくさせるような、そういう処理をして、町民に納得していただけることは

ないと思っております。これらのことを踏まえて、資金管理及び運用に関する方針の廃

止しない理由というのを教えていただければと思います。

行動指針については、平成２０年に策定してあるということでございますけれども、

この指針の運用について、どうなっているのかなということを教えていただきたいと思

います。多分、この指針については、研修を、コンプライアンスに関する研修をしっか

りしなさいとか、それから、事例をしっかり研修、検討して、再発防止に努めましょう

とかというようなことが書いてあると思います。そのあたりの状況、そして適用につい

て教えていただければと思います。

監査委員の体制の充実について、監査委員の今の体制で十分だという御答弁でござい

ましたけれども、特別監査委員さんがおっしゃったことには、時間的な制約があって、

なかなか、あの、最終的に追及することができなかったというふうな報告も一部見せて

いただきました。そういった意味では、あの、時間的な制約を外すためにも増員は必要

ではないか、何らかの形で増員が必要ではないかというふうに感じております。

あと、町長のしっかりしたリーダーシップでこのコンプライアンスがしっかり守られ

ていきますように、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。たくさん質問がありましたので、わかるところだけ
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で、あとはまた再度質問してください。

○町長（竹口 大紀君） はい。たくさん質問いただきましたが、全てお答えしていきた

いと思います。

まず１つ目、要綱に関して、ホームページで公開してはどうかということですが、あ

の、法的に問題ないようでしたら、あの、公開も考えていきたいと思っておりますし、

今まで、その、要綱で隠れていてわからない部分に関しましては、その、第３７条の要

綱という形で定めておりましたが、それがわかりにくいということで、今回は新しく第

３０条に原本性の確認ですとかをうたっております。細かいところも必要であるという

ことであれば公開も考えていきたいなというふうに思っております。

それから、資金管理簿あるいは運用決議書の部分ですが、規則の改正をすべきという

ことですが、確かに、その、運用と規則の改正がずれはありましたけれども、これ、今、

不適切だなと思いまして、私の就任以降に改正を行っております。

それから、分掌の明記に関して、債権の管理が総務課長になっているということです

けれども、御指摘の趣旨としましては、債券、例えばその購入する側とそれをオーケー

する側と、その、購入の事務とそれを許可する側の体制が同一人物になっているのがよ

くないんじゃないのかなというような意図かと思いますけれども、確かにおっしゃると

おりで、そういったところは二重チェックになるように、運用の方針等も改正しており

ますので、そのように運用していきたいと思っております。

そして決裁の必要がないというところの御指摘がありました。確かに決裁の必要がな

いような事務処理、あります。その重要度に応じて、どのところまでが決裁をするのか

というのが、あの、違いますので、それによって決裁の必要がない事務処理というのは

あるのかなというふうに思います。

それから、以前資料請求された際に提出がなかった部分に関しての改めての請求とい

うことに関しては、請求をしていただければ、請求をいただいた資料は提出をしていき

たいと思っております。

そして、購入の翌日に債券売却している理由ですが、これ、あの、直接確認をしてお

りませんが、恐らく売却益が見込めないと売却はしていないのかなというふうに思いま

すので、もし、あの、違っていて補足があれば、担当から説明をさせていただきます。

次に、自治法にのっとった仕事をしていかないといけないんじゃないかというところ

ですけれども、あの、確かに、その、法律に完全に縛られて、全く、こう、いわゆるお

役所仕事的なことになるのがいいのか、あるいは、その、まあ、命令に従わずに仕事す

るのがいいのか、いろいろあるかと思いますが、基本的には自治法を遵守しながら、そ

れでもやはり仕事をする上でそういうことはおかしいんじゃないのかなというところで

あれば、法の範囲内で適正に仕事をしていくことは必要だと思っております。

それから、債券売却したものの掲載がないということでしたけれども、これも先ほど

お答えしたとおりの調査依頼が保有する債券の把握状況ということでしたので、保有し
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ておるものを出しておりまして、売却したものに関しては掲載がありませんでした。こ

れも追加の資料請求があれば提出をさせていただきたいと思います。

その次の質問は、合計額が合っているが、中身はというところだったんですけれども、

あの、中身に関してどの部分が、あの、不十分なのか、御指摘があればお答えをしたい

と思います。

次に、始末書の件ですけれども、始末書は基本的には、いろいろ検討した結果、始末

書を出してくださいというふうになるのであって、始末書が出た時点でその処分は完了

しているというふうに思っておりますし、そのほか職員さんに対してこのようなことを

したらこういう処分がされるよというのは、基準があるのかなというふうに思っており

ます。

次に、資金管理運用方針に関して、改正前のをもとに話をさせていただきますがとい

う門脇議員の御指摘だったんですけれども、門脇議員御指摘のとおり、やはり最終的な

判断は町長がすべきではないのかなというふうに私も思っておりまして、そのようにな

るように改正をしております。

次に、基金条例にのっとった債券運用になってないのではないかというところですけ

れども、その、どの基金条例のどの部分が適合していないのか、あるいは条例の運用方

針ではないところがあるのであれば、そこの部分を指摘していただきたいなというふう

に思います。

次に、資金管理運用方針に関して廃止していない理由ですけれども、これもやはり資

金管理運用方針をもとに職員さんは事務手続を進めていかないと、何にのっとって仕事

を進めていいかわかりにくい部分があると思います。職員さんが勝手に運用等をしない、

あるいは勝手に資金管理を自分の判断でしないようにするためにもこういった方針が必

要なのかなというふうに思っております。

次に、「私たちの行動指針」の運用に関しましてですけれども、これは毎朝、あの、

朝礼でそれぞれ職員さんが読み上げたりして落とし込みを図っているところであります

し、御指摘のありました研修等に関しましては、この６月定例会以降にも予定をしてお

りまして、コンプライアンスに関しての研修を今後も続けていきたいと思っております。

それから、監査体制ですけれども、時間的制約があって不十分だったんじゃないかと

いうような御指摘がありました。私も同じように思うところではあります。ただし、そ

の時間的制約があって監査が不十分になるというのは、あくまでもその事務量というよ

りは、監査する側の監査委員さんの体制、現在でいうと、その、代表監査が１名、議会

選出が１名という２名体制ですけれども、この体制が少な過ぎるというのであれば増員

等も考えていきますし、そのように御提案いただけたらと思います。以上です。

○代表監査委員（石黒 澄男君） 議長、監査委員。

○議長（杉谷 洋一君） 石黒監査委員。代表委員。

○代表監査委員（石黒 澄男君） 先ほどの説明がちょっと、あの、不十分だったかと思
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うので、もう１回説明させていただきます。

こういったですね、あの、収支日計表、これが町がつくっているものです。毎月です

ね、あの、指定金融機関であります鳥取銀行の名和支店から、収支日計表という表題な

んですけども、まあ、毎月末の残高証明になります。これをですね、あの、例えば５月

末のこの照合につきましては、昨日の、ええと、６月２１日に、あの、銀行の残高証明

と町の収支日計表でやっておりますので、これをまた、あの、決算審査のときにですね、

やるにしても、同じ資料で同じことをやるということになりますので、そこまで必要な

のかなと思います。ただ、どうしても必要だということがありましたらですね、また協

議させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（杉谷 洋一君） はい、門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） はい。丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうござい

ました。

先ほどの話の中で、いわゆる債券が商品であり、財務規則にのっとった売買をすべき

ではないかなというお話をさせていただいたんですけれども、それについては明確な御

答弁がなかったように思いますので、いただきたいと思います。

それから、資金管理及び運用の方針、新しいものをざっとさっき見ましたけれども、

先ほど私が質問した売買損益、損失の処理方法につきましては、以前と変わっていない

ようでございます。こういった紛らわしい会計処理をすることは、町民の皆様にとって

本当に正しいのか、町長のお考えを伺いたいと思います。

それから、何だったかいな。初めてですので、緊張しておりますので、すぐうっかり

しますけれども、とりあえずお願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

債券が商品なので、財務規則にのっとった運用が必要ではないかという御指摘ですけ

れども、あの、やはり債券運用や資金管理、あるいは基金の管理全般にしましても、あ

の、議員の皆様はもとより、住民の皆様に対して、あの、不安がないように、あの、明

確な運用をしていく必要があるのかなというふうに思っております。あわせまして、そ

の、紛らわしい会計処理があるということですけれども、その点に関しましても、特に、

その、会計というのはわかりにくいものであると思いますので、よりわかりやすい方法

で処理をさせていただいて、住民さんにも議員の皆さんにもより理解をいただけるよう

な方法を示していきたいなというふうに思っております。以上です。

○議員（３番 門脇 輝明君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） はい、門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） 先ほども重複した質問になるかとは思いますけれども、

いわゆる契約、売買契約ということですね。契約につきましては、５００万円以上は町
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長の決裁が必要というふうに明確に規則に書いてございます。契約の範囲というのはそ

ういった証券に、債券につきましては当てはまらないというふうにお考えなのでしょう

か。私は全て入っているんじゃないかなと思っておりますけれども。

○議長（杉谷 洋一君） 質問ですか。

○議員（３番 門脇 輝明君） はい。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

売買契約に関して、５００万以上はまあ町長の決裁が必要ということで、そのとおり

だと思いますし、その、債券や、あるいは定期預金に関しても、その、金額がかなり大

きいところではあります。ですので運用方針等を変えまして、私の、その、町長の目の

届くような運用にしていきたいというふうに思っております。

○議員（３番 門脇 輝明君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） はい、門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） いい方向に動いていただければと思いますし、町民の皆

様もそういった形で透明性を高めて、よくわかるような経理にしていただきたいという

ふうに思っていらっしゃると思いますので、議会ともどもしっかりそういった形で取り

組んでいきたいと思います。

最後に、あの、研修等ですけれども、事例、あの、コンプライアンスの行動の規則に、

事例集とか、こういったものはいけませんよとかというものをやっぱり上げていって、

しっかり、あの、お互いに情報を共有しながら、こういったことはいけない、いいんだ

ということを日々の事務の中でしっかり取り組んでいただければと思います。

ちょっと時間は余りますけども、私の質問は……。

○議長（杉谷 洋一君） 今、町長へ質問でしょう。

○議員（３番 門脇 輝明君） あ……。

○議長（杉谷 洋一君） じゃあ、町長、答弁お願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。お答えします。

事例なんかも載せて話し合いをしたらいいんじゃないかということで、もうまさにそ

のとおりだなというふうに思います。既に、あの、定めております「私たちの行動基

準」の中にも事例等も載せておりますし、また、あの、新しい事例等々も職員それぞれ

の中で共有して、コンプライアンスの遵守に努めるように頑張っていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

○議員（３番 門脇 輝明君） ありがとうございました。以上で質問を終わらせていた

だきます。

○議長（杉谷 洋一君） これで門脇輝明議員の一般質問を終わります。
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○議長（杉谷 洋一君） 次に、１番、森本貴之議員の一般質問、お願いします。

○議員（１番 森本 貴之君） 森本貴之です。よろしくお願いします。私も今回初めて

の一般質問となります。ちょっとお聞き苦しいところもあるかと思いますが、よろしく

お願いします。

まず、通告に従って、２問質問させていただきます。

まず、１点目に、高麗の体育館の老朽化対策について質問いたします。

私の出身も高麗地区でありまして、地元の皆さんからもこの高麗体育館の老朽化が心

配であるとの声を頻繁に耳にします。現在、町内外から数多くの利用者があり、にぎわ

いを感じる一方、施設の老朽化は否めません。

そこで、質問させていただきます。まず１点目に、施設の現在までの稼働年数と耐用

年数をお聞きしたいと思います。

２点目に、施設の現在までの利用者数の推移をお聞きしたいと思います。利用者数の

推移は、直近３年のところで構いませんので、よろしくお願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） 森本議員の御質問にお答えいたします。

高麗地区の代表でもありますし、若い世代の代表でもあるような森本議員ですので、

一番最初に高麗体育館のことが気になったのかなというふうに思っております。

高麗体育館の老朽化対策は、２点の御質問をいただきました。

まず、施設の現在の稼働年数と耐用年数についてお答えをします。

高麗体育館は、旧高麗小学校の体育館として建設されたもので、建設から約６３年が

経過しております。体育館の躯体に対しての物理的耐用年数は、建物の状況により異な

ると言われておりますが、建設から６３年を経た建物として、実質的に物理的耐用年数

の限界に来ているものと考えております。

次に、施設の利用者数の推移ですが、平成２６年度は延べ２３０人、平成２７年度

は延べ１７０人と６０人減少しております。平成２８年度は延べ８５８人となって

おり、平成２７年度に比べて３１２人の減少となっております。

以上と、以上で答弁とさせていただきます。

○議員（１番 森本 貴之君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） はい。建設されてから６３年をたっているということで、

非常に長い年月、地域コミュニティーを支えていっている施設であると思います。安全

性の問題に関しましても、耐用年数を、まあ、あの、まあ躯体によってさまざまという

答弁もありましたけども、耐用年数を過ぎれば、あの、構造体が倒れてしまうというわ

けではないと思いますが、やはり、あの、物の寿命をはかるときにはしっかりこういっ

たところも目を向けていかなければならない部分ではないかなと感じております。
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利用者に関しまして、利用者がこれだけの数ある中、やはり先ほど言ったように、利

用中の安全も心配であります。これまで部分補修はされてきているとは思いますが、現

状の体育館内は、天井に穴があいている箇所が数カ所あり、落下してくるのではないか

なという危険も見て受け取れる箇所が現在あります。実際に過去には利用中に天井の一

部が落ちてきたというお話も伺ったこともあります。そういった意味でも、部分補修と

いうところ以外にも老朽化対策がされておりましたらお聞きしたいなということと、あ

と、またですね、高麗地区には指定緊急避難場所としてこうれいコミュニティセンター

しか現在指定されておらないというふうに思いますけども、自然災害などのまあ有事の

ときに果たして避難住民の方をどれだけ受け入れられるのかなというところが不安でな

りません。

本町のホームページのほうに、避難所というところで、項目があるんですけども、ち

ょっと読ませていただきます。

指定緊急避難場所、指定避難場所、福祉避難場所についてですが、東日本大震災では、

避難場所の定義が明確ではなく、災害のおそれがある場合、その場の安全性にかかわら

ず、最寄りの避難所に避難して被災するということがあった。また、被災後、当面の避

難生活を送る場所も避難所と呼ばれており、避難行動をとる際の安全確保の観点から、

平成２５年６月に災害対策基本法が一部改正され、避難場所と避難所を明確に区分する

こととされたというふうにホームページにも出ております。

そういった面から、やはり高麗体育館、先ほども答弁にありましたが、６３年を経過

した建物であります。ということは、多分恐らく旧耐震基準の建物になっていると思う

んですが、その辺の耐震性も見直し、部分補修だけでは行き届かない。外壁のクラック

等もかなり入っているように思います。建てかえ等も視野に入れ、さらには若者とか、

そういうスポーツだけが集える場所ではなくて、幅広い世代が安心して利用できるよう

な体育館を避難所へ指定したりするなどのお考えはありませんでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えをします。

まず、耐用年数の件ですけれども、あの、耐用年数はなかなか一概に言えないという

のは、やはり、その、構造云々、使っている材料云々の話もありますし、その、これま

でどういうふうに修繕や維持管理されてきたか、あるいは、その、長寿命化に向けて維

持してきたかどうかなどによりまして変わってくるものと思いまして、一概にどうかと

は言えませんが、あの、まあ現場、現地を見ましても、あの、あるいは６３年経過して

いるというところを見ましても、耐用年数の限界に来ているような印象は受けておりま

す。

そして利用者の安全性の観点で、近年の修繕の状況ということですけれども、近年の

修繕の状況、毎年のように修繕、さまざましております。もし必要であれば、資料請求
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いただけたら、細かいところもお示しできるかなというふうに思いますが、これまでも

修繕はされてきております。

それから、避難所の話がありましたけれども、やはり、その、地域の拠点になるよう

なところに避難所があるのも大切ですし、あの、避難所もですね、あの、行政の運営サ

イドからすると、たくさんあるとなかなか管理やそこに配置する人員等々、いろいろ考

えるところはあると思いますけれども、あの、避難所が今現在適正なのかどうなのかも

含めまして、今後検討していきたいと思いますので、ぜひとも地域の御意見等あれば、

あの、お聞かせいただけたらと思います。以上です。

○議員（１番 森本 貴之君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） はい。やはり耐用年数に関しましても、あの、なかなか

一概には言えないのかなというところの答弁がございました。

ちょっと私が取り寄せた資料なんですけども、まあ年度は平成１５年度なんですけど

も、ここの部分に耐用年数３４年というふうにも書いてある資料をいただいているんで

すけども、このここに書いてある耐用年数３４年というのはどういった意味の３４年な

のかお聞きしたいのと、先ほども、その、地域の拠点である高麗地区に避難所がないと

いうのもやはり、あの、不安なところの一つでもありまして、やっぱり管理の方法とか

もいろいろ考えられると思うんですが、部分補修に関して、その都度、あの、要望があ

れば出していただければということもありましたが、耐震という部分の見直しで、部分

補修では追いつかないのではないかなという、まあ大きなところもありますので、部分

補修に加えて、そういう建てかえの必要性も考えていただくお考えはないでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

耐用年数の件に関しまして、３４年というふうになっているけど、これは何かという

ことですけれども、あの、耐用年数というのはまあいろいろありまして、先ほど話をし

ていたのは物理的な耐用年数で、体育館、鉄骨造ですので、３４年というのは、法定耐

用年数、減価償却資産等の考え方の上での耐用年数の３４年かと思います。

それから、耐震は部分補修ではとてもだめじゃないかということで、確かに耐震を部

分補修していく、あるいは耐震改修するというのはとても難しいのかなというふうに思

っております。今までの行政の判断としましては、あの、建てかえはしないというよう

なことで動いてきているようですけれども、なかなか、その、一般財源で行政が丸々１

００％出しての建てかえというのは当然厳しいとは思いますが、今、あの、いろいろと

この資金調達の方法であったり、あるいは、その、地元の人がどれだけ地元負担をして

いただけるのか、そういうところも考慮しながら、あの、どういった方向性があるのか

なというのは検討していきたいと思いますし、あの、廃止ありきで議論するつもりはあ
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りません。以上です。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） はい。今お聞きした内容で、まあこの耐用年数も、まあ

減価償却の意味での耐用年数ということで、理解できました。地域のそういう要望によ

って、これから廃止ということが前提ではなくて、こういう地域の中で支えている施設

がこれから修繕もしくは必要に応じて建てかえというところも、あの、視野に入れてい

ただけるのではないかなと思います。

利用者数の推移ですが、２６年度、２３０人、２７年度、１７０人と６０人減少、

２８年度は延べ８５８人となっており、平成２７年度に比べて３１２人の減少とな

っているというふうになっていますが、やはり減少しつつあるのかなというふうに思い

ます。この減少しているのもやっぱり、あの、原因がどこにあるかというのも難しいと

ころではあると思うんですが、やはり施設を利用するに当たって、やっぱりそういう古

いなとか、天井に穴があいているなとかというようなところで、ボールを扱うようなス

ポーツ、天井も割と低い体育館でもありますし、やっぱり、あの、利用中、伸び伸び利

用できないというところも原因の一つになっているのではないかなと思います。

やはり、あの、そういった利用者と住民の意見、ここが反映された生きたまちづくり

は、本町の発展には欠かせないものであると考えています。やはり楽しさ自給率の高い

町、そして暮らしに安心を感じられるまちづくりを望んでおります。地域の地域コミュ

ニティーの中心を担う施設の老朽化対策が後手後手に回って、その代償が次世代へ残さ

れないように、強く願っております。そういった意味でも、あの、地域の要望、利用者

の要望、こういったところがどんどん取り上げられて、活性化していくことが地域の元

気、町の元気につながるのではないかなと思っております。老朽化対策がいち早くよい

形で実現しますように願っております。そういった形で、いい方向に、住民の要望等を

聞き入れていただいて、行政のほうも前向きにその要望に応えていただけるという形で

進んでいっていただきますようにお願いいたしまして、１問目の質問を終わらせていた

だきます。

○議長（杉谷 洋一君） 済みません、森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） それは町長に対して、一言でも町長にコメントを求められたが

いいじゃないですか。

○議員（１番 森本 貴之君） わかりました。済みません。

そういった住民の意見を取り入れて、今後いい対策がしていただけるという理解でよ

ろしいでしょうか。よろしくお願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。町議会の一般質問はなかなか国会答弁と、国会の論戦と
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違いまして、質問以外のことを言うと議長から指摘が入るのかなというふうに思ってお

ります。私も過去に何度か注意をされたことがあります。

利用数の減少に関しましては、あの、理由等は、あの、把握しておりませんし、担当

課でもしかしたら把握をしておるのかもしれませんけれども、確かにおっしゃるとおり、

天井が低くて、私もソフトバレー等をしますけれども、あの、なかなか競技に向かない

部分もあるのかなというふうに思います。当然、その、近年の安全性の懸念ですとか、

そういったところも重なって、もしかしたら利用者が減っているのかなというふうには

思います。

老朽化対策に関しましては、こういう問題が出たときに、やはり建てかえるのかどう

するのかというところは常に議論になるわけでありまして、大山町のほうも公共施設の

管理計画を定めて、今後、延べ床面積も減らしていきながらというふうに進めていこう

という計画があるんですが、その、そういう計画をつくっても、やはり高麗体育館のよ

うに地域の利用率がとても高い、稼働率が高いような施設というのは、なかなか廃止と

いう方向にならないのかなというふうに思います。そういうときに、毎回毎回このどう

するんだというような議論、あるいは財源どうするんだというふうに、あの、話をして

いてもなかなか進まないので、もうちょっと計画的にですね、老朽化対策あるいは建て

かえに向けた財源を計画的に基金等をつくって積み上げていく、そういったことも必要

ではないのかなというふうに思っております。

地元要望も高麗体育館に関しては、あの、とても強いものがあると思いますし、あの、

私も夜走ると、いっつも高麗体育館、電気ついて、使っとんなるなというふうに思いま

す。

で、行政と議会の議論も大事ですけれども、ここに地元の住民の人の意見も反映でき

るように、あの、今後の高麗体育館をどうするかというのを検討していけるようなこと

をしていきたいなというふうに思っております。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） はい。改めてですけども、そういったふうに、ああいう

拠点となる場所の廃止として考えておらず、今後も建てかえ、修繕等、住民さんの意見

を反映したよりよい形のものに進められていっていただけるという御意見をお聞きでき

ました。というわけで、私は高麗体育館の老朽化対策については以上になります。

続いて、２問目の質問に入らせていただきます。

２問目の質問は、大山町移住定住助成金についてお聞きしたいと思います。

本町で行われております大山町移住定住助成金の中で、住宅新築等推進助成について

お聞きしたいと思います。

この推進助成金についてですが、新築住宅に対して、町内外者とも４０歳を境に助成

金額が満額１００万円から４０歳を下回りますと５０万円と半額になっていますが、そ
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の４０歳を境としている理由をお聞きしたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。森本議員の２つ目の質問にお答えをいたします。

大山町移住定住助成金の助成額が町内外者ともに４０歳を境に金額が半額になってい

る理由はとの御質問にお答えします。

若者により多く定住してもらうため、４０歳未満を若者と定義し、助成を手厚くした

制度を昨年度から実施しております。この助成金のほか、若者定住空き家購入の支援や

子育て世代移住定住空き家改修の支援も行っております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） はい。この理由に関しまして、若者により多く定住して

もらうために４０歳未満を若者と定義しておられるようです。この若者と定義している

のは、大山町として定義されているものでしょうか。お聞きします。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

４０歳未満が若者という定義が大山町が定義しているのか、あるいは、その、法律で

定義されているのか、あの、把握しておりません。しかしながら、その、４０歳未満で

区切る意味がどこにあるのかというのを考えたときに、この制度のあり方として、その、

４０歳未満が若者と定義するかどうかは置いといて、４０歳でこの助成金の金額を変え

るのはどうなのかというところをいま一度、あの、検証していきたいと思いますし、実

際に、その、４０歳以上で申請をしている人というのは、あの、数が少ない部分もあり

ます。今後、より使いやすい、使っていただきやすい制度に、あの、していきたいなと

思っておりますので、よろしくお願いします。

○議員（１番 森本 貴之君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） はい。４０歳未満の若者というまあ定義というところな

んですけども、まあちょっと定義とされているのかなというちょっと疑問もありますけ

ども、実際４０歳未満、４０歳以上の方の申請が少ないという現状があるということで

したが、まあちょっと国土交通省のほうのですね、住宅市場動向調査というのがありま

して、これはいろいろ住宅に対してどういう世代がどういう行動をとっているかという

のをまあ全国的に発表されたものなんですけども、その中で、新築住宅、まあ新築注文

住宅なんですけども、これを建てている平均年齢は、全国平均なんですけども、直近５

年を見ましても、４０歳を下回った年はありません。

ちなみにですが、まあ住宅、まあ新築注文住宅、更地、土地購入をして新築住宅を建
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てるというような施工方法の世帯主の年齢の全国平均が、平成２４年、４２歳、平成２

５年、４ ６歳、平成２６年度、４ ６歳、平成２７年度、４ ６歳、平成２８年度が

最新だと思いますけども、４ ９歳、若干４０代前半ですけども、全国平均でこういっ

た施工、新築住宅を注文、注文住宅を施工される世帯年齢の平均は４０歳を下回ってお

らないようであります。

町内はもちろん、町外から移住定住者をより迎えるためには、やはりこういうところ

にも目を向けて、若者は４０歳未満という定義がある中ですけども、４０代までこうい

うような補助金、満額対象者を広げて、より魅力的な事業となるようなお考えはありま

せんでしょうか。

また、他県、他市町村でもこういった助成金、特にこの新築に対する助成金なんです

けど、他町村も同じような、４０歳を境にやっているところが多いようです。大山町と

しても移住定住者への同じような、ごめんなさい。他県、他町村と同じような内容での

助成金活動では、移住定住者への思いが伝わりにくいのではないでしょうかとも思いま

す。

で、ええとですね、まあ移住者にもＩターン、Ｕターン、Ｊターン、いろいろな移住

方法があると思うんですけども、私、あの、熊本の震災後、特にインターネットとかな

んですけども、Ｃターンという言葉を耳にしたり、見かけるようになりました。これは

ある意味、この言葉が、映画が、ある映画がまあこの言葉が世に出回るきっかけになっ

たと記憶していますけども、ＣターンのＣは、チャイルド、子供、つまり安全に子育て

できる環境を求めて移住するといった意味のようです。そういった視点からも、この補

助金、金額の満額の対象者の間口を広げ、大山町の魅力を再発見してもらうきっかけに

はならないでしょうか。

それとあわせまして、この助成金事業のＰＲはどのようにされていますでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

新築集合住宅の注文者、注文者じゃないですね。世帯主の平均年齢が全国平均で４０

歳を下回った年がないということで、その対象、この平均が世帯主ということになって

ますので、じゃあ施主の年齢は平均で何歳になっているのかというところも見ていかな

いといけないと思いますが、あの、住宅を建てる際に、お金を持っていらっしゃる方で

一括で払われるという方も中にはあるんでしょうけれども、住宅ローンを利用されると

いうのが一般的かなと思います。住宅ローンも最長で３５年ほどでしょうか。ですので

返済年齢を考えましても、やはり４０歳を超えての住宅新築というのは少なくなる傾向

にあるのかなというふうに思いますが、あの、おっしゃられるとおり、より魅力ある制

度にするために、この年齢制限は、あの、撤廃してもいいのかなというふうに思ってお

りますが、どういった影響があるのかも判断しながら、担当課が今後詳細を詰めて、必
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要ないということであれば撤廃していきたいなというふうに思っております。

それから、今、Ｃターンという言葉が出まして、初めて聞いたわけですけれども、あ

の、同じような感覚がありまして、子育てのために移住される方というのは近年ふえて

いるのかなというふうに思います。ですので大山町としましても子育て施策の充実、働

く世代の経済的負担の軽減で移住者を呼び込もう、あるいは外に出ていく人を減らそう

というような取り組みもしております。あわせて、この大山町の移住定住の助成金も魅

力的なものにして促進していきたいなと思っております。

ＰＲに関しましては、あの、私自身も不十分じゃないのかなというふうに思っており

ます。この申請件数がですね、昨年度、平成２８年度で全体で４件の申請というふうに

なっておりますが、さすがに、大山町、人口少ないですが、４件ということはないのか

なというふうに思っております。実際、助成金の対象になりながらも、申請主義ですの

で、申請しないと当然助成金はいただけません。対象になっているのに助成金をもらわ

れてない方というのはまだあるように思いますので、ＰＲ不足なところはあろうかと思

います。細かい手法等に関しましては、あの、今必要であれば担当課から答えさせてい

ただきます。

○企画情報課長（井上 龍君） 議長、企画情報課長。

○議長（杉谷 洋一君） 企画情報課長。

○企画情報課長（井上 龍君） 失礼します。ＰＲの方法ですけど、あの、この移住定

住助成金の事業ですけど、昨年の５月１日に新たに、あの、できた事業でございます。

で、その後、あの、家を建てるということになりますと、大体１年ぐらいかかりますの

で、大体４件ぐらいなのかなというふうには、あの、思っております。

ＰＲの方法ですけど、広報、またホームページ、あと、あの、建設会社、あの、ええ

と、家を建てる建設会社等に周知して、ＰＲをしております。以上です。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員、１２時になりましたので、これ以降の質問につきま

しては、ここで休憩をとり、午後１時から再開しますので……（「やってもええんじゃ

ないんか」と呼ぶ者あり）いやいや、だけど森本さん、まだ、森本議員は１時間とって

おられるから、まだまだたくさんあると違いますか。

○議員（１番 森本 貴之君） 今の流れに関して再度質問して、終わらせていただこう

かなと思います。

○議長（杉谷 洋一君） じゃあちょっとで終わる。

○議員（１番 森本 貴之君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） じゃあわかりました。

はい、じゃあ、森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） はい、議長。済みません。失礼します。先ほどもありま

したように、まず、ＰＲ活動なんですけども、不十分ではないのかなと感じておられる

ということですけども、私、ちょっと気になりまして、移住定住助成金と打ち込んで、
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ヤフーやグーグル、そういうインターネットを使って検索してみましたところ、本町の

項目は３番目から４番目ぐらい、割とトップに近いところで検索にひっかかりましたの

で、まあ、今、インターネットでの情報発信力は非常に高いように感じております。

あと、あ、そうですね、住宅移住助成金のところで、４０代の方が今後ローンを組む

上で、まあそういう返済年数のところもありますけども、そういったいま一歩を踏み出

せないようなところにも踏み込んでいけるきっかけとして、こういう助成金が魅力的な

ものになればいいなと思っております。

こういった助成金事業が住みたい町、帰ってきたいと思える町として全国にアピール

でき、移住定住の起爆剤となり、本町の人口減少に待ったをかけ、町の発展に活躍する

事業になればいいなと思っております。

○議長（杉谷 洋一君） で、質問でしょう、今のは。

○議員（１番 森本 貴之君） そうです。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい、議長。お答えします。

ＰＲとして、移住定住助成金とインターネットで検索したら４番目に出てくると、な

かなか目立つところに出てきておるなというふうに思いますけれども、そのインターネ

ットの検索に関しましては、現在、その、検索すると、その、位置情報も加味しながら

の検索結果が反映されるということもありまして、恐らく大山町内あるいは大山町周辺

で検索するとそうやって上位に出るのかなというふうに思いますが、県外で検索したと

きに大山町の情報というのはなかなかひっかからないのかなというふうに思います。そ

ういったものをどういうふうにＰＲしていくかというところも含めまして検討していき

たいと思いますが、きょうこのように一般質問で取り上げていただきますと、あの、町

内の方には広く周知されて、いい機会になるのかなというふうに思います。

確かに家を建てるというのは、何か物を買うのとは違いまして、さあ、建てようかど

うしようかとなったときに、あと一押しあるかないかで建てるかどうかが変わるような

部分もあると思いますので、より魅力ある制度にして、新築をしていただくきっかけに

なるように努めていきたいと思っております。以上です。

○議員（１番 森本 貴之君） じゃあ以上で終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで森本議員の一般質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） 午後は１時から再開します。休憩といたします。

午後０時０３分休憩

午後１時００分再開

○議長（杉谷 洋一君） 午前に引き続き会議を開きます。

次に、２番、池田幸恵議員。
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○議員（２番 池田 幸恵君） はい。こんにちは。池田幸恵です。よろしくお願いしま

す。朝の二人に引き続いて、新人３人目の質問になりますが、よろしくお願いいたしま

す。

まず、私は２問質問させていただきたいと思います。

まず１つ目に、名和総合運動陸上競技場についてです。

答弁の前に、まず先日の西伯郡郡民体育大会、大山町優勝、おめでとうございます。

大山町は、今、「まったなし 健康づくり！」をキャッチコピーに、食、運動、健康

を３本柱に据え、町民総健康づくりを展開し、町政の重要なテーマとして取り組まれて

いることはすばらしいことだと思います。

町内には、１９９３年（平成５年）に全天候型陸上競技場としては、布勢陸上競技場

に次いで県内２番目に名和総合運動公園陸上競技場が設立され、ウオーキングやスポ少

の練習、陸上競技大会など、たくさんの住民の方々の健康づくりの場となっております。

また、鳥取県内の陸上競技大会、西伯郡民体育大会、名和マラソンフェスティバル、

フェスタの開催など、町内外だけにはとどまらず、県内外からもたくさんの方々に利用

され、地域の活性化にもつながっています。

この名和総合運動公園陸上競技場のグラウンドの現状は、経年劣化により走路表面が

ぼろぼろになり、走ると滑りやすくなって危ない状況にあります。８年前に一部改修し

た１００メートル走路も既に劣化しており、全面的に改修しなければ、安全な大会運営

も困難な状況にあります。また、来年ある陸上連盟の公認検定も受けることができない

状況にあります。

県内の陸上競技大会は、主に布勢、倉吉、米子の３つの会場で開催されてますが、近

年、大会数もふえ、日程調整なども難しい状況にあり、名和総合運動公園陸上競技場が

改修されれば、幾つかの大会を名和総合運動陸上競技場に、また、陸上の合宿なども誘

致でき、地域の活性化につながり、大山寺の宿や山香荘などの利用促進にもつながるの

ではないでしょうか。

以上を踏まえて、以下の件についてお伺いいたします。

１、名和総合運動公園陸上競技場合宿の誘致の現状について、２、名和総合運動公園

陸上競技場の活用方法と整備方針について、３、陸上連盟の公認検定の更新についてお

聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。池田議員からの御質問にお答えをします。

池田議員は、陸上の競技者でもありますし、あの、大山町の体育指導員等もされてお

られまして、この運動施設等に関しては思い入れがあるのかなというふうに思っており

ます。

３点の御質問をいただきましたけれども、私のほうからは、１点目の名和総合運動公
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園陸上競技場合宿の誘致の現状についてという質問にお答えします。

名和総合運動公園陸上競技場合宿の誘致は、観光局でパンフレットを作成しておりま

すし、指定管理者であります株式会社チュウブ様によりＰＲを行っていただいておりま

す。

以上で答弁とさせていただきます。

○教育長（鷲見 寛幸君） はい、議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、次に、鷲見寛幸教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 池田議員からいただいた御質問の②と③につきましては、私

のほうで答弁させていただきます。

２点目の名和総合運動公園陸上競技場の活用方法と整備方針についてお答えいたしま

す。

現在、名和総合運動公園の陸上競技場は、指定管理委託により維持管理、運営がなさ

れております。陸上競技場としては町内唯一の施設で、日本陸上競技連盟の公認を受け

た施設として、西伯郡の陸上競技や各種の記録会などを初め、各種の陸上競技大会など

の会場として利用されております。また、町内では、本町スポーツ少年団の陸上部や町

内の中学校陸上部の部活動などで使用していただいております。

教育委員会としては、今後も重要かつ拠点的な社会体育施設として有効利用されるこ

とを期待しております。

整備の方針については、今後も社会体育施設として、現在の利用状況を維持し、継続

して使用していただけるよう、財源確保に努めながら、整備をしてまいりたいと考えて

おります。

３点目の陸上連盟の公認検定の更新についてお答えします。

名和総合運動公園陸上競技場は、公益社団法人の日本陸上競技連盟の第３種公認を受

けております。公認は、平成３０年５月３１日をもって期間満了になります。公認の継

続については、公認有効期間が満了する日の２から３カ月前までに更新手続を行って、

満了日までに検定を受ける必要があります。どのような整備がよいのか、鳥取県陸上競

技協会の意見も踏まえながら検討し、公認を継続できるよう取り組んでまいりたいと考

えております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議長（杉谷 洋一君） はい、池田議員。

○議員（２番 池田 幸恵君） はい。町長の１番に対する答弁についてお伺いしたいと

思います。

今後、今の教育長さんのお話により、継続、整備の件、公認検定の件、理解いたしま

した。その後を踏まえてですね、今後、チュウブさん、観光、株式会社チュウブさんに

お任せではなく、町としても１３００年祭も踏まえ、ただいま名和陸上運動、名和総合

運動公園陸上競技場の維持をお願いしたわけではありますが、町全体でほかにも実は遊
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休施設ってございます。そこらと連携していって、全体的に町内の運動施設、運動、陸

上、陸上や野球等に使える施設も維持のほうを考えていただければと思います。町長の

お考えをお聞かせください。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

体育施設の維持等についてということですけれども、まあおっしゃいますとおり、あ

の、大山町は合宿の誘致等々で、長期休暇等になりますと、合宿でかなりの経済効果が

出ているのかなというふうに思います。

で、陸上競技場に関しましても、最初の御質問の中でありました、鳥取、倉吉、米子

というところがあって、その中に大山町も陸上競技場があるということで、大山町は体

育施設に関しては、ほかよりも恵まれたものを有しているのかなというふうに思います。

こうしたものを、あの、一つずつ見ていくのも大事だと思いますが、それぞれの体育施

設を連携させて合宿誘致に取り組んでいくことも必要だと思いますし、そういったＰＲ

が、ほかに任せるんじゃなくて、大山町もどんどんやるべきだということはおっしゃる

とおりだと思いますので、そのようにしていきたいと思っております。

○議長（杉谷 洋一君） 池田議員。

○議員（２番 池田 幸恵君） はい。町長のお考え、理解いたしました。ぜひともチュ

ウブ様にお任せではなく、途中経過等を聞き、それぞれの数値を理解した上で進めてい

っていただければと思います。

次に、２番目の緊急情報キット、別名に緊急医療情報キット、命のカプセル等と名前

がありますが、緊急情報キットという命名でいきたいと思います。について御質問させ

ていただきます。

この緊急情報キットは、救急及び緊急時に迅速な支援が行えるよう、緊急連絡先やか

かりつけ医など、情報を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管することで、万一の場

合に備えることを目的とするものです。

使用方法としては、救急情報などの緊急情報などを緊急情報キット容器の中に入れて

冷蔵庫に保管しておきます。冷蔵庫の普及率は９１パー、９ １％と高く、電子レンジ

が９ １、テレビが９ ９と、家庭内での普及率も高く、利用スタイルを想定すれば、

複数台あることは想定しにくいためです。次に、玄関のドアの内側や冷蔵庫のドアに緊

急情報キットのあることを示すステッカーを張ります。緊急時には緊急情報キットを参

考に、迅速かつ適切な救急活動を行います。

鳥取県内でも、えっと、防犯上の都合で町名は上げられませんが、８つの自治会及び、

自治会で導入されております。大山町内でも既に地域自主組織が取り組まれている地域

もありますが、救助する側の統一規格がなされた環境が整ってこそ迅速な救助が可能だ

と思われます。
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以下の件についてお伺いいたします。

大山町の独居並びに高齢者世帯数は約０００世帯ですが、救急事案発生時のスムー

ズな情報取得の必要性についてのお考えは、をお聞かせください。

次に、事故、急病が発生した場合の最初の１０分をプラチナの１０分と表現し、症状

の悪化を防ぐ可能性や社会復帰率に大きく関与してきますが、このプラチナの１０分に

ついての認識は、認識をお聞かせください。

最後に、緊急情報キットの導入についてのお考えをお聞かせください。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。池田議員の２つ目の質問にお答えさせていただきます。

緊急情報キットについて、３点御質問いただいておりますので、まず１点目と２点目

をあわせてお答えさせていただきます。

救命率は１分ごとに１０％ずつ低下していき、心肺蘇生に関しては、最初の１０分が

プラチナの１０分と呼ばれるほど命を救う大切な時間となっております。１分でも早く

当事者の情報取得を行うことは非常に重要であり、このプラチナの１０分に何を行うか

が重要であると考えております。

３点目の緊急情報キットの導入はですが、必要であるというふうに考えております。

社会状況などの変化によりまして、それぞれの個人情報を把握しておくことが困難な状

況になっており、特に独居の高齢者世帯で本人の意識がなく、病状等を説明できない状

態の場合、救急活動に支障を来すということもあります。緊急連絡先や医療情報等が入

った緊急情報キットで必要な情報を把握し、迅速な救急活動につなげていくという目的

のために、導入方法などを早急に検討します。

以上で答弁とさせていただきます。

○議長（杉谷 洋一君） 池田議員。

○議員（２番 池田 幸恵君） はい。町長のお考え、プラチナの１０分、緊急情報キッ

トの導入方法の早急に検討、了解いたしました。

で、もちろんプラチナの１０分、我々町民が何ができるかというと、多分緊張して何

もできないのがほとんどだと思います。で、やはりそこで文書化したものがある。そこ

に書いてあるものの順番によってすることによって行うこともプラチナの１０分の一部

だと考えられます。そのプラチナの１０分、主として動かれるのはですね、やっぱり看

護師さん、レスキューの、救命士の方、医師等々なんですが、そこにいかに早く引き継

ぐかということも大山町の、大山町側からもこういうふうな緊急情報キットを使って人

命を守ることを町全体でやっていただいて、やはり、あの、救命士の方も来られたとき

に、この家はある、この家はないというふうなことのないように、今回は高齢者という

ので出させていただいたんですけれども、できれば町全体で取り組んでいただければな

と思います。町長、どうでしょうか。
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○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。近隣の町村の状況を見ましても、導入されているところ

があります。最初の１０分でやることが大切というのは、あの、その、プラチナの１０

分という言葉じゃなくても、ある程度広く周知されつつあるのかなというふうに思って

おりますし、実際、その場になってみると、なかなか一般住民の人がどこまでできるの

かというような不安もあると思います。やはりさらには、その、緊急情報キットでその

人の病状等を的確にわかった上で対処するというのも人命の救助に当たってはとても大

切なことだと思いますので、早急に担当課のほうで緊急情報キットに関して検討して、

予算化等を進めていきたいと思っております。

○議長（杉谷 洋一君） はい、池田議員。

○議員（２番 池田 幸恵君） 町長のお考え、理解いたしました。

早いんですけれども、以上で質問を終わらさせていただきます。

○議長（杉谷 洋一君） これで池田幸恵議員の一般質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） 次に、１２番、吉原美智恵議員の一般、どうぞ。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。それでは、思いがけず早くなりましたが、質問を

させていただきます。竹口町長と初めて対峙いたしますが、よろしくお願いいたします。

１２番の吉原です。

それでは、通告に従いまして、２問質問いたします。

１問目は、地域活性化につながる観光振興はということで、町長に質問いたします。

開山１３００年の来年は、山陰観光の当たり年となり、本町のみならず、大山圏域全

体で観光振興に生かすべく、各自治体が取り組みを加速している状況にあります。

観光は、裾野の広い産業であり、人が集まることで店舗開設が始まったり、食の部門

では、６次産業の推進にもつながってくると思います。また、車や自転車が通ることで

道路改良工事も生まれてくる。が、大山圏域の他の自治体でも集客に工夫を凝らしてお

り、早急に課題を解決することが求められています。そして何よりも、大山町民の皆さ

んの理解と認識、熱い協力が必要であり、大切であると考えています。

これから地域活性化につながる観光振興をどのように進めていくのか、町長にお尋ね

いたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） 吉原議員の地域活性化につながる観光振興はという質問にお答

えをしたいと思います。

吉原議員から冒頭に、一般質問で初めて対峙することになるというふうに言われまし

たが、あの、こてんぱんに退治されないように、しっかりと説明をしていきたいと思っ
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ております。

吉原議員御指摘のとおり、平成２９年度から、伯耆国「大山開山１３００年祭」のプ

レ・イヤーがスタートしまして、さまざまなイベントや事業が計画、実施され始めたと

ころであり、他の自治体も集客を始めておられます。

大山町といたしましては、地域の魅力が再発見できるようなツアーメニューの開発、

拡充に取り組むことが重要だと思っております。

また、町内への誘客の拡大といたしましては、米子駅と花回廊の直通バスの一部を大

山まで延長していただくことや、米子駅と皆生温泉と大山の直通バスのモニターツアー

の実施などを関係団体と検討してまいりたいと考えております。そして、いまだ伯耆国

「大山開山１３００年祭」への機運醸成が不足していますので、大山町内で官民協力し

た組織づくりをして盛り上げていきたいと考えております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。ただいまの答弁ではですね、一番町民の皆さんの

理解と認識、熱い協力に対しての対策が、あの、述べられてないなと思います。そのこ

とをきちんと聞きたいと、どのようにして町民さんのこの１３００年祭についての機運

を醸成するのかというところがまだ答弁には不足しているかと思います。

そしてまた、これまでですね、ずっと私も観光については議員になったときから大山

町をどうして生かしていくのかと考えるときに、今の自然が、海から山まで自然がある

ということはすごく大切なことであって、世界にも誇るべき自然と歴史と文化がある町

だというふうに考えておりました。で、ずっとこの、まあ、あの、今の答えで、モニタ

ーツアーの実施とか言われるんですけど、これはずっともう１０年来言っております。

ですので、メニューツアー、商品開発がもう、あの、竹口町長が議員になられておられ

たときもそういう話、覚えがあるかと思いますけれども、どうしてこうなかなか観光が

ですね、大山町の、いま一歩進んでないのか。その辺についてどう考えるのか。そして

また、インバウンドについても、大山部門だと思いますが、そのことについてもお尋ね

します。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

町民の機運の醸成というところですけれども、なかなかやっぱり機運醸成と一言で簡

単に言いましても、機運を醸成するのは難しいというふうに思っておりますが、まず一

つの手段としましては、広報の部分がまだまだ足りないかなというふうに思っておりま

す。例えば最近、のぼり旗、１３００年祭ののぼり旗を町内の各施設に設置するように

しましたが、それまでのぼり旗もない。あるいは道の駅に行ってもそういった情報がな
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い。１３００年祭のグッズは結構あるのに町内では売っているところを目にしないとか、

１３００年祭のポロシャツができているのに町内で着ている人を見たことない。そうい

ったこともあると思います。やっぱり目にする機会、耳にする機会があればあるほど、

１３００年祭に向けて、いよいよ１３００年祭あるんだなというような気持ちが高まっ

てくるというところもあると思います。

機運醸成のもう一つとしましては、広報ばかりだけじゃなくて、皆さんが主体的に思

っていただくことが大切かと思います。一部団体、特に商工会等におかれましては、１

３００年祭に向けたメニュー開発ですとか、あの、さまざまな取り組みを進められてい

るところですけれども、やはりまだ業界団体にとどまっているようなところもあります

ので、その先、さらに一人一人の住民さんに１３００年祭にかかわっていただけるよう

に取り組んでいきたいと思いますが、具体的な手法に関しては、今後、大山町内、職員

の中でもそういう機運醸成を盛り上げるようなプロジェクトチームみたいなものをつく

っていこうと考えておりますし、そういうところでしっかりと意見を出し合って、機運

の醸成につなげていきたいなというふうに思っております。

観光がいま一歩というところで、メニュー開発、ツアー開発なんかはもう１０年以上

前から言われとるんじゃないかというふうに言っておられますが、まさにもうそのとお

りだなというふうに思っております。ただ、その、ツアーの開発に関しましては、まだ

まだ、その、数も足りない、あるいは、その、とてもマイナーだけれども魅力があるよ

うなポイントというのが大山町に数々あるというふうに思っておりますが、それをてん

でばらばらで存在しているのではなくて、線でつなげていくというのが観光の一つの魅

力になろうかと思っております。

また、その、周辺の自治体との連携というのもまだ不十分な点があります。先ほどの

答弁でも申しましたが、公共交通の面においても大山まで足を運んでいただくような機

会が少ない、すごく機会をロスしているというところがありますので、公共交通の周辺

自治体との連携も含めて検討していきたいと思います。

そして、あの、インバウンドについてもお話がありましたが、大山の観光、大山寺周

辺でもインバウンドへの対応というのはまだまだなところがあるかと思います。インバ

ウンドといいましても、英語だけをしゃべられる方ではないですし、日本語がわからな

い方というのがほとんどだと思います。いろんな言語に対応した観光地づくりというの

もやっていかないと、これからのインバウンド対応というのはできないなと思います。

全体としては、ＤＭＯができて、インバウンド対応、集客の面では進んでいるかと思い

ますけれども、集客をした後にどうやって観光地を楽しんでいただくかというところが

まだまだ不十分だと思いますので、そういうところも大山町として、あるいは観光協会、

観光局、関連団体と協力しながら進めていきたいと思っております。以上です。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、吉原議員。
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○議員（12番 吉原美智恵君） はい。ツアーメニューの開発がなかなか進んでないとい

うことは認められておられますけれども、結局ですね、あの、観光局、今、出されまし

た。観光局が出てきました。ですので、まあ、あの、商工課だけでやっているわけでは

なくて、逆に、今、補助金をたくさん出して、委託しているわけです。その辺のことが

ね、きちんとやはり、あの、どういうふうにタッチしていくのか、きちんと具体的なも

のができるまでね、そういうことも大事かと思います。

で、以前に大山観光局の体制図をいただきまして、結局、ツアーデスク運営業務とか

観光案内業務、大山エコトラックとかは株式会社さんどうに業務委託されております。

今のさんどうの状況がどうなのかなと思っているところであります。さんどうのやはり

背景、目的もやはり地方創生の機運とか、エコトラックとか、１３００年祭、ＤＭＯ、

境港クルーズとか、そういうことが書いてあるんですね。そういうことをするラストチ

ャンスだというふうに書いてあるんですけど、じゃあ今のさんどうの状況はどうなのか

ということも聞きたいと思います。

それから、あの、町民さんの機運の醸成ですけれども、一つ、あの、町長に提案があ

ります。開山１３００年祭でこういうロゴができて、あの、すてきなカラーの模様がで

きています。これについて、何かＴシャツができているようですけれども、そこが問題

で、私たち、前も、話が広がりますけれども、妻木晩田のＴシャツを行政の皆さん、着

ておられましたね。ポロシャツ。着ておられます、今も。で、なぜか、あの、行政の方

だけ。私、これをですね、今回のＴシャツにしてもらって、５００円ぐらい、値段ま

で言っちゃああれですけれども、求めやすい値段にしてもらって、ロゴをつけたＴシャ

ツをもう町民全員、皆さんが着てもらう仕組み、それをつくられてはどうかと思うんで

す。これは、あの、観光局、お金いっぱいつぎ込んでいるので、町が補助金を使うとか、

そういうことじゃなくて、あの、皆さんに喜んで買ってもらえるように、そういう醸成

するというかな、があればいいなと思うんです。ですから議員ももちろん着ます。それ

が一番宣伝になるし、まあこういうＴシャツを着ることで、いよいよもって、ああ、開

山１３００年だということの実感が湧くんじゃないかと思うんです。

ですので、それは、あの、これまでの、その、ポロシャツつくった関係と全然関係な

しで、町内の中の商品、大山口駅前とか、皆さん駅前に、御来屋の駅前も中山も、たし

か衣料品会社が残ってます。会社じゃなかった。衣料品店が残っています。ですので、

あの、学校の制服みたいに取扱店を町内のお店にして、で、売ってもらうと。そうする

と、せめて流通が活発になって、商店も活発になるんじゃないかと。そういう仕組みは

まあ商工会がしてくださるのか。そうされると、子供のＴシャツも売るとですね、保育

園無償化になるわけですから、少しはＴシャツ買う余裕もできるかなと思ったりもする

んですけれども、そういうふうに町民さんも協力意識を持ってもらうというふうなこと

があるといいなと。そうすると、観光を通じて商工のほうも少し発展するというふうに

ならないでしょうか。ちょっと今からは間に合わないかわかりませんけど、まあ来年で
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すので、そしてまた秋口にでもできれば、半袖の下に、細かいこと言いますけど、Ｔシ

ャツ長いの着ればずっと着れますので、まだ、と思います。早いがいいと思いますが、

そういうことはどうでしょうか。商工会というのは、今、頑張ってます。確かに。メニ

ューも開発されて、あの、大山でメニュー開発されましたけれども、商工会も今、頑張

る機運ができてますので、その辺でどうでしょうか。全然違うの２つ質問しましたけど。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

観光局にいろいろな事業を委託していて、その中でツアーデスク等を株式会社さんど

うに委託しているというところで、今のさんどうの状況はどうなのかという御質問でし

たが、詳細に関しては、物すごい細かいところまではわかりませんが、これも感覚的で

すけれども、現在、その、株式会社さんどうは、やはりマンパワー不足な面が否めない

かなというふうに思っております。観光局全体に関してもそうかもしれませんが、ツア

ーデスクがありながらも、なかなかツアー商品の開発がとても活発になっていっている

という状況ではありません。今の状況でできていなくてですね、これをやれやれと言っ

たって、なかなかできないところもあると思いますので、何でそれができてないのかを

もうちょっと詳細を分析しまして、今後、そういう業務が滞りなく行われるように改善

をしていきたいなというふうに思っております。

もう一つの大山開山１３００年祭のロゴのポロシャツですけれども、今、実行委員会

のほうがポロシャツをつくって、もう既に買えるような状態にはなっております。しか

しながら、なかなかそれを見る機会がありません。今、その、御提案いただきましたけ

れども、できれば、その、職員のほうも協力しながら、夏のクールビズの際のユニフォ

ームでもないですけれども、制服というような形で１３００年祭のポロシャツを着てＰ

Ｒをしていければいいなと、ほかの町でアロハシャツをクールビズの制服にしたりして

いるところもありますけれども、そういうことでＰＲにつなげていけたらいいと思いま

すし、その際にはぜひとも、あの、議会の皆様にも、吉原副議長、杉谷議長のリーダー

シップで導入を進めていただければなというふうに思っております。

町内の町民全体がそういった１３００年祭に関するポロシャツを着れるようにという

ことですけれども、なかなか全員に配布するというのは単純に難しいかなというふうに

思いますけれども、取扱店を決めて、その、１３００年祭のポロシャツを販売していた

だくというのは可能ではないのかなというふうに思っておりますので、今後、あの、早

急に担当課が開山１３００年祭の実行委員会と連携とりまして、また、あの、観光商工

課は商工会等の所管課でもありますので、そういったところと連携して、早急に町内の

各お店でそういったものが買えるような状況をつくっていきたいなと思っております。

以上です。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） はい、吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。それでは、あの、そちらのほうは町長にお任せし

ますが、あと何が今問題かといいますと、結局、日本遺産も生かされて１３００年祭に

向かっていかねばと思うんですけれども、あの、教育委員会ではこういうものを一生懸

命つくっておられます。パンフレット、この間いただきました。（資料の提示あり）境

内とか、全部つくっておられます。これってどこで目にするかと思いますよね。結局、

教育委員会はちゃんと仕事はしておられる。けれども、せっかく旧境内とか牛馬市とか、

こういうパンフレットができても、なかなか町民さんの目に触れることがないというの

が問題だと思うんですね。これが生かされるためには、やはり観光にこの研究とか、せ

っかく日本遺産とられたり、国指定史跡とられたりしたものが生かされてないというこ

とが問題だと思うんです。ですので、これはまあ多分教育のほうではされるかと思うん

ですけども、町民の皆さんにいかにこれを、あの、自分のものとして見てもらえるかっ

ていうことがちょっと課題かなと思います。多分、窓口に並べてあったり、どこかの観

光案内所にぱっと置いてあるだけだと思うんですけれどもね、そういうことが、あの、

大事かなと思って、その、結局、教育委員会と観光商工課、前から言っているんですけ

ど、やはり意思疎通をよくして、循環をよくして、お互いにこう大山町の観光を盛り上

げていくという考え方がないといけないなと思うんですけど、どうでしょうか。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

パンフレットが目に触れないというところがありまして、まあ確かに、その、パンフ

レット数等も多くてですね、大山町、いろいろな歴史、史跡等のものもありますし、確

かに、その、教育委員会と観光商工課との連携というのもこれから強化して、観光につ

なげるとこはつなげていきたいと思います。

パンフレットに関してはですね、例えば町民の人がパンフレットを見たから町内のそ

こにちょっと行ってみようとか、あの、魅力を再発見するというよりは、やはり、その、

現地に行かれたときに説明の補足としてパンフレットがあると、よりその史跡ですとか、

建物ですとか、そういうものに魅力を感じていただけるのかなと。あわせてそれが町外

の人への発信にもつながるのかなというふうに思っております。

どういうふうにしたら一番効果的なのかも含めまして、観光課の、観光課と教育委員

会の連携も強化しながら進めていきたいと思っております。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） なかなか大変だと思うんですけれども、もう、あの、来

年に迫っていますし、実効ある施策を望みたいと思っています。大山町民自体も、町民

の皆さん自体も大山町のことをよく知らなかったりするので、そのことが言いたくて、

結局、大山町の中での観光ルートというものができてて、案外大山町民さんも、皆さん
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がそこを回っている状況じゃないと本当はもういけないと思うんですよね。インバウン

ド、もうそれどころじゃないです。まず自分たちの歴史的価値があったり、自然のこと

を知っている、興味ある人は回ったりしますけれども、本当にでき上がってないなと思

うわけです。

町長も参加されたみたいですけど、まあ、あの、これは２０１６年の新聞なんですけ

ども、広域観光周遊ルートに認定されたということで、縁の道ということで出たことが

あります。それは神話とか伝説を焦点にこう、あの、コンセプトにやっていくんだとい

う、外国人旅行客に対しても、あの、つくっていくんだ、ツアーづくりしていくんだと

いう新聞なんですけれども、まあそのときの新聞によると、観光庁では、宿泊旅行統計

調査で山陰両県への外国人の延べ宿泊者数は鳥取県が８万６４０人、島根県は３万

９３０人、２０年に両県で２５万人にふやす目標って書いてあります。ぐらい、まあイ

ンバウンドというのを、対策も大事なんですけれども、インバウンド対策する一番基本

のところの大山町の中の観光資源がきちんとツアー、できているということがおくれて

いると思うんですね。そこが大事だと思います。それ、誰が考えて振興していくのかと

いうところも大事かと思うんです。町長の認識を伺いたいと思いますが。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

神話の話が出ましたけれども、やはり、あの、近年、観光のですね、観光客の方が求

められる素材というのは本当に千差万別だなというふうに思っております。神話の地域

だということで、２週間ほど前もマラニックというイベントがあって、大山町の唐王神

社から南部町の赤猪岩神社まで走るイベントがあったんですけれども、それも神話をも

とに展開されているイベントで、年々これも参加者がふえているというふうにお聞きし

ております。今、その、何が魅力になってお客さんが来ていただけるのかというのは、

あの、とにかくたくさん大山町は素材があるのかなというふうに思っておりますが、あ

の、冒頭にも吉原議員がおっしゃったとおり、町民の人がその魅力にやっぱり気づいて、

大山町はこんなにいいんだよというふうに発信できないとですね、外から来た人が魅力

を感じていただけないのかなというふうに思いますので、大山町の観光資源の掘り起こ

しも含めまして、町民さんの魅力の再発見も、手法はどうするか、今後検討していきた

いと思いますが、力を入れてやっていきたいと思っております。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。先ほど言われました赤猪岩神社の件ですけれども、

南部町のほうはそちらのほうは結構充実しとって、逆に唐王神社の、唐王の、あの、部

落であったのは、大山町民さんが案外知ってなかったり、少なかったかと思います。中

の唐王の部落の人は一生懸命やっておられる。その辺が問題であって、あの、前から唐

王の神社のことは議員になってから何回も言わせていただきましたけれども、スセリヒ
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メさんがおられるとか、あのオオクニヌシノミコトの娘の神社、一宮さんとかというこ

とがあって、よく言いました。退休寺もすごく立派です。名和神社も立派です。退休寺

なんかは道路ができるのに、えっ、観光はどうなっているかなと思うところであります。

バスが来るような道路を、ね、もう今かかっておられますけれども、先に道路がついた

はええけども、観光客が来る仕組みができてないのはというのもすごくそれは問題だな

と思うので、早急に観光局と知恵を合わせて、実際に観光ルートができればいいかと思

いますので、期待したいと思います。

それと、あと一つ、大山寺のコンセプトですけれども、地蔵さんがお祭りしてあって、

生きとし生けるものを救うという地蔵さん振興ですけれども、そうなりますと、大山寺

へ上がるときに、今、一番案外大山寺に上がってみたいなと思われているのは、町民さ

んの中でですよ、足がお悪い方、膝が悪くなって上げれなくなった方とか、あと中高年

の方で昔登ったけど今は登れないとか、そういう人もあるかもわかりません。で、そう

いう町民さんの願いは多分全国的にもそういう人がおられると思う。ですので、その、

大山寺まで上がる何か手だてというか、バリアフリーというか、そういうことも考えて

いかれたらと思うんです。その辺で、ほかにない観光地が少しできるかもと思うんです

けれども、ですので、まあ、もう今さらあれですけども、ベルトコンベヤーでもありま

せんが、障害のある方を運ぶ手だて、または道路が横についてますので、そこで行ける

手だて、またはかごとか、人力車とか、学生さんのアルバイトで夏の間、あの、かごを

用意するとか、たしか急な階段上るあそこの四国のですね、今ちょっとど忘れしました

けれども、かごがありますよね、あの、乗せていける。そういうことも、あの、仕組み

をつくっていくと、そうすると、大山がまた注目されて、障害者の方に優しい観光地で

あるというふうになっていくと思うんです。そういうアイデア、多分、町長はいいアイ

デアだと思ったら、多分どんどん取り入れられると思うんですけども、最後、それをお

伺いしたいと思います。２点。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。地元の盛り上がりということで、唐王神社、唐王集落の

方は、あの、おっしゃるとおり、大変盛り上がっておられて、私が行ったときも唐王集

落の方、たくさん来られてて、毎年、ことし１０回目ということでしたけれども、毎年、

唐王の集落はこれを手伝っておるんだというふうにおっしゃられてました。しかしなが

ら、大山町民の方でもそういうイベントがあるの自体を知らない方もおられると思いま

すし、その唐王神社がどういった神社かというのも、あの、御存じない方もまだまだ多

いのかなというふうに思っております。ですので、その、町外への発信も含めて、町内

への発信も力を入れてやっていきたいと思っております。

行政が、まあ、あの、観光ルートがしっかり定まってないのに、あの、道路がという

話もありましたけれども、あの、そこら辺もしっかり担当課の連携を図っていきたいな

というふうに思います。
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それから、中高年の方、あるいは、その、歩くのがちょっと大変になったような方が

大山寺に行きたいというようなものに対して、いろいろと吉原議員のほうからもアイデ

アが出ましたが、何か、その、施設をつくったり、ベルトコンベヤーとかおっしゃられ

ましたけれども、あの、施設をつくったりですとか、大がかりなものになりますと、な

かなか難しいのかなと、国立公園内でもありますし、難しいのかなというふうに思いま

すが、中にありました学生のボランティア、バイトなんかで、その、かごで上がるとい

うのはなかなかおもしろいのかなというふうに思いましたが、実現性があるかどうかは

また、その、担当課のほうと協議したいと思います。以上です。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。次に移ります。

では、次、２問目は、教育長にお尋ねいたします。

郷土に誇りを持ち、郷土を愛する人を育てる教育はということで、我が町、大山町は、

恵まれた自然環境と多くの歴史的自然を有しており、昨年は大山が日本遺産に認定され

たところであります。

郷土に誇りを持ち、郷土を愛する人を育てることは、日本遺産の有効な活用方法にも

なり、住民の皆さんや子供たちの自信と誇りを醸成することにもなると思います。これ

からどのように啓発、普及に取り組んでいかれるのかお尋ねいたします。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、鷲見寛幸教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 吉原議員から御質問いただきました、郷土に誇りを持ち、郷

土を愛する人を育てる教育とはという質問にお答えいたします。

初めに、日本遺産についてですが、大山開山１３００年祭の機運の盛り上げの一環と

して、大山町が中心になって、米子、伯耆、江府の１市３町で取り組んだもので、当初

から認定後には観光部局で活用を進めていくことになっており、現在も活用そのものは

観光商工課が所管しておりますことを申し述べさせていただきます。

その上で、日本遺産の活用、普及を含めて、郷土への誇り、郷土愛を育む教育の展開

ということについてお答えいたします。

日本遺産は地域の魅力を発信していく観光ツールとしての位置づけが濃く、競争を勝

ち抜いて認定されるためには、地域の歴史や文化の中で全国にまれな点などを新たな切

り口で紹介する必要があります。そのため、１市３町では、大山山麓が地蔵信仰と牛馬

信仰で有名なところであり、その信仰を背景として、日本最大の牛馬市があったという

全国的にもまれな歴史を持っていること、また、信仰や牛馬市があって、西日本規模で

人々が一度は訪れたいと思うほど名をはせた地域であったこと、そして広い範囲から人

々が行き交うことに伴って、さまざまな生活文化が生まれた地域であったことなどを中

心にストーリーを組み立てました。
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日本遺産の直接的な周知や普及については、住民の皆様、特に大人には広報だいせん

の「まちのたから」で日本遺産の紹介にシリーズで努めております。

社会教育の場では、公民館主催の大山学講座の今年度の取り組みとして、特に大山開

山１３００年祭や日本遺産をテーマに開催しているところであり、各種団体などから大

山の歴史や日本遺産について何か話をしてほしいという御要望をいただいた折には、職

員のほうで積極的に対応させていただくなど、その周知に努めているところです。

学校では、特に日本遺産の認定を受けたことを特筆すべきこととして、早速に運動会

の組体操などに取り入れていただいた学校もあります。

先ほど申し上げたように、日本遺産自体は、ふるさとの誇りである大山の歴史や魅力

の一部に光を当てたものですので、特に日本遺産のみにこだわることはせず、もっと広

い視野で、大山を初めとする地域の資源や歴史について、それらが今の自分たちとどの

ようにつながっているのかなどを社会科や総合的な学習の時間、遠足などの学校行事な

どを通して学ぶことにより、地域の歴史や資源を誇りに思い、それらがたくさんあるこ

の地域を愛することにつながるよう、つながる学びになるよう取り組みを充実していき

たいと考えております。

以上で答弁とさせていただきます。ありがとうございました。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。確かに、あの、日本遺産についてはですね、私も

何年か前に１回やっております。教育委員会にも質問いたしております。そのときの答

えがですね、あの、本町で作成した小・中学校に配布しております地域教材「私たちの

大山町」で中学校分が２８年度、小学校分を２９年度にそれぞれ改訂いたしますと書い

てありましたので、その、２８年度の地域教材について、どのように改訂されたのか、

まずそれを伺いたいと思います。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育次長（佐藤 康隆君） 議長、教育次長。

○議長（杉谷 洋一君） 次長、佐藤教育次長。

○教育次長（佐藤 康隆君） 今、「私たちの大山町」についての御質問だったと思いま

すが、日本遺産については、平成２９年３月に発行した中学生版で取り上げております

ので、またぜひ見ていただくといいと思います。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） わかりました。見たらよろしいかという発言でございま

した。多分回答を全部話されたら大変なんでしょうと思いましたけれども、総合的な学

習の時間というのがちょっと減ってきますので、その辺で大変かなと思うんですが。そ

して、今の答えの中で、答弁の中で、組み体操に取り入れられたところがあったと言わ
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れました。私も、ちょうど中山中学校へ行きまして拝見させていただきました。すばら

しかったですし、ああ、こうして中学生が発信することで、逆に見に来られた大人の方

も再発見するんだなと思って感心いたしたところですけれども、それもいろいろと学校

差がありますので、押しなべて子供から熱が入って町民さんに広がっていくといいなと

思うところですので、その辺で、ある程度学校の独自性を持たせながら大山町の歴史、

また日本遺産になったことについての授業の取り組み方についてはどのように把握され

ているのかなと思いますが、いかがでしょうか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 先ほどの学校での学習についてのお答えをします。

先ほど総合的な学習の時間で扱っているということを言いましたが、そのほかにも生

活科ですとか理科、また社会科、学校行事の中で学ぶ機会あります。例えば学校行事で

あれば、遠足に大山古道を歩くコースを設けている学校もあります。大山小学校では、

坊領道を歩いて大山のほうに向かいます。また、名和小学校では、遠足の中で全校遠足

で御来屋コースというコースと庄内コースというコースを設けて、交互にその地域の自

然、歴史を学びながら遠足をする、七、八キロを全校遠足するというような取り組みを

行っておられます。

このように授業の中には限らずに、学校行事の中で取り組んでいくというような取り

組みもあります。以上です。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） 子供たちについては教育長も熱心ですので、また学校の

ほうにも取り組んでいただけるものかと思いますけれども。あと社会のほうですけれど

も、社会教育のほうで公民館でプログラムされてて、確かに私が前に日本遺産をどう生

かしていくのかというところで、公民館でやはり大山の価値を再確認するようなプログ

ラムを企画するって書いてあったんです、前回の答弁に。私も参加したことがあります

けれども、日本遺産の大山寺での歩くコースで僧兵コースとか、鷲見教育長と歩いたり

しましたけれども、参加人数がやっぱり限られますよね。ですので、興味がある人はさ

らに興味を持ちますけれども、本当に日本遺産を自分のこととして大山町民さんがみん

なで盛り上げるというところが、公民館もあと一歩頑張ってもらいたいところなんです

けども。その辺で、これはずっといただいて各戸配布にしてありますけれども、ちゃん

ととってて、たまに見る家庭が何件あるかなと思ったりもしますんですけれども、その

辺で特別講座を設けても、なかなか集まらないと言われるかわかりませんけれども、各

公民館で同じような講座を日にちを変えてするとか、あと一歩、せっかく日本遺産を教

育委員会が頑張ってとられたんですけども、生かす方法はないかなと思うんですけれど

も、何かお考えはないでしょうか。
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○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 先ほど吉原議員から御質問のあった社会教育における日本遺

産のＰＲ方法ということですが、やはり社会教育の学びの拠点としての公民館の活動を

活発にしていきたいと思っております。現在のところでは、ことしは大山学講座という

ところで日本遺産、また大山開山１３００年祭を取り上げているところでありますが、

そのほかにも社会教育といいますか、地域の活動として、そういった部分に広がってい

けばなというふうに思います。まちづくりの組織がそういうテーマで取り組むとか、そ

ういった地域全体で盛り上げていく機運が醸成していけばいいかなというふうに思って

おります。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） どうしてもこれからの話になりますので、できればとい

う話になるんですけれども、本当に結局地域活性化につながるということで、町民さん

の醸成をということをよく言うんですけども、理解のある人と、先ほど言いますように

興味がない人と差があって、ですので、せっかく地域自主組織もできております。その

中の行事で、地域自主組織は立ち上がってるところは本当に一生懸命やってて、イベン

トもやってますけれども、ボランティアでいろんな活動をしたりしてますし、その中で

歴史講座なんて、それはないんですよ、なかなかできないし。ある程度皆さんが集まる

場所で月に１回とか今やってるんですね、やってるところは。お年寄りもですし、ちっ

ちゃい子供も集まったらということで、喫茶何とかというをやり始めているところがあ

るんです、１カ月に１回ですけども。そういうときに押しかけてきていただいて大山学

をするとか、そういうこともちょっと積極性も要るかなと。

多分すごく公民館の方は忙しいんですけれども、ただ、はざまで忙しくないときもあ

るかもわかりません、行事が大体終わってとか。無理がない程度か、または社会教育課

の何か歴史に詳しい方でしょうか、社会教育の中でボランティアで歴史をやっておられ

る講師がおられますよね、その方とかで、大変でしょうけど、やっぱり何か動いていか

ないと、やはりこれまでどおりずっと同じことをやっていても盛り上がらんなと思って

るところなんですけども、そういうところでちょっと働きかけはどうかなと。

今まちづくりで立ち上がってないところも、こういうことをやりますよと集まっても

らって、少しずつそういうお互いに機運を高めていく。できていないところは、まちづ

くりの話なんて恐縮ですけれども、そういう集会を開くだけで人が集まるだけで違って

きますし、何でもそう、健康問題もそうなんですけれども、やはりたまには行政のほう

が自主組織に出かけてもらう。私たちも語る会は出かけていくようにせないけんなと思

ってるところなんですけども、そういうところはどうでしょうか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

－７８－



○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 私も、個人的にはまちづくり大山のほうに参加させていただ

いておりまして、できる範囲で協力体制をとっております。まちづくり大山では、坊領

道マップ、大山古道のマップを県の補助金をいただいて、つくって全戸配布、またこの

秋には坊領道ウオークを計画しているというような状況で、こっちの行政のほうからの

働きかけだけではなしに、地域住民一人一人がここを盛り上げていこうやというような

機運ができるような声かけですとか、仕組みですとか、そういうことをこちらからもア

ピールしていければなというふうに思っております。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） わかりました。

最後にもう一回というのは、まちづくり大山のほうはやはり地元であったり、坊領道

があったりした活発なのはわかっています。ですので、ある程度旧名和とか旧中山とか

の町民の皆さんも１３００年どげんなっとうだいやという声も聞いたりします。何か自

分たちも気にはなってるんですよね。何かと思いながらも、なかなか機会がないし、意

見を述べる機会もなかったりしますので、それはどちらということかわかりませんけれ

ども、やはりそういう会合にたまには出かけられて、やっぱり知るということがまず一

番大事で、どういうものか知ってからこそ次の行動ができるわけですので、日本遺産も

ちゃんと読まれる方もおられれば、ああ、なったんだなと思ってしまっていますので、

知って、次、町民として何ができるかということを考えられるかと思うので、知るお手

伝いというか、そういうことを公民館か社会教育の立場で頑張っていただきたいと思い

ますが、最後にお聞きして終わります。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 吉原議員には貴重な御意見ありがとうございました。やはり

一番地域の拠点としての公民館を管轄する教育委員会としましては、各地区にある公民

館を地域の社会教育の拠点として、住民啓発の一番の発信のもととして、それぞれの公

民館が発信していく必要があるというふうに思っております。

教育委員会でも、教育委員会職員一人一人がこの日本遺産、また大山開山について勉

強しないといけないんじゃないかということで、教育委員会としても全職員が学ぶ機会

を設けております。まずは職員一人一人みずからが学ぶと。そして、それを地域に発信

していくというような取り組みをやってまいりたいと思っておりますので、今後も御支

援、御鞭撻をお願いいたします。ありがとうございました。

○議員（12番 吉原美智恵君） 終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで吉原美智恵議員の質問を終わります。
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○議長（杉谷 洋一君） ここで休憩いたします。再開は２時１５分再開します。

午後２時０５分休憩

午後２時１５分再開

○議長（杉谷 洋一君） 次に、１５番、西山富三郎議員。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長、１５番。

今回は１点質問いたします。これからは毎回１点に絞って、執行部と議会が切磋琢磨、

勉強していきたいなということで、大体１点ずつ質問したいと思います。

部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消法）制定と今後の課題についてで

あります。

１つ、２０１５年４月１６日、人権課題解決に向けた和歌山県集会・人権フォーラム

において、二階俊博自民党総務会長は、「結婚問題、就職問題等において、現にこうし

た問題で苦しんでおられる方も現にこの国に存在するならば、もう済んだとは、終わっ

たとは、そんな無責任な言葉で私は解決できる問題ではないと思っている。実効性のあ

る法制の制定を求めていく」、稲田朋美自民党政調会長は、「私は、インターネットに

おける部落差別は放置できない。個別法で解決していくのが我が党の考え方」と挨拶を

しています。

いろいろな経過を経て、自民党、公明党、民進党の共同提案により、部落差別の解消

の推進に関する法律（部落差別解消法）が２０１６年１２月の９日、参議院本会議で賛

成２２０票、反対１４票で可決成立。２０１６年１２月１６日に公布、施行されました。

参議院本会議での二階自民党幹事長の代表質問と総理大臣の答弁をお伝えします。

二階敏博幹事長、「さきの国会で成立した部落差別解消法は、長年の悲願であり、こ

こに改めて御賛同いただいた議員各位に深く感謝申し上げます。部落差別解消推進にか

ける総理の意気込みをお尋ねしておきたいと思います」。安倍内閣総理大臣、「部落差

別に向けた意気込みについてお尋ねがありました。部落差別のない社会を実現すること

は重要な課題であります。政府としても、これまで教育、啓発活動など、さまざまな施

策を講じてきたところでありますが、さきの国会で成立した部落差別の解消の推進に関

する法律の趣旨を踏まえ、今後とも差別の解消に向けて、しっかりと対処してまいりた

いと考えています」。この質問、答弁に学び、法律を尊重し、生かし、関係者と一緒に

差別の解消に取り組む意気込みをお尋ねいたします。

２点目、部落差別解消法の意義をどう捉えていますか。

３点目、部落差別解消法成立を踏まえた課題と取り組みをお尋ねいたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） 西山議員から部落差別の解消の推進に関する法律制定と今後の

課題について３点の御質問をいただきました。１つ目につきましては私のほうで答弁さ
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せていただきまして、２番目、３番目につきましては教育長よりお答えさせていただき

ます。

何分人権問題に詳しい西山議員、有識者でありますので、いろいろと至らないところ

があれば御指導いただきたいというふうに思っております。

まず、１点目の部落差別解消法の制定に伴い、法律を尊重し、生かし、関係者と一緒

に差別の解消に取り組む意気込みはということについてです。

この法は、国が部落差別の存在を認め、国として解消しなければいけない課題である

ことを明確に示しました。

本町では、これまで同和問題を初めとするあらゆる人権問題について学習の機会を設

け、啓発を進めてきました。部落差別解消法の制定は、本町がこれまでに推進してきた

取り組みを後押しするものとなったと捉えております。

町としては、今後も部落差別を初めとするあらゆる差別の解消に向けて、町職員を初

め地域、学校での教育や啓発の取り組みを一層進めてまいります。

以上で答弁とさせていただきます。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 西山議員からいただいた２点目と３点目についてお答えいた

します。

まず、２点目の部落差別解消法の意義をどう捉えているかということについてです。

部落差別解消法は、部落差別の文言を初めて盛り込んだ法律であり、部落差別の解消

を国の責務として明確化したことなど、その意義は大きいものと捉えており、とりわけ

次の３点が意義深いものと考えております。

１点目は、部落差別の存在を公式に認め、部落差別の問題の解決を初めて法律で明記

したこと。２点目は、部落差別の解消のための施策実施を国及び地方公共団体の責務と

したこと。３点目は、差別解消の施策として相談体制の充実、部落差別の問題に関する

教育、啓発の実施、実態調査の実施を明記したことです。これらが明確にされたことが

部落差別解消法の大きな意義として捉えております。

３点目の部落差別解消法を踏まえた課題と取り組みを尋ねるについてです。

部落差別解消法に基づき、取り組みを進めていく上で課題としては次の５点が上げら

れると思います。

１つ目は法律の周知徹底、２つ目は部落差別の実態に係る調査の具体化、３つ目は相

談体制の充実、４つ目は教育、啓発の基本方針、計画の策定と体制づくり、５つ目は教

育、啓発の推進です。

以上の課題についてどう取り組んでいくかについてですが、まず法律の周知徹底につ

いては、町職員を初め地域や学校であらゆる機会を通じて、その周知、啓発に取り組ん

でまいりたいと考えております。
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次に、実態調査の具体化についてですが、これは国が実施する実態調査に積極的に協

力し、その状況を踏まえて、県と連携しながら取り組みを進めてまいりたいと考えます。

相談体制の充実については、町として部落差別の問題を初めとする相談に的確に応ず

るため、町職員を初め関係者、協力者の研修を深めながら体制づくりをしてまいりたい

と考えております。

教育、啓発の基本方針、計画の策定と体制づくりでは、部落差別解消法を初め、近年

制定された障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法などを踏まえ、町としての同和問

題を初め、あらゆる人権問題の解決に向けた基本方針と基本計画の策定を行ってまいり

たいと考えております。

そして、町並びに町人権・同和教育推進協議会がさらに連携を深めて、教育、啓発に

一層取り組んでまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 西山議員。

○議員（15番 西山富三郎君） 答弁はこのとおりでいいと思います。これから先は、国

や県や町内がみんなそろって一緒にやっていきましょうということでして、これで一通

りは了解しますけれども、少しずつ具体的な話を確認し合っていきたいと思います。

町長、人の値打ちは生き方で決まると思います。人の値打ちは生き方だと思います。

金や地位や名誉じゃないです。人の生き方で決まると思います。そのためには現場を知

らなければなりません。私はよく言いますが、現場には立法事実があると言うんですね。

それは、部落差別の現実は現場に学びなさいということです。あなたにも同級生がおる

でしょうし、友達もおるでしょうし、職場の友達もいるでしょう、いろいろな友達があ

るんです。その人たちと心を割ったお話し合いをすることが大事だと思いますよ。

一例を申し上げますと、先般、中部のある町で私どもの同僚議員が亡くなりました。

町長が弔辞に立ちました。こういう弔事の一節がありましたよ。部落差別解消推進法が

あなたが命がけでかけた法律が制定されました。水平社宣言の心を心として、私もあな

たとつき合ってきましたというふうなくだりがありましたわ。あれすごい町長だなとい

うことですが。ですから、生き方、竹口町長さんは信頼を受けて町長になったんです。

あなたの生き方こそが町民のリーダーシップにならなきゃならないのですよ。したがっ

て、あなたは、３５年の人生の中で、どのような形で部落問題に当たってきましたか。

ちょっとそのことを教えてください。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

人の値打ちは、その生き方だということで、おっしゃるとおりだなというふうに思い

ます。３５年の人生の中で、どのように部落差別だとか人権問題に当たってきたかとい

－８２－



うところでありますけれども、私自身初めてそのことを知ったのは、小学校高学年のと

きに学校の教育の中で初めて知りました。それから教育がよかったんだというふうに思

いますけれども、やはり私の中には余り差別意識というのがなく今日まで育ってきてお

りますけれども、教育である程度、人権意識というのは変わってくるんだというふうに

思っております。

部落差別等の一部ではもう時代に合ってない、もうなくなってるんじゃないかという

ようなことも言われるわけですけれども、実際に私の知り合い、知人の中でも現に部落

差別等で結婚等で困っておられる、困っているというか、非常に悩んでいるというよう

な話も直接聞いたりしますので、今後も手法はどうであれ、部落差別の解消等には努め

ていかないといけないのかなというふうに思っております。以上です。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 西山議員。

○議員（15番 西山富三郎君） 部落差別、あらゆる差別をなくすのは、国民にとって権

利であり義務なんですよ。権利であり義務です。地方自治体の責務が出てますね。あれ

は権利であり義務ですということなんですよ。そこで、わかりやすい言いますと、例え

ば障害の方の名前を借りて言いましょう。障害者の方がこういうことを言ったんですね。

障害を持っているけど弱者でない。前向きの人が巧者だと。後ろを向いているものが弱

者だと言われたんです。この部落解放推進法ができたのも、障害者差別推進法ができた

りヘイトスピーチ法ができたり、あれもセットになって進んだんですね。

それで、町長も、この中の仲間ですよ。鳥取県には部落解放・人権政策確立要求鳥取

県実行委員会というのがあるんですね。２４も２５も団体があります。真っ先が鳥取県

で、代表者は知事ですよ。それから、教育委員会で教育長が名前を出してますね。それ

から、鳥取県議会の議長を名前を出してます。鳥取市市議会議長会の名前も出していま

す。鳥取県町村議長会の会長も名前を出してるんですね。鳥取県市町村教育委員会研究

協議会の代表も名前を出しています。鳥取県子ども家庭育み協会の代表も出しています。

鳥取県国公立幼稚園・こども園も名前を出しています。鳥取県小学校校長会もメンバー

です。鳥取県中学校の校長会もメンバーです。

鳥取県高等学校校長会、それから鳥取県私立中学校・私立高等学校の校長会、それか

ら鳥取県ＰＴＡ協議会、鳥取県高等学校ＰＴＡ連絡協議会、それから鳥取県人権教育推

進協議会、鳥取県仏教連合会、鳥取県公民館連合会、鳥取県連合青年団、鳥取県連合婦

人会、鳥取県社会福祉協議会、鳥取県教頭会議、一般社団法人鳥取県経営者協会、鳥取

県商工会議所連合会、鳥取県商工会連合会、鳥取県中小企業団体中央会、鳥取県農業協

同組合、こういうものがメンバーですわ。

したがって、私が大山町役場で皆さんに大きな声で叫んでるのじゃないですよ。鳥取

県全体が取り組んでおるということですから、自信を持って、あなたもこの会のメンバ

ーです。それで、この法律ができたときに、どれだけの団体が署名と運動を起こしたか
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といいますと、皆さん、いいですか。２４５団体、鳥取県で。２万０００人からの署

名が法務省や総務省、国に上がってできたんですよ。こういう皆さんが取り組んでいる

ということを御認識してくださいますか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

とてもたくさんの方と、たくさんの団体の皆さんのお力で、こういった法律等ができ

ているというのは承知しております。あらゆる差別の解消は、権利であり義務であると

いうふうにおっしゃいました。やはり差別されるというのは、その人においては一部権

利を失っているような状態であるというふうに思いますので、そういった状態を解消す

るのは我々の義務であるというふうに思っております。以上です。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 西山議員。

○議員（15番 西山富三郎君） 私たちは胸を張って、あそこの村に生まれましたよと、

こう言いたいわけです。ところが、そこの生まれたところを表現しますと、それが生き

ていくことで妨害になることがいっぱいあるんですね。したがって、同和教育の視点、

社会教育の視点は、水平社の視点も、胸張って、ふるさとを名乗らせたいというのが念

願ですし、基本方針です。いや、村の人は態度が悪いとか言葉が悪いとか云々と言って

ますけれども、それは間違いですね。大正１１年３月の３日に、既に私たちはこうやっ

て生きろという水平社宣言をうたってるんです。それで、それは小学校の６年生ぐらい

で教えるんですね。これ教育長、水平社宣言の捉え方はどういう捉え方ですか。どのよ

うに子供たちに教えていますか。

○教育長（鷲見 寛幸君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 先ほど議員から質問のありました水平社宣言の学習について

ですが、小学校６年生では、人権学習の中の人を人として大切にする学習というのを２

学期から３学期に向けて行います。これは、１年生のときからずっと発達段階に応じて

学習してきた人権学習の集大成の学習であります。この中で、水平社宣言、部落差別を

解消しようとしてきた多くの人々の努力を水平社運動を中心に学習し、そして差別に負

けず、団結して立ち上がった人々のすばらしさに気づくという狙いのもとに行われてお

ります。

この中で、水平社宣言の中で言われている「人の世に熱あれ、人間に光あれ」という

言葉があります。この熱というのを情熱、エネルギー、また熱意というふうに捉え、人

間として向上していこう、チャレンジしていこう、自分からどんどん行動しようという

ような一歩を踏み出していく、部落差別解消に向けて一歩を踏み出そうという力をみん

なが持とうという教育です。そして、「光あれ」の光の部分は、人は一人ずつみんなに
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光があると、人間そのものが輝いている。この一人一人を尊敬するというような思いを

子供たちに持たせたいと。そのことで全ての人が差別というものから解放される世の中

にしたいという気持ちを子供たちが持って、全ての人々にとって差別がなく、明るい、

温かい世の中にしたいというような狙いで、小学校６年生の人を人として大切に学習の

中では行われております。

また、中学校でも、中学校の社会の歴史学習が一通り終わった中で、水平社宣言の学

習を行います。そして、社会の中で人権教育を行って、中学生は中学生なりの発達段階

で、もっと広く世の中を見据え、全世界から人権問題を解消していこうという気持ちを

一人一人が持って行動する力を養うというような教育を行っております。以上です。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 西山議員。

○議員（15番 西山富三郎君） そのとおりです。いい子供たちを育てるように頑張って

ください。

私は、村の人にはこう言っとるわけですよ。皆さん方は子供に、教育長は子供に教え

る。私は村で、いろいろな大会で、まず団結せよということを言うんです。団結せえと

いうことは、ひきょう者になるなということです。私は、村の人にひきょう者になるな

ということです。例えばそれは、差別事件があったときでも黙ってこらえてしまうとい

うのは、それは美徳ですか、徳目ですか。そうじゃない。それは間違ってる言いなさい。

こういう気持ちを持ちなさい、こう言ってますね。

それから２つ目には、村に生まれたことを、生活の知恵をいただく場所なんだと。生

きる力をいただく場所なんだと。自信を持って村に生まれたことを誇りに思いなさいと

言ってますね。それから３つ目には、我々が解放の主体者だと、我々こそが解放の主役

になるんだよと、こう言ってます。それから４点目には、「人の世に熱あれ、人間に光

あれ」、教育長がおっしゃったとおりですね。これは全世界に向かって叫ぶことだと。

日本の国の同和問題だけじゃないよと。世界に向かって叫ぶ水平社宣言だと。こういう

考え方で村の人たちは生きなきゃならないと、こう言ってきておりますね。ですから、

そういう熱と光があったからこそ、皆さん方の協力も得て法律ができたという認識です。

そこで、言いたいのは、役場の職員の皆さん、あなた方は、税務課だとか何課で、あ

れは窓口は人権推進課である、これじゃいけんわけですね。これはいけん。みんなが一

体となって勉強せないかんですよ。私はこういうことを言っとるですよ。何ぼ頭がよく

ても、自分の課ばっかりのことしか知らん人はいけん。現場を知らんもんはいけん。そ

ういうものをペーパー職員と言うんです。先日、片山元知事がお話しされました。その

とおりですわ。霞ヶ関なんていうのはペーパーの職場ですわ。地方自治体は末端自治体

じゃないですよ。先端自治体ですよ。自治体があって国がある。こういうことですから

ね。町長、教育長、職員の研修会は開かれましたか。どうですか、どのような形で職員

の法律の学習を開かれますか。

－８５－



○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 西山議員の言われるとおり、行政職員は、そういった相談体

制の窓口にどの職員もなり得るというふうに思います。そのためには、一人一人が正し

い人権感覚も持つことが大切だというふうに思います。窓口で対応したときに、やっぱ

り１人では解決できないことが多いと思うので、それを組織として解決できるように情

報を共有しながら、関係機関と相談し、解決に向かっていくというようなネットワーク

というものが必要だと思っております。

大山町として職員の研修の中で上げております、全庁として行っております、みんな

の人権セミナーですとか、それから人権・同和教育推進者育成講座、これはＰＴＡ、ま

た企業や職域で行っております。また、人権・同和教育研究大会への参加、また人権・

同和教育問題小地域懇談会に参加し、職員研修を深め、窓口業務として、みんなが行動、

対応できるような組織づくりを行ってまいりたいというふうに考えております。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 西山議員。

○議員（15番 西山富三郎君） 職員の皆さん、人権教育、自治体というのは非人間的な

部分を正すところですよ。皆さん方は、非人間的なところを正すという認識を持って、

それには部落差別の現実をよく知ることなんですよ。教育長、答えていただけますか。

部落差別の本質というのは何ですか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 部落差別の本質ということでありますが、やはり先ほど子供

たちが学んでいるのは、人を人として大切にする学習をしているというふうに言いまし

た。これは、全ての差別の本質に共通することであり、今、西山議員が言われておりま

す一人一人を大切に、そして人を尊敬するというような気持ちが大切だと思います。そ

ういう気持ちが欠如しているということが部落差別を引き起こしている本質であるとい

うふうに考えます。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 西山議員。

○議員（15番 西山富三郎君） そのとおりですね。そういう社会をつくらなきゃなりま

せんけれども、具体的には同対審の答申には、市民的権利が不完全にしか保障されてい

ないと書いてあります。同和地区に生まれた者は、市民的権利が不完全にしか保障され

てないと言ってる。不完全と言ってるんです。覚えておきなさいよ。１つは何か。居住

の移転の自由を阻害される。あんた方は、そこに生まれたら、そこからなるべくよそに

移ったらいかんよ、住むところの自由が奪われたんですね。土地問題、居住の移転の自

由。それから、今、教育長がおっしゃった教育の機会均等の自由が奪われた。それから
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結婚の自由は言ったですかね、職業選択の自由が奪われた。そういう４つが市民的権利、

これが差別として残っているんですね。

この差別として残っているのをどこが発見したかというと、京都市が昭和２６年にオ

ールロマンスというエロ雑誌が、変な雑誌が部落の状況をありざまに書いてる。べらべ

ら書き並べたんです。京都の仲間たちが市に乗り込んで、あんた方は差別をしているん

じゃないですかと市長に尋ねたら、いや、差別してませんわと言うから、それでは、こ

ちらの質問に答えてくださいということで、大学に行っている人が少ないところ、大き

な会社に勤めてるところが少ないところ、不良住宅があるところ、職業が不安定なとこ

ろ、こういうことを部落の現実を質問したら、全部同和地区にだけ丸が重なったわけで

す。これこそが差別の現実だよと聞いて、各市町村が目覚めたということがあるわけで

す。それは市民的権利が不完全にしか保障されていないということがそういう事実とし

てございます。

したがって、町長、実態調査は今、法務省に我々が要求しております。法務省が今つ

くろうとしています。それで、法務省と県と市町村でつくります。実態がわからなかっ

たら、何言っとうですわい、今何が差別がああだいというようなことですから、まず実

態を知るということを皆さん方、市民的権利が４つありますから、市民的権利が不十分

にしか保障されていないということを覚えておいてください。時間がないので先に行き

ますけども。

それから、今、我々が県とお話をしているのは、学校教育課長、あれは何だったのか

な、住民生活課が扱ってる身元調査があるんです。身元調査をするのを我々が県に今話

ししてるのは、村の人だけじゃなくして全町民に不法にその人たちの身元調査をすれば、

全町民にあなたが知らないうちに身元調査をされましたという制度に変えようかと言っ

てるわけですね。そういうふうに、我々が本当に一生懸命で、我々のことだけじゃない

です。先ほど教育長がおっしゃったように、全ての人々の基本的人権が尊重されるよう

に運動しているということもつけ加えておきます。

そこで、生きた知恵、生きた知恵をみんな持ってくださいということを言ってるわけ

なんです。生きた知恵、本ばっかり読んどったっていけませんよ、生きた知恵。それに

は、私が言っております、足で歩け、汗をかき、涙を流す職員であり議員であり行政マ

ンでなけらないかんと思ってるわけですよ。そういうことを職員の皆さんはきちんと背

骨を、ぴんと背骨を立てて、背筋を立てて行動してください。

それでは、もうそろそろ、きょうは皆さんが早くしまいましたので、早くしまおうと

思いますので、あとは教育長を中心にお話ししていこうと思いますが、やっぱり今でも

寝た子を起こすなということがありますわ。それ教育委員会としてはどういうふうに教

えておられますか。

それから、社会教育というのは、私は大人を養成する、大人が学ぶ場所だと思ってお

るわけですね。そこには学習と実験が必要です。それで、ここが大事だと思うんですよ。
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人間をクローズアップするところだと思います。社会教育というのは、人間を大きくす

るところだと思うんですよ。大きく取り上げる。したがって、ここにいる執行部の皆さ

んも我々議員も、一人一人が光ってるわけですわ、原則的には。これが人権の思想です。

人権の思想というのは、自然のまま、そのままで光る存在でなきゃならんわけですね。

ですから、皆さん方も一人一人がたいまつですよ。俺は知らんけえ、人権に任せておけ

じゃないですよ。役場の管理者たる者は責任があります。一人一人がたいまつだと、そ

んな考えなんです。

私は、最近、こういう言葉を使ってるですよ。議会には議会文化というのがある。皆

さんには議会文化はない。我々議員にはある。町民に選ばれて、あの人のお話を聞き、

海のことは海の人に聞く、山のことは山の人に、農業のことは農業の人に、こういうあ

らゆる、門脇さんのように事務で大きくなった人、あらゆるところで大きくなった人、

皆さん方が持っていない体験を持っておるわけですね。その文化を持って議場に立つか

ら、議員は強いんです。しかし、それは私だけのことを考えているような議員はいけま

せんよ。二元代表制で、執行機関と議会が緊張感を持つ。緊張感を持つということは、

なれ合いになったらいかんということです。

それから、小地域懇談会もしっかりやってください。ちょっと私の耳に入ってるのは、

小地区懇談会で、おい、役場の職員、おまえら何しに来ただと、怠けえなって、来んで

も（聞き取り不明）というようなことを言ったという話が入ってきました。今度そうい

うことがあったら、私は問題にしようと思ってますよ。差別を見抜く力が大事なんです。

差別を見抜く力が大事なんです。そのために、社会教育の一環として小地域懇談会があ

るわけですね。小地域懇談会の取り組みはどうですか。

○教育長（鷲見 寛幸君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 先ほど初めに西山議員からお話のありました寝た子を起こす

なということについて、どう考えるかということですが、初めに、話がありましたよう

に、部落差別解消法が法律として制定されたということは、今でもいろいろなところに

部落差別があるということがあるために、こういった法律ができたわけであります。最

近では、インターネットの普及の時代によって、見えないところでいろいろな差別が全

国、また世界に出回っているというような状況です。ですので、そっとしておいてなく

なるものだというふうには全く思いません。そっとしておくということは、見えなくす

るということかもしれませんが、それは現実に見えないだけで、奥底にはずっと残って

いるものがたくさんあるんじゃないかと思うんです。

同和問題学習することによって、そういった潜在的に潜んでいるものをかき出して、

これを現実にあらわにして、これを解決していくにはどうしたらいいのかということを

国民全体で考えていって実践していくということが大事だというふうに思います。です

ので、寝た子を起こすなではなく、そういった現実をしっかりと捉えて、一人一人が差
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別解消に向けて取り組んでいくという取り組みが必要だなというふうに思います。

次に、小地域懇談会の取り組みについてですが、これは本当に行政職員だけではなく、

学校の教職員、また地域の方々、いろんな方々が取り組んでいるものでありまして、ほ

とんど全集落で行われておるものです。この取り組みは、本当に県内はもとより県外に

も先進的事例として紹介されるほどの取り組みです。このことを行うことで、一人一人

の皆さんの人権意識というものを目の当たりに直接聞くことができますし、やっぱり地

域に出かけていって一人一人の方と語り合うということで、部落差別解消に向けて、ま

た人権問題解消に向けて取り組んでいける懇談会だというふうに思っておりますので、

またいろいろ問題点もありましたら、それをまた参考にして、よりよいものにつなげて

いくようにというふうに考えております。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 西山議員。

○議員（15番 西山富三郎君） 大山町は人権セミナーというのをやっておるんですわ。

本当に中央からも立派な講師に来ていただいて、本当にいい勉強になりますよ。今、教

育長がおっしゃったのは、ビーカーの底に沈殿した泥を取り除くといった川口さんの考

え方と一緒ですね。わかりました。

それで、皆さん方にわかりやすく申し上げますと、差別というものは見ただけでわか

るというレベルというのがあるんですね、１つは。これは賤称語、差別落書き、結婚差

別、就職差別と、これらが見ただけでわかるレベルですね。注意深く見るとわかる。立

地条件だとかね、仕切り学級、私が講師で回ってたころ、小学校や中学校の先生に語意

数が少ないですよと言ったら、そんなことがあるだろうかと言って、私は、教室は差別

だらけだよと、あんた方は過程を知らんからと、こう言ったことがありましたが。語意

数の問題等がありますね。それで、やっぱり立地条件ですよ。例えば私は庄内の生まれ

ですけど、庄内は農村平野ですわ。田んぼを５反、６反持っとると楽に食えたという時

代があったんですね。で、うちの田、地区は、農村でありながら農村の姿をしてないわ

けです。田んぼが平均２反ぐらいですわ。田んぼ２反のものとね、田んぼを５反も６反

も１町も持ってるのとは生活の格が違いますよ。そういうスタートとして放り出された

陸の孤島だったということです。

私たちが子供のころ、小学校から帰るとき、子供たちが話すんですわ。うちの村とよ

その村とはどう違うだあかということを話すとね、こういう話ししたんですよ。木が少

ない。例えば下のほうには大きな大木がありますが、うちなんかは土地を狭められてま

すから、木を植えるスペースなんかなかったですね。そんな生い立ちがあるんですよ。

それから、うちの村の人がですね、今は御来屋の漁業組合の仲間に入って素潜りしてま

すわ。何で御来屋の海から３キロも４キロも先の生まれた子、者が海に入らなきゃなら

んですか。入る権限はなかったんですよ。鉄道より上の人は入ったらいけんという規則

があったんですけれども、誰かが生活の知恵で、あんた方は田んぼも少ないそうだから
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海に入りなさらんか、入りなさらんかという言葉をいただいて、黙って入っておったの

んが今の海の姿なんです。あれは差別の姿なんですよ。あれは差別の結果としての姿で

す。それで、漁業組合の人が、西山さん、あんた方の部落から入ってもらったら、漁業

組合員の人が生活ができんようになるけえ、やめてごしないということだったんですね。

そこで、町も中に入り、県も中に入り、生活をしなきゃならなんかということで、でき

た姿がうちの村の人が海に入ってる姿なんですよ。そういう背景があるんですよ。

それでね、小学校の子供たちがこんなすごい、名和小学校ですけども、卒業するとき

に、皆さん方がメッセージを言いますね。海に入っている孫さんですが、父が命がけで

働いて僕たちを育ててくれました。親の姿に学びたいと、こういった生き方をしてる人

がいるんですよ。差別から立ち上がって立派に生きた、親の背中を見た子供たちが育っ

てるわけです。そういうことを皆さんね、知っといてくださいよ。そういうことが、現

場を知らないと生きた知恵にならないということを私は言ってるわけですね。

で、８０年生きてきました。もうすぐ８２年になります。そんな中で、私は差別と戦

ってきました。母親の姿を生きてきました、母親の姿を見てきました。日本一の母親だ

と思っています。賢い母親でした。黙って、富三郎、悪いことしたらいかんぞ、悪いこ

とだけはするなよ。おまえは子供のころから何か義賊になるような、義民になるような

気性をしとったなといって、その言葉を背なに受けながら、背なに受けながら生きとる

わけですよ。そういう町長や役場の職員や議員に負けないと。だから、先生方はすごい

と思うんですよ。そういう子供たちが育ってるということでね、差別の中から命がけで

お父さんが働いて、海で稼いできていただいて食わさせていただいてると。その姿を見

てるということを卒業式のときに言うんですよ。これが部落差別の現実。現場には立法

事実があるというのが私の先輩から学んだことですね。運動から学んだことで、という

ことですので、きょうは早く終わって、あの、いきたいと思いますが。

町長、教育長、こういうまちづくりをしてください。人づくりしてください。まず差

別を見つける。差別を語る。それがつながらないかんわけですね。つながらないかんわ

けです。生まれてきた大山町じゃないですか。皆さん、大山町の主要な立場に立ってお

りますが、本当に大山町を誇って、大山町に生まれてよかった。人間は人間として尊敬

し合うもんだと、このようなですね、この差別解放、解消法ができたことを契機として、

契機として、部落差別を初め、あらゆる差別をなくしていこうではありませんか。町長、

あなたは本当に立派に町長になってもらわんと困るわけですね。あなたは、反対した人

も、投票したもん、しなかった人も、民主主、あなたが町長でいるということは、民主

主義正当性。しかし、あなた一人でできるというふうに思ったらいけませんよ。やっぱ

り議会と相談したり住民と相談したり、みんなと相談して、民主主義正当性があるわけ

です。我々も民主主義正当性があるわけだ。だから、二元代表制で切磋琢磨をして、い

い町をつくる責任があるわけですね。ひとつ人づくりというか、人間づくりというか、

本当に選ばれた、選ばれた者として安心、自信、自由をつくるまちづくり、安心、自信、
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自由をつくるまちづくり、通告はしてなかったですけれども、町長になった所感、教育

長になった所感を人権の視点でちょっと御披露くださいませ。それで終わりたいと思い

ます。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

西山議員に今御指導いただきました歴史、経過等を踏まえまして、あらゆる差別が解

消できるような地域、そして人を人として大切にするような文化が醸成されるようなま

ちづくりを進めていきたいと思っております。以上です。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 私は、大山町町民一人一人が生き生きと生活し、生き生きと

学び続ける大山町でありたいというふうに思っております。そのためには、先ほど西山

議員が言われたように、一人一人の尊厳を大切にし、人を尊敬し合う、そういった人、

人との間でないとなされないというふうに思います。そういった大山町をつくるよう、

教育の面で推進していきたいというふうに思っております。本日はありがとうございま

した。

○議員（15番 西山富三郎君） 終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで西山富三郎議員の質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） ここで休憩いたします。再開は３時１５分再開とします。

午後３時０５分休憩

午後３時１５分再開

○議長（杉谷 洋一君） 再開いたします。

８番、大森正治議員。

○議員（８番 大森 正治君） 日本共産党の大森正治です。大分お疲れかと思いますが、

でも若い町長さんですので、また爽やかな答弁が期待できると思っています。私はきょ

う３問、ただしていきたいと思います。順次、１問目からいきたいと思います。

まず、１問目ですけども、新町長の町政運営を問うということで、ずっと朝からこれ

に類する質問が続いておりますけども、ダブる部分もあるかもしれませんけども、よろ

しくお願いいたします。

この４月の町長選挙で町民の審判によりまして竹口町長が誕生しました。町長選挙前

にＮＰＯ法人大山王国との委託契約に関する問題、そして住宅リフォーム助成の精算金

に関する問題、この２つの不正事件が明るみになりました。これにどう対処するのかが

町長選挙の争点の一つであったと思います。それだけに、これを踏まえた今後の町行政
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のあり方っていうものが問われているのではないかというふうに思います。

なぜなら、２つの事件とも直接かかわった幹部職員の責任は大きいわけですが、と同

時に、この事件が起きた要因として、これまでの町行政の問題点が指摘されるからでは

ないかというふうに考えております。この２つの不正事件を教訓としまして、今後の町

行政をどう刷新していくのか、これを明確にしていくことが重要であると考えます。そ

れによって町民の皆さんは行政を信頼し、行政は町民の期待に応えた運営をすることが

できるからではないかというふうに思います。

そのために、新町長は、これから町政をどのように運営していく考えなのか。選挙時

に竹口町長が掲げられた公約の実現に向けての姿勢とともに、以下の点について伺いま

す。

１つ目、昨年度発覚した２つの不正事件について、どう認識され、どのように対処し

ていく考えでしょうか。

２つ目、どのような基本理念のもとに町政を運営していく方針でしょうか。

３点目、その基本理念のもとに、どのような施策を重点に実行していく方針でしょう

か。以上、お願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。大森議員から３点の御質問をいただきました。

疲れているんじゃないかというような御配慮もいただきましたけれども、初めての一

般質問の答弁で非常に気が張っておりますので、疲れを感じておりません。この後どっ

と疲れが出ないか心配をしておりますが、爽やかかどうかは置いときまして、疲れがな

いような答弁をしたいと思っております。

まず１点目、昨年度発覚した２つの不正事件について、どう認識し、どのように対処

していく考えかについてお答えをします。

議会の調査特別委員会報告にもありますように、委託側と受託側を一人二役で業務を

行っていたこと、同一職員が１０年以上も同様な部署に所属し、かつ検査を行う立場で

あったことが２つの不正事件を生んだ大きな要因と考えております。また、おかしいこ

とをおかしいと言えない、言っても取り合ってもらえない職場風土があったのではない

かと思います。

対処としましては、商工会の案件につきましては刑事事件として告発しているところ

であり、ＮＰＯ法人の案件につきましては住民訴訟を受けておりますので、司法の判断

をまちたいと思っております。

職場環境の改善につきましては、再発防止のための対策チームを設け、定期的な異動

に努め、風通しのよい、働きやすい職場づくりを行ってまいります。

２点目、どのような基本理念のもとに町政を運営していく方針かについてですが、基

本理念は、誰もが安心して住み続けられる地域をつくることであり、最大の課題である
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人口減少に歯どめがかかるように町政を運営していく方針です。

３点目、その基本理念のもとに、どのような施策を重点に実行していく方針かについ

てですが、人口減少を食いとめるため、町外に出ていかない、町内に戻ってきてもらえ

る、町外から移住してもらえるように政策を実行していきます。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） １点目に関してですけども、この不正事件をどのように

認識しということで、的確な認識なのかなというふうに思います。いろいろと問題は小

さい点も上げればあると思いますけども、確かにこの２つですね、一人二役で業務を行

っていた、そして１０年以上も同様な部署に所属していたっていう面が大きく要因とし

てあるというふうに思います。それからもう一つは、商工会との関係の問題ですけども、

これもそういう幹部職員がああいう判断をしてしまったと、個人口座に振り込ませるよ

うな。普通考えられないんですけども、問題があったときに、どう対応するかというこ

とが十分行政内部で意思統一といいますか、何でも相談できるような体制がなかったの

かというふうなことも考えられます。

その点で、それに対応することとして、風通しのよい、働きやすい職場をつくるとい

うふうに言っておられます。これは大事なことだろうというふうに思います。やっぱり

町長のリード、リーダーのもとに一人一人の職員の皆さんが本当にやる気を持って仕事

に、町民の幸せのために邁進していかれるためには、やはり自由に物が言えたり、そし

て悩んでいたら、それも相談ができる、あるいは自分の提言を聞いてもらえる、そうい

うことが自由に行える風通しのよい職場というふうに言えると思いますけども、じゃあ、

具体的にそれを実現するために、どんなふうなことを町長は考えていらっしゃるのか。

いろいろあるかと思いますけども、現在このような点で職員間の風通しのよさ、考えて

いらっしゃいますでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

何でも相談できるような職場、風通しのいい職場をつくるために、どういう方法でと

いう御質問でしたけれども、やはり文書で何かを示すというようなことでは、当然風通

しのいい職場にはならないわけでありまして、働いてるのは人間ですので、人と人との

コミュニケーションがどういうふうに形成されるかというのが風通しの、風通しのよさ、

風通しのいい職場をつくることにつながるのかなというふうに思っております。

具体的には、今、一例を挙げますと、例えばまだまだ住民さんから役場に来たときに

挨拶がないとか、職員の元気がないとかいうふうに言われることがあるんですけれども、

そういったこと一つをとりましても、やはり職員同士あるいは職員と町民さんの間でし
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っかり信頼関係ができれば、挨拶ももっと円滑にされるのかなというふうに思いますし、

そういう雰囲気づくりですね、挨拶をするのが当然だというような雰囲気を職場の中で

もつくることが重要なのかなというふうに思っております。

またですね、仕事の人間関係のみならず、やっぱりプライベートなつき合いを嫌がる

ような風潮も昨今ありますけれども、仕事以外の部分でもコミュニケーションをとれる

ような場があれば、仕事の相談もしやすくなるのかなというふうに思っております。以

上です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 簡単なようですけども、大事なことを言われたかなと思

います。挨拶ということね。一つの手段として重要なもんだというふうに私も思ってお

りますけども。ですから、そこを出発点にして人間関係が生まれていくというふうに思

います。それを上から目線的に挨拶しような、しましょうねと言うだけではなくて、町

長みずからどんどん職員の皆さんに挨拶していく、もちろん住民の皆さんも含めてです

けども。あるいはここにいらっしゃる課長さん方は、同じ職員の皆さんにみずから挨拶

をしていく。職員の皆さんが挨拶するのを待ってからじゃなくて、お互いにどっちから

ともなく、特に課長さんのほうからしていって、きょうも元気で頑張ろうなという気持

ちを込めながら挨拶するというのは、本当にコミュニケーションの出発として、そして

その一日の仕事を、その人の一日の仕事をしていく上での原動力になるかなって思いま

すが、そのあたり、町長みずからそういう挨拶というようなことを実行していらっしゃ

るんでしょうか。ちょっと現場を見てないのでわからないんですが、いかがなもんでし

ょう。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

町長自身、私自身が自発的に挨拶をしとるのかというところですけれども、私の感覚

としては、かなり積極的に挨拶を毎朝あるいは就業中でもするようにしております。ま

たですね、その、自発的な挨拶が必要だというような御発言もありましたけれども、自

発的な挨拶をしましょうといってできていれば、恐らく今、挨拶がもっとこう盛んにさ

れているのかなというふうに思います。そこも、できない原因、しにくい雰囲気があれ

ば、何でそうなのかというのを考えながら、どういうふうにしたら皆さん挨拶しやすく

なるかなというようなところから考えていきたいと思いますし、例えばもう、ルールで、

こういうふうな挨拶をしましょうとか、１人が言ったら、みんなが言いましょうとか、

何かある程度のルールなりを決めてやっていかないと、なかなか自発的なところを待っ

ていてはできないのかなというふうに思います。私自身は積極的に今後も挨拶を続けて

いきたいと思っております。以上です。
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○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） そういう姿勢が大事だろうと思います。自然とそこから

ずっと輪が広がっていくいうふうに思います。そして、そこを出発点として、仕事の内

容にもかかわっていくんだろうというふうに思います。職員さんも人間ですから、いろ

いろな、やる気もあれば、あるいは仕事の内容によって行き詰まって困って、困られる

こともあるんじゃないかなと、悩みもあるんでないかな、そういうときもあると思いま

すよね。そういうときに、お互いに自由に物が言える、悩みがあったら、それを打ち明

けて、あるいは困ったら、わからないことがあったら、それを遠慮なしに聞く。自分の

中にとどめておかないで、みんなで共有して解決に向かっていくっていうことが必要だ

ろうと思いますけども、そういう場づくりですね。課長会議等があるというふうに聞い

てますけども、そのあたりの今度は仕事の内容に関して何でも話せる、みんなで一丸と

なって共有する部分は共有して解決に向けたり、よりよい仕事をしていく方向に向ける

ためのその手段、手段といいますかね、何かそのあたりを町長としては考えていらっし

ゃるのか、そして実践していらっしゃるのか、伺いたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

仕事に悩んだときに自由に相談できるようなこう職場であるかというところですけれ

ども、なかなか私自身がですね、課長ではありませんので、そういうところが今どうい

う空気感で仕事を行われているかというのは、なかなか肌感覚ではわからないところが

あります。で、やっぱり人によって相談しやすい、しにくいというのもあると思います

し、同じ課の中だと相談しにくいから、ほかの課の人だったら相談しやすいとか、いろ

いろなことがあると思いますが、今後も風通しのいい職場づくりに関しては、いろいろ

と議論をしていきたいと思いますし、今、課長の会議ということでありましたが、管理

職の会議なんかでも今後議題に上げながら、いろいろと議論をしていきたいなというふ

うに思っております。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 若い町長ですので、その辺の新しい発想で、お互いの悩

みが打ち明けれる、そして問題解決をしていけるというふうに期待しております。若い

からこそ、いろいろと物が言いやすいじゃないかということをたしか言われたことがあ

ると思いますけども、そういうよさを生かしていただければ、あの、よりいい行政運営

に、できるんじゃないかなというふうに私も期待しております。

それでですね、今のようないい雰囲気をつくり出していく上で、ちょっと前後しまし

た、しますけども、この昨年度起こりましたこの不祥事の事件、これを生かすことが大

－９５－



事ですが、その前に、そのためにはこの不正事件の全容解明ということがやっぱり、行

政みずからするということが求められると思います。議会は議会のほうでやりました。

行政みずから、それを解明することによって、じゃあどうすればいいか、これからとい

うことが出てくると思います。

もう既にいろいろ考えていらっしゃるとは思いますけども、その全容解明に向けての

体制、そしてスケジュールですね、いつまでもこれ長々とやっていくもんじゃないと思

います。そういう体制とスケジュールというのをどういうふうに考えていらっしゃるの

か。現にやっていらっしゃるようですけども、いま一度その部分をお願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

全容解明に向けてということですけれども、その全容解明っていうところの定義がそ

れぞれ違うのかなというふうに思いますが、あの、行政としましても今、内部の調査等

を進めておりますし、不適切な事務が疑われるような案件に関しては、あの、相談等も

しながら、警察へ相談等もしながら進めていっているところでございます。ただその、

余り詳細等は、中間報告みたいなところは、当然捜査等にも影響する面がありますので、

詳しくお答えすることができないところが多いかと思いますが、今後のスケジュールと

しましては、司法の判断等が最終的な全容解明だということになれば、相当先になるの

かなと思いますけれども、行政内部の調査を終えて、各適切なところに報告をし、ある

いはこちらも説明をし、その段階で全容解明をしたというようなことであれば、そう遠

くはないうちにできるのではないのかなというふうに思っております。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 今スケジュール的なものを言われましたが、遠くないっ

ていうことは、どれぐらいかな、半年ぐらいかなということを新聞の記事でも読みまし

たけども、これは体制としては、どういう体制で今この事件について解明を進めていら

っしゃるんでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 解明に向けましては、副町長、総務課長、総務課長補佐と金田

参事を中心に進めております。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） あの、それをですね、あの、我々議員にっていう、議会

にということは、また町民にも公表されるということになると思いますけども、やはり

行政みずからそれを行うと、行ったら公開するということをぜひやっていただきたいと
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思うんです。その際にですね、やはり問題点は何だったのか、まず１点、これをはっき

りさせること。それから、その要因は何だったのか。それを２点目としてはっきりさせ

ることだろうと思うんです。

先ほどは、あの、大まかな大事な重要な点を言われましたけども、それも含めた詳細

にわたる問題点、そしてその要因を明らかにする。そこから次の今後じゃあどうしてい

けばいいのかということも、より見えてくるんじゃないかなというふうに思いますので、

先ほど挨拶からということがありましたが、それも含めながら具体的な部分での今後の

町政の進め方っていうのも出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、そのあ

たり、町長としてのリーダーシップも発揮しながら解明に向けていただきたい。司法の

判断ということもあるようですけども、できる部分で行政がみずからやっぱりきちっと

解明して、それを町民に公表するということをしていただきたいと思うんですが、いか

がでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。問題点と要因もしっかり明らかにするというようなこと

ですけれども、この問題点、要因あるいは再発防止に関しましては、先ほど説明した解

明をしている４者とは別に、再発防止等に向けたそのプロジェクトチームをつくってや

っておりまして、そちらで話し合われたところで問題点や要因や再発防止策については

出てくるのかなというふうに思いますし、こちらも説明責任をしっかり果たしていきた

いというふうに思っておりますし、もう何でもしゃべっていいのであれば、私もどんど

ん説明をしていきたいのですが、やはりですね、その、捜査に影響する、あるいはその、

捜査妨害になるようなことにつながるおそれがありますので、とにかくその、確定した

ところの情報以外はなかなか御説明が難しいのかなというふうに思っておりますし、そ

れぞれが確定した際には丁寧な説明、詳しい説明をしていきたいというふうに思ってお

ります。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） そういうところを基盤にしながら、先ほど言われたこの

基本理念、誰もが安心して住み続けられる地域をつくる、そしてそれは人口減少にも歯

どめがかかるというふうなことにつながっていくだろうというふうに思います。かなり

その基本理念といいましても、町長、具体的な点を言っていらっしゃっているなという

ふうに思いますけども、結局は今のような人口減少に歯どめをかける、町外へ出ていか

ない、戻ってきてもらえる、そして町外からも移住してもらえる、そういう政策という

ことでありますけども、もうちょっとこの、何というんでしょうか、総論的な意味での

町政の運営っていうのはあるんでしょうか。考えていらっしゃいますか。

私としては各論のように思えるんですけども、これはこれで本当に大事だろうと思い
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ます。一言で言えば、どういうこの、大山町政を目指すというか、どういう基本理念の

もとに今のような町外に出ていかない、戻ってきてももらえる、そして町外からも移住

してもらえるという重点施策ということになるのか。もしありましたら明らかにしてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

ちょっとすごく難しくて、総論的な理念というのがどういうものを指しているのかっ

ていうのがなかなか理解できませんけれども、やはりその、人口減少に関してで言えば、

当然その、この町民自体がこの町に住みたい、住み続けたいと思ってもらえるような町

にしなければ、外からの人はなかなかあそこに住みたいなと思ってもらえないわけで、

あの、住民の方がこの地域、住みやすいなというふうに思ってもらえるような町にして

いきたいなというふうに考えております。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 具体的なものが大事だろうと思いますし、それは一言で

言えば、私自身は、さっきもおっしゃったような、今いる町民が本当に幸せ感を感ずる、

住んでよかったなと思えるものだろうと思います。そのためには、やはり行政というの

は一人一人を大事にする、先ほども一人一人の尊厳ということがありましたけども、そ

こを大事にすることによって格差もなくなる、貧困と格差ということを言われますけど

も、そのあたりも解消していくということにもなっていくんじゃないかなというふうに

思います。午前中からの答弁聞いとります。本当にそのあたりをきちっと町民のほうに

顔を向けた姿勢ではないかなというふうに私自身も印象として持っておりますので、期

待したいと思っております。持ち上げるような発言してますけども、私の率直な感想と

して、次の２問目に行きたいと思います。

２問目は、基金のあり方と債券運用を問うということであります。

この選挙後、副町長人事をめぐりまして基金の債券運用が明らかになりました。その

実情を私自身も知ることができたわけですが、議員の多くも、それを知ることができた

ということだろうと思います。これを契機としまして、この債券運用を含む基金のあり

方全般について論議していくこと、これは重要なことだし、有意義なことだというふう

に考えます。低金利の時代です。基金を適正な形で積極的に運用していくこと、これは

財源確保の視点からも私はうなずけることであると思っております。

ただ、その基金本来のあり方が阻害されないようにする必要があるのではないかとい

うふうに思います。基金は、あくまでも住民の福祉の増進のために活用されるべきであ

ると思い、思います。そのために、現状の基金の債券運用は適正なのか。課題はないの

か。あるとすれば、どのような改善を図る必要があるのか。しっかり議論し、適正な運
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用をしていかなければならないと考えます。で、次の点について伺います。

１点目、基金のあり方について、どう認識しておられますか。

２点目、基金の債券運用の現状と課題について、どう考えておられますか。

３点目、その課題を解決し、適正に債券運用していくためにどのような具体策を考え

ておられますでしょうか。以上です。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 大森議員の２つ目の質問、３点いただいておりますので、お答

えさせていただきます。

まず１点目、基金のあり方についてどう認識しているかについてですが、地方自治法

で、基金は、条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければな

らないと定められております。このため、本町では各基金について条例を制定し、基金

運用に関し必要な事項を定め、そして大山町資金管理及び運用についての方針に基づき、

その運用を行っております。

２点目、基金の債券運用の現状と課題についてどう考えるかですが、現在、基金総額

は６０億円、基金の債券運用額は３４億円です。安心できる運用をすることが課題であ

り、そのためには明確なルールが必要だと考えております。

３点目、その課題を解決し、適正に債券運用していくために、どのような具体策を考

えているのかですが、先般の議会との議論を踏まえ、財務規則を一部改正し、会計課長

の位置づけの明確化と様式の整理を行いました。また、大山町資金管理及び運用に関す

る方針を見直し、会計管理者は、資金運用を行うときに副町長、総務課長、財政担当者

で公金運用会議を開催することとし、資金管理の実績報告は毎月町長に行うこととしま

した。加えて、債券運用の限度額を基金総額の６０％以内とするとともに、基金の運用

実績を公表することとしました。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） この基金というものですね、わかりやすく言えば貯金な

わけですけども、それは活用するためにある、ためるためにあるわけじゃなくて、当た

り前のことですけども、例えばこれは災害があったとき、突発的な、緊急に要する場合、

そして赤字というか、資金不足になったときにこれを使うというようなことがあろうか

と思いますが、ということは、何かに備えてためておくだけでは能がないのでというこ

とがあると思います。だから、そういうときには、こういう債券運用と、少しでも財源

確保のために債券運用というのがあるんだなというのは、これは本当に私も賛成なわけ

ですけども。

その、もう一つはやっぱり、使うということもあると思うんですよね。財源確保も必
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要かもしれませんけども、これは積極的に町民の福祉増進ということも先ほども言いま

したけども、いろんな事業を住民のためにやっていくことに活用するということが私は

重要なことではないかというふうに思うんですよね。その点、町長はどのようにお考え

でしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

基金に関しては、御指摘のとおり、将来に備えての蓄えであるというような部分もあ

りますし、一つには、政策的に積極的に使っていく必要もあろうかと思います。特に現

在、ふるさと納税でためられた基金もありますけども、ふるさと納税は貯金するために

しているわけではなくて、町の政策のために使ってほしいということで寄附をされてお

りますので、こういったところは積極的に使っていきたいと思いますし、今回の議会で

も提案させていただいておりますが、今のところは子育て施策の充実等にも使っていき

たいなというふうに思っております。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） その点は本当に私も重要だろうと思っておりますので、

基本的な考えとしては、大いにやってほしいなというふうに思います。予算が足りなく

なったときに使うということもあるわけですが、それは何かの施策をするときにも必要

なわけですから、今回のような子育て支援の事業を進めていくという場合にも、今のよ

うな基金ですね、ふるさと納税の基金からというのもあると思います。これも結構、２

億以上でしたっけ、ありますので、かなり使えるんじゃないかなと。これ目的もはっき

り、こういうものに使ってっていうものもあるようですので、教育もありましたし、そ

れから福祉関係もありましたし、それから自然を生かすためにもと、守るためにもとい

うふうなことがあったと思いますので、積極的に使っていいじゃないかなというふうに

私は思います。

と同時に、福祉の増進のためにというんですから、ここは使ってもいいなと。自由に

使える財政調整基金というのがありますけども、そこらあたりも大いに活用するという

ことも必要だろうというふうに思います。その点ですね、今、手持ちの基金の中で、ど

んどん進めて、どんどんといいますか、事業を進めていく上で十分かどうかということ

ですけども、後でまた言いますけども、現在、基金の債券運用が３４億円、あと残りが

何ぼですか、２６億円ほどあるわけですけども、この中で十分そういう事業に活用して

いけるというふうに見込んでいらっしゃるんでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。基金を積極的に使っていくかどうかというお話でしたけ
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れども、積極的に使うというと、もう基金があるから、ふるさと納税してもらったお金

があるんで、どんどん使いましょうというように感じるかもしれませんが、それをする

と一種のばらまきみたいなことになりますので、政策的な効果がどういうふうに出るの

かを慎重に見きわめながら使っていきたいなと思いますし、その計画性のある使い方を

しないと、基金がなくなったら、じゃあ制度が変わるのかといいましたら、なかなかそ

ういうわけにもならないと思いますので、継続性のある政策に関しては、その基金の活

用というよりは財政全体の調整を図っていきたいと思っておりますし、そうでない部分

に関しては基金を使っていきたいなというふうに思っております。

また、国のほうも総務省がなかなかちょっと地方の実態をわかってないようなことを

最近言い出しまして、基金がよくふえてる自治体に関しては交付税を減らすのような検

討をされてるようですけれども、そういうことがあるないにかかわらず、基金をためる

意味というのを考えながら、使うべきところは使っていきたいなというふうに考えてお

ります。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 当然だろうと思います。そういう有効な使い方、してい

かれるということは当然だろうと思いますので、頑張っていただきたいんですが。

ただ、ちょっと私、素人目で心配しますのは、この基金運用についてちょっと伺いま

すけども、あ、債券運用ですね、伺いますけども、先ほどありましたように、基金が６

０億円あって、今現在、債券運用が３４億円と。これ大体約６割ぐらいでしょうか。基

金総額の６０％ぐらいだということですけども、かなり割合として高いじゃないかなと

いう気がするわけですけども、その辺どのように考えておられますか。私の感覚では、

もっと少なくてもいいじゃないかなということを思うんですけども、いかがでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 基金の債券運用の割合についての御質問ですけれども、今、債

券運用の限度額を基金総額の６０％以内というふうに定めておりますが、これが多いの

か少ないのかというのは、かなり感覚的な部分もあるのかなというふうに思います。で、

６割は債券だとしても、そうじゃない４割の部分は債券以外で保有しておりまして、い

ざというときに使える基金がどれぐらいあるのかというところも加味しましても、６０

％以内ぐらいであれば安定的な財政運営ができるというふうに判断して、このような数

字にしております。

今後、いろいろな状況の変化等ありまして、見直しが必要ということであれば、かな

りこれも議論が難しいところではあると思いますけれども、全く運用しないということ

であれば、先ほどおっしゃったように、利息も生まずにずっと置いたままのお金になる

というようなところになりますので、限られた財源を捻出するためにも、ある程度適当
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な範囲で基金を債券運用する必要はあるというふうに思っております。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 確かに突発的な予算が必要でないとき、あるいはそうで、

必要だというものがないときには大いに使っていいかもしれませんけども、何が起きる

かわかりませんし、また積極的にこの基金を活用するためにも、すぐ使えるもの、債券

運用しておれば、そこからすぐに現金化する方法もあるということを聞きましたけども、

もう少し割合としては少なくてもいいじゃないかなと。ほかの自治体の例聞きますと、

２割、３割あるいは１割ぐらいでもいいじゃないかなというところもあるように思うん

ですけども。そして、この期間ですね、償還期間ていうのが２０年から３０年と非常に

長期、超長期の期間のようですけども、そのあたりからしても、いいのかなという懸念

をちょっと素人目では見るんですけども、いかがなもんでしょうかね。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 町長。竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） その債券の運用割合の続きですけれども、もうこれぐらいの割

合だったら一番安全で、かつ運用利息も入ってくるという割合がもしずばりでもあれば、

ぜひ御提案いただきたいなというふうに思うんですけれども、中には自治体で２０％、

３０％というところもありますし、全国的には８割、９割、債券で持っておられる自治

体もあります。どの程度が適正なのかというところは、それぞれの自治体の判断かと思

いますけれども、大山町としましては６０％以内とするように定めておりますし、今の

ところ今後それを買い増すような予定はありませんので、現状をしばらくは維持するの

かなというふうに思っております。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） このたび出された、大山町資金管理及び運用についての

方針を改正するということで出されました中に、今の基金の総額の６０％以内を債券運

用の限度額にするというのが出ましたけども、ここには何かの根拠があって６０％以内

とされたと思うんですけども、それはどんな根拠からでしょうかね。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 根拠ということですけれども、先ほどの答弁と重なるんですが、

やはりその、適正な数字がどこなのかというのは、すごくこう賛否あると思うんです。

で、もうこの数字だったら安全、この数字だったら危ない、そういったものが明確にあ

るのであれば設定がしやすいのかなというふうに思いますが、現状では何か突発的なこ

とがあっても、大山町の場合でいうと４０％以上、今の基金でいうと２４億以上は債券

ではないというところで、安定した財政運営ができるというふうに判断をしております。
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○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） という、いろいろと内部での議論の結果、そういうふう

にされたと思います。余計なこと言うかもしれませんけども、現在運用してる額がそれ

ぐらいなので、それで６０％以内とされたのかなという、これは私のうがった見方です

けども、されたのかなというふうに思いますが。要はこれで、この割合で債券運用もで

きて、財源確保もできるし、それからまた基金を活用した事業も展開していくことがで

きるということならば、注視していきたいというふうに思います。

それからもう１点ですね、この資金管理の実績報告を毎月町長に行うということも改

正の中に盛り込まれております。これは当然だろうというふうに思います。管理者の権

限があるといっても、やはりそこは町長の権限のもとに運用していくべきだろうという

ふうに思います。と同時にですね、行政だけではなくて、当然議会のほうにも何らかの

報告があってほしいなというふうに思うんです。

それは、この債券運用をされたのが２年前、平成２７年からということを聞いてます

けども、そのことをたしか議会は何も聞いてなかった。担当の常任委員会ではあったか

もしれませんけども、議会全体に何の話もなかったように私は思います。やはり結構重

要なこれは案件だろうというふうに私は判断しますので、やはりその当初にも議会に話

があってしかるべきだったのではないかなというふうにも思ったわけですけども、今後

ですね、やはりこの資金運用の状況なんか、議会にも報告していただきたいんですが、

その点いかがでしょう。どうお考えですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。この改正、方針の見直しで毎月報告があるので、議会に

も報告してほしいということですけれども、今この方針の改正が６月１日、今月の１日

付での改正でありまして、６月分に関しましては６月末で締めて、６月末が過ぎた以降

に７月中に担当課から報告があるかと思っておりますけれども、あわせてタイミングを

見て議会のほうにも報告をさせていただきたいと思います。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） はい。前向きな答弁がありましたので、一応これについ

ては終わりにします。

３問目に行きたいと思います。３問目は、かねてより私のほうからもずっと取り上げ

てまいりました高校生の通学費に補助をということであります。

竹口町長、選挙公約の中にも、この子育て支援の一つといたしまして高校生への通学

費の補助を掲げておられました。私もずっと取り上げてきたことですけども、これです

ね、私の４月のこの議会選挙の公約の一つとしても、この高校生の通学費の補助を掲げ
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たわけですけども、実はですね、これ選挙前に行いました、私どもが行った住民アンケ

ート、その中にも非常に強い要望があったというふうに思います。判断しました。３割

もの人がこれを希望しておられました、回答の中で。子育て、教育のその項目の中では

一番多い要求だったということもあります。町民の要求度が高い項目ではないかなとい

うふうに思います。それもね、そのはずだろうなっていうふうに思うんです。

それは、高校生がいる家庭の教育費の負担は本当に大きいと思います。ちょっと私も

ある統計を見てみましたら、年間５万円以上はかかっております、それぐらいね。中学

校のときと比べても数倍もの負担ではないかというふうに思います。それから、その上、

今の私が言いましたのは通学費以外の純粋な教育費として、それぐらいかかっている。

その上に、大山町から米子市あるいは倉吉にしても、境港という話もきょうありました

けども、そういう高校等に通いますと通学費が１人当たり５万円から８万円かかるとい

う私自身の試算ですけども、しております。境港までとなると、もうちょっといくのか

なと。中山と、中山口と大山口駅からとでは、また違いますよね。私は今、ＪＲの場合

を想定して言ってるんですけども、この交通費がとにかく結構かかる。教育費以上にか

かるということがあります。これは、本当に高校生をお持ちの家庭にとっては大きな経

済的な負担になっております。

しかも、これが高校の近くの米子市の生徒とか境港市の生徒も含めてですけども、こ

この高校生はこの通学費がほとんどない、あるいはゼロというところもあるわけですか

ら、大山町から通う高校生との格差というのは余りにも大きな負担の格差があるんじゃ

ないかなという点からも、この高校生に通学費の補助をするていうのは、本当に子育て

の支援の、子育て支援の具体的な事業として、この少子化対策に私は有効な政策ではな

いか、施策ではないかというふうに考えるわけです。この公約の実現に向けまして、町

長、どのような方針で進められるのか。午前中もありましたので、大体わかりましたけ

ども、改めて答弁願いたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） 大森議員の３つ目の質問にお答えいたします。

現在、実現に向けて担当課が試算などの検討をしております。先ほど午前中の米本議

員への答弁と同じになりますけれども、一例として公共交通機関のＪＲとバスの定期代、

バスとデマンドバスの回数券の購入費用の２分の１補助をした場合の経費は、年間で約

５００万円から０００万円程度です。今後、詳細を詰めて、なるべく早い段階で議

会に提案をさせていただきたいと思います。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 私もちょっと試算してみましたけども、大体先ほど２分
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の１補助した場合の数字が出されましたけども、年間約５００万円から０００万円

必要だろうということですけども、全額補助で０００万円から０００万円というこ

とになります。町長は、２分の１補助を想定した検討をされてるのかなというふうに思

いますが、全額補助ということは視野に入れていらっしゃらないのか。これからの検討

課題だろうとは思いますけども、その点いかがでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。お答えします。

補助率のところで２分の１じゃなくて全額はどうかというような話がありましたけれ

ども、全額の助成は、財源的なものもありますし、その制度として全額助成した際に、

じゃあただだったら買っておこうかというようなところも当然生まれてくるのかなとい

うふうに思います。今、県内でも大山町以外にやられている自治体が２つほどあります

けれども、そういったところの事例を見ても、なかなか全額補助には踏み切れてないと

いうところもありますので、まずは２分の１でスタートして、その後はいろいろ検討を

していきたいなというふうに思っております。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） はい、わかりました。２分の１補助でも随分と家計負担

は軽くなりますし、第一歩としては、それもあるのかなというふうには思います。何せ

やっぱりこういう事業を行う、高校生に対しても子育て支援として大山町はやってるん

だよということ、特に高校生ですと、私も、中学生とは違って意識も高まりますので、

つまり大山町に対する愛着心というものもより強くなってくるんじゃないかなと思いま

す。やっぱりそうすれば、そこからやがて仮に大山町から出ていっても、また大山町に

戻ってこようかなというところにもつながっていくんじゃないか、あるいは大山町にと

どまって生活していこうかと、働いていこうかということもあると思いますので、その

点でも私は高校生へのこういった子育て支援策、大事じゃないかなというふうに思うわ

けです。

それで、もう一つ具体的なことを聞きますけども、今検討していらっしゃるというこ

とですが、町長としては、これいつから実施というふうに予定しておられますか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） できる限り早い段階で議会のほうにも予算提案等をさせていた

だきたいと思いますし、来年度当初でいきなり制度をスタートさせるというのは、なか

なかリスクがあるのかな、年度途中に制度を変えるというのは難しいと思いますので、

今年度中にスタートをして、来年度に向けて制度を吟味する上でも、できれば今年度中

にはスタートさせたいなというふうに思っております。以上です。
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○議員（８番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） はい。スピード感を持ってやるということをおっしゃっ

てますので、これも一つのあらわれかなと思いますけども、財源の問題もあろうかと思

います。あるいはそのほか、いろいろとまた課題も出てくるかもしれませんので、その

あたりは担当課のほうとも相談しながら、慎重に進めていただければというふうに思い

ます。やっぱりこういういいことは早ければ早いほどいいのかなと、慎重に進めながら

も早いほどいい、早ければ早いほどいいのかなというふうに私も思いますので、ぜひ実

現していただきたいというふうに思います。最後、要望みたいになりましたけども、期

待しております。

○議長（杉谷 洋一君） 答えは受けんですか。

○議員（８番 大森 正治君） こういう終わり方はいけないというふうに……。

○議長（杉谷 洋一君） 前から決まっとるじゃないですか。

○議員（８番 大森 正治君） 言っておられますので、そういう期待を込めてっていう

ことで、何か町長のほうからありましたら、最後にもう一度お願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。スピード感を持ちながらも慎重に検討するところはしっ

かり検討をして、いい政策にしていきたいと思っております。

○議員（８番 大森 正治君） はい、終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで大森議員の質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） 次に、加藤議員の通告は３０分ですので、続けて行いたいと思

います。よろしくお願いします。

じゃあ、４番、加藤紀之議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 加藤でございます。ええとですね、通告に従いまして１

問質問をさせてもらいますけれども、ちょっと初めに、要らぬお世話かもしれないです

けども、竹口町長、余りに答弁がびしばしと来るもので、ちょっと想定よりも短い時間

で終わられる方もおられますし、それから私もちょっときょう回ってこないかなとか思

いながら用意はしてましたけれども、そういった面で、職員さんの勉強の機会にもなり

ますので、少しは職員さんに話をする機会を与えてあげてもいいのではないかなとちょ

っと思いながら、きょう聞いておりました。

それでは、ええとですね、４月に行われました議会議員選挙で、に際して、その前、

前段ですね、後援会活動をしていて気になった点として、比較的人口が集中している地

区に危険な箇所、危ない場所が見受けられたと。例えば中山の下市川に面する、面する

というか、並行して走っている道路と水面との高さがかなりあるような場所なんですけ
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ども、そういった場所にもガードレールがなくて、転落すれば大けがをしかねないと、

そういうような場所がありました。それから、名和駅の直下、９号線から御来屋８区、

９区に向かって流れる川では、何年かの間に２人が転落し、大けがをされているという

ような話を住民さんからお聞きしました。

ここで上げさせてもらったのは、川が中心だったんですけども、ほかにもですね、議

員と語る会とかに出れば、１年に１件ぐらいはそういった危険な場所、例えばまぶやの

駐車場を出入りする際に危ないであるとかいう話がちらほら聞かれます。町長は、誰よ

りも後援会活動で町内を歩かれて、私よりも多くの場所で、こういった危ない場所、危

険な場所に気づかれたり、住民からお話を聞かれたことと思われます。

そこでですね、こういった危険な場所に対する竹口町長のお考えを伺いたいと思いま

す。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） はい。それでは、加藤議員の御質問にお答えします。

加藤議員も御来屋から出られております議員さんですので、特に地元の声なんかもよ

く聞かれているのかなというふうに思います。

まず、議員御指摘の箇所についてですが、下市川は県管理河川であり、川沿いの道路

は河川管理道として県が管理されております。河川管理道路は、河川の維持管理を主な

目的としているため、ガードレールや転落防止柵が設置されていない箇所がほとんどで

す。

こうした河川管理道にガードレールを設置する場合、河川管理者の許可を受けて設置

することとなるため、地元から町への要望を受けて対応しております。また、御来屋地

内の水路については個別に御相談があり、集落環境整備事業による申請を上げていただ

くよう回答させていただいたところです。

こうした危険箇所があることは承知しておりますが、施設管理者の判断によるところ

が大きいため、個別に御相談いただければと考えております。

以上と答弁とさせていただきます。

○議員（４番 加藤 紀之君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） そしたら、まず具体的に例を出しましたので、下市川の

ほうから。資料でいただいたもの、高橋集落の上流側に防護柵を設置予定だというお話

が、お話というか資料に書かれてますけれども、聞いた、池田議員に聞いたところ、実

は管理をしている集落と自分が住んでいる集落との認識に違いがあって、よく利用する

側の人間からすれば、そこじゃないでしょっていう場所に設置をされようとしているよ

うな話を聞きました。そういう意味ではですね、やっぱりよく利用する方のお話という

のは聞かれるべきじゃないかと思いますが、どのように今回設置予定の場所に決まった
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んでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 加藤議員も担当課に答えさせたらということでございますので、

担当課からお答えさせていただきます。

○建設課長（大前 満君） 議長、建設課長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大前建設課長。

○建設課長（大前 満君） 先ほどの加藤議員の御質問に対しまして、今年度、下市川、

高橋集落の上流側にガードレールではなく、ガードパイプという形で転落防止柵を設置

する予定としております。その点につきましては、地元からの要望を受けてということ

で、そういった場所につけさせていただきたいと考えております。河川協議については、

まだこれからの段階でありますので、調い次第準備を進めていきたいと考えております。

以上です。

○議員（４番 加藤 紀之君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） ええとですね、結局高橋集落とは別の集落になるのか、

ちょっと認識的に話をそこまではしてないんでわからないんですけども、わずか数軒し

かない自分の集落のほうが利用する道なんだそうです。で、ふだんその高橋集落の方が

農作業で通られることはあるかもしれませんけれども、生活道路として使ってるわけで

はないような道路だということらしいですけれども。そういった意味では、やっぱり住

民さんの声というのはきっちり反映しないと、つけても意味がないものになっちゃわな

いかというのをちょっと心配するんですけれども、今後、今後というか、そういった部

分に注意をしていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

地元の声をしっかり聞いていくというのはもう基本だと思いますし、今、私も、この

下市川の件に関しては、この一般質問の質問の通告があってから、なかなかきょうまで

の間に現地を確認しておりませんので、どの場所にというとこ、詳細まで把握しており

ませんけれども、確かにそのおっしゃられる、説明される中では、その高橋集落の上側、

上流側ということですので、池田議員おられる樋谷からこうずっとおりてきたようなと

ころのどこかにつくのかなというふうには思いますが、あの、地元の声が反映されてい

ないということであれば、しっかり担当課のほうも協議をさせていただきたいと思いま

すし、今から変更協議等ができるものであれば、していかなければいけないなというふ

うに思いますが、補足があれば担当課から述べさせていただきます。

○建設課長（大前 満君） 議長、建設課長。
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○議長（杉谷 洋一君） はい、大前建設課長。

○建設課長（大前 満君） 設置する場所については地元の方の意見をお伺いしながら、

そういった場所に設置のほうはしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

○議員（４番 加藤 紀之君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） わかりました。

もう１点、例で挙げさせてもらいました御来屋地内の水路についてなんですけども、

集落環境整備事業で機械の借り上げ料とか原材料費については補助があるというのは私

も理解しておりますが、その御来屋８区、９区のあたりというのは町内でも有数の高齢

化率の集落であります。そういった地域の人たちが機械を貸していただける、機械の借

り上げ料を補助していただける、原材料費を負担していただける、補助をしていただけ

る、だけども人がいないみたいなことにはなりはしないのかなとちょっと心配するんで

すけれども、そこら辺の話がわかれば教えてください。

○町長（竹口 大紀君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） この御来屋８区、９区のところにある水路に関しては、３０分

ほど時間があいたときに、現地わかっておりましたけれども、一応念のために確認に行

きました。確認に行ったところ、近所のおばあさんが出ておりまして、ここの水路、危

ないですかって聞いたら、あんまり誰も通りならんし、大体地元の人はわかっとるけん、

そんなに危ないと思わんけどなと言っておられまして、それが別に近所の方の総意では

ないというふうに思っております。

また、転落が過去にあったということですけれども、転落された方には直接お話を聞

いておりませんが、その転落された方をよく知っておられる御来屋の方にお話を聞いた

ところ、転落された際には、しらふの状態じゃなかったということで、本人さんが自分

の不注意だというふうにおっしゃっていたということでありまして、安全性に関しては

どうなのかなというところもありますけれども、やはりこういったところが町内に御来

屋以外にも当然たくさんあるわけでして、何を基準に設置をするかというところが大事

になってくるのかなというふうに思います。

なかなか加藤議員が強い口調でここに設置してくれというふうには一般質問の中では

おっしゃいませんけれども、そういったときに、こちらでわかりました、じゃあ加藤議

員の意向を酌んで設置しましょうというような答弁をしますと、今、話題のそんたくと

いうようなことにもなろうかと思いますので、地元の要望を地元から上げていただくの

が基本かなというふうに思っております。以上です。

○議員（４番 加藤 紀之君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、加藤議員。
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○議員（４番 加藤 紀之君） ちょっと僕が聞きたかったことと若干ずれちゃったです

けど、僕が聞きたいのは、集落から、こういう事業があるから補助をしますよと、後は

集落でやってくださいなんでしょうけど、そんなときに、それこそ高齢化の進んだ集落

では人手がないんじゃないのかっていう心配をしとるんです。僕は、どこにつけろとか

言うつもりはありませんし、たまたま例で自分の近いところを上げましたけども、そう

でない地域にもたくさんある話だと思うんですよ。そういったところに対して、こうい

う制度はあるんだけども、人手がないっていうところは、もやっぱり同じようにたくさ

んあるはずなんですよ。そういったときに、町としてどういうふうに対応されるのかな

というのがお聞きしたいとこです。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

ちょっと説明が足りませんでしたけれども、そういうふうにやはり地元でやってくだ

さいと言っても、幾ら補助を出しても機械を貸しても、そういうふうにできないような

ところも確かにあると思いますし、そういったところほど地元からの要望を上げていた

だいて、それのかわりになるようなことができるのかなというふうに思っておりますが、

補足等は担当課から答えさせていただきます。

○建設課長（大前 満君） 議長、建設課長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、大前建設課長。

○建設課長（大前 満君） 集落環境整備事業につきましては、原材料費と機械借り上

げということでございますけども、ほかの集落でも御利用いただいてる集落は多数ござ

いまして、そちらにつきましては大体業者委託という形で、制度を活用しながらやって

いただいてるという状況でございます。以上です。

○議員（４番 加藤 紀之君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） そうするとですね、資料としていただいた紙には事例な

しって書いてあるんですけど、そうではないっていうことですね。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 町長、ちょっと待ってください、トラブル発生。

はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 余りに一日しゃべり過ぎまして、電池が切れてしまったようで

ございます。詳細につきましては、担当課のほうが答えさせていただきます。

○建設課長（大前 満君） 議長、建設課長。

○議長（杉谷 洋一君） 数秒待ってください。

大前建設課長。

○建設課長（大前 満君） はい。お手元の資料に事例がないということでございます
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けども、お渡しした資料のほうは、あくまでも防護柵について事例がないということで

上げさせていただきましたので、御了承いただきたいと思います。

○議員（４番 加藤 紀之君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） はい、そこは了解しました。人手がない部分について、

業者委託という方法もいいことだと思いますけども、こういうときこそ地域自主組織が

あるんであれば、そういったことを集落に提案をしていくだとかっていう、何ていうん

ですか、利用の仕方というか、連携の仕方があるんじゃないかなと思うんですけども、

そこら辺についていかがでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） まさにおっしゃるとおりでして、そういう集落でできない、近

所で助け合いができない部分は地域自主組織が担っていただくのも一つの手だというふ

うに思っております。

○議員（４番 加藤 紀之君） はい、議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） はい。なかなかやっぱり思ったとおりの回答がいただけ

るので、早く終わってしまう理由がここに至ってよくわかりますけれども。

ええとですね、もう一つ聞かせていただきたいなと。これを最後の質問にさせてもら

いたいと思いますけれども、この集落環境整備事業もそうなんですけども、その他準用

河川、それから２級河川等の対応、どういうふうに対応していくのかということに関し

て、結局集落の人や地域の人に周知をされてなければ、思ってても対応してくれんだろ

うからってずっと思ってるだけ、言わない。こういう高齢化の時代ですから、徘回され

る老人の方もふえてきたりとか、そういうことも考えられるわけですよ。だけども、そ

ういうことを周知して、こういうふうに対応していきますよと、こういう制度がありま

すよということをやっぱり広くアピールしていくというのが大事じゃないかなと思いま

すけども、竹口町長のお考えはいかがでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） はい、竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

行政さまざまな制度があったりしても、なかなかＰＲ不足で周知されていないために、

地域の人にそういった制度を活用していただけてない、あるいはこういうところに要望

すれば早く解決するのに、なかなかその要望先もわからないというような事例はたくさ

んあるというふうに認識しております。こういったものを改善するために、どういうよ

うな周知が必要かというのも踏まえて考えていきたいと思います。以上です。

○議員（４番 加藤 紀之君） はい、終わります。
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○議長（杉谷 洋一君） これで加藤紀之議員の一般質問は終わりました。

本日の一般質問は以上で終了し、残りました５人の議員の一般質問は、あす６月２３

日に引き続き行います。

・ ・

○議長（杉谷 洋一君） 本日はこれで散会いたします。御苦労さんでした。

午後４時３１分散会
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